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該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
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号

要望事項
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分割
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要望主体名
要望
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番号
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（規
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要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5010 5010001 G08
社団法人日本ゴルフ場事業
協会

1 A 事業信託の解禁

　事業信託制度を創設し、信託のビ
ジネスツールとしての活用可能性を
拡大すべきである。
　具体的には、現在法制審議会で
検討中の信託法改正において、以
下を内容を実現すべきである。
①金銭や不動産などの「財産」に限
定されていた信託の対象を「債務」
にも広げ、事業の信託を可能とする
こと
②「委託者＝受託者」となる信託宣
言を許容し、事業を第三者に移転す
ることなく、自身で信託に付された
事業の運営にあたることを可能とす
ること
③受託者の有限責任制を創設し、
特殊な技術・技能、ノウハウ等を有
している者が、信託された事業の担
い手（受託者）となる可能性を拡大
すること

　信託は、①その設定については厳格な手続きを要さず、受
益者の権利について自由な設計が可能であること、②受託
者は原則所有者として単独で意思決定を行うことができるも
のの、一定の事項については委託者又は受益者の同意を要
件とすることもできるなど、法人制度にはない柔軟性を有す
る制度である。
　このように、信託制度には、法人法制では対応しきれない
ニーズに対してきめ細やかな対応ができるビークルとしての
役割が期待されるところであり、現在、法制審議会において
検討されている信託法改正において、信託の有するメリット
がビジネスの場で最大限発揮されるよう、事業信託等の実現
を図るべきである。
　ゴルフ業界は、バブル経済の崩壊以降、預託金の償還問
題や金融機関の不良債権の処理により、民事再生や会社更
生手続きの適用が相次いでいる。このような現状の中で、ゴ
ルフ場の事業再生に信託法の改正を活用できれば、ゴルフ
場の再生に資するものと考える。具体的には、以下の改正
が必要である。
　まず、信託を事業にも活用できるように債務を含む事業の
信託を認めるべきである。例えば、信託のメリットもいえる、
倒産隔離を用いて、再生可能性のあるゴルフ場事業を経営
会社から切り離し、ゴルフ場事業を再生させることもできると
考える。
また、ゴルフ場事業に信託を活用するためには、受託者等は
有限責任であることが不可欠である。何故なら信託が事業に
活用できるようになっても、事業の運営を行う受託者の有限
責任が確保されなければ、事業体として活用することに躊躇
せざるを得ないからである。このように同じく有限責任を確保
してこそ信託がゴルフ場事業再生の道具として活用できるこ
とになる。事業信託の有限責任性は必須であるといえる。
　さらに、信託宣言も許容すべきである。信託宣言により、ゴ
ルフ場運営会社がゴルフ場事業について信託宣言し、運営
会社自身から切り離すことができれば、ゴルフ場事業を維持
しながら、事業再生を行うことができるからである。
　このように、信託を利用して、ゴルフ場事業運営の選択肢
が広がれば、ゴルフ場事業の再生に大きく、寄与するものと
考える。

信託法全般

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5013 5013001 G08 石油連盟 1 A 事業信託の解禁

　事業信託制度を創設し、信託の活
用可能範囲を拡大されたい。
　具体的には、信託法を以下のよう
に改正すべきである。
①債務も信託財産の対象とし、事業
の信託を可能とすること
②信託宣言を許容し、自身で信託
事業の運営にあたることを可能とす
ること
③受託者が有限責任となる信託を
創設すること

　信託は、①その設定については厳
格な手続きを要さず、受益者の権利
について自由な設計が可能である
こと、②受託者は原則所有者として
単独で意思決定を行うことができる
ものの、一定の事項については委
託者又は受益者の同意を要件とす
ることもできるなど、法人制度には
ない柔軟性を有する制度であるた
め、法人法制では対応しきれない
ニーズに対応ができるビークルとし
ての役割が期待される。

信託法全般

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託の解禁に
ついては、法制審議会信託法部会
において，信託法の見直しに関する
検討課題に挙げられており，具体
的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託を可能とする 5032 5032001 G08 日本弁理士会 1 A 事業信託を可能とする

信託法改正に際して、事業の信託
が可能となるようにすべきである。
事業の信託では、知的財産権を信
託財産に含めることでその実効性を
確保することができる。

　知的財産推進計画２００５、２００５
年６月１０日、知的財産戦略本部、
第３章には、知財信託等を用いた中
小・ベンチャー企業の支援が掲げら
れている。事業信託は、中小・ベン
チャー支援のみならず、大企業にお
ける事業の柔軟な組織生成や変更
を可能とするため、今般の信託法改
正により事業信託を可能とすべきで
ある。また、事業を切り出す際、知
的財産権を信託財産に含めると、
事業収益の源泉を委託者から独立
させることができる。そして、知的財
産権による事業利益は、特許法等
の法律が保護するところであるか
ら、事業信託により、知的財産権の
資産としての活用がより活性化され
ると見込まれる。

信託法第１条、信託法改正要綱試
案１提案３

知的財産推進計画２００５第３章知
的財産の活用：中小・ベンチャー企
業を支援する（５）知的財産信託の
活用及び知的財産による資金調達
の拡大を行う中小・ベンチャー企業
による知財信託の活用を容易にす
るため、知財信託の担い手を事業
組合や財団法人等に拡大すること
など信託制度の活性化について、２
００５年度から検討を行い、必要に
応じ制度を整備する。（金融庁）２０
０５年度から、中小・ベンチャー企業
が知的財産に基づく資金調達を更
に円滑に行えるよう検討を行い、制
度の整備や運用の改善を行う。（金

融庁、経済産業省）

1/42



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧 2005/12/2811:41

該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
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信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託の解禁に
ついては、法制審議会信託法部会
において，信託法の見直しに関する
検討課題に挙げられており，具体
的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5041 5041001 G08 鈴木健治 1 A 事業信託の解禁

信託の対象に債務を含める（試案
第１．３）。なお、信託の定義につき
「管理又は処分」を文字通りに解釈
することなく、事業に必要な執行等
を含むと解するべきである。

　事業信託の解禁により、企業提携
や共同研究開発に際して事業を信
託しつつ受益権を持ちあうなど相互
関係を強める工夫が可能となる。そ
の他、企業の一事業部門の財産と
権利義務を信託することで、従業員
の退職を経ずして会社合併や分社
化と同様な独立性を生じさせること
ができる。この事業信託について
は、受益者を誰にするのかという点
を工夫することで、企業の支配下と
する態様も、支配の対象外とするこ
ともできる。

信託法第１条

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5062 5062001 G08
社団法人　電子情報技術産
業協会

1 A 事業信託の解禁

　事業信託制度を創設し、信託のビ
ジネスツールとしての活用可能性を
拡大すべきである。
　具体的には、現在法制審議会で
検討中の信託法改正において、以
下を内容を実現すべきである。
①金銭や不動産などの「財産」に限
定されていた信託の対象を「債務」
にも広げ、事業の信託を可能とする
こと
②「委託者＝受託者」となる信託宣
言を許容し、事業を第三者に移転す
ることなく、自身で信託に付された
事業の運営にあたることを可能とす
ること
③受託者の有限責任制を創設し、
特殊な技術・技能、ノウハウ等を有
している者が、信託された事業の担
い手（受託者）となる可能性を拡大
すること
④受益権の有価証券化を可能とし、
多数の投資家を募集して資金調達
を図れるようにすること

　信託は、①その設定については厳
格な手続きを要さず、受益者の権利
について自由な設計が可能である
こと、②受託者は原則所有者として
単独で意思決定を行うことができる
ものの、一定の事項については委
託者又は受益者の同意を要件とす
ることもできるなど、法人制度には
ない柔軟性を有する制度である。
　このように、信託制度には、法人
法制では対応しきれないニーズに
対してきめ細やかな対応ができる
ビークルとしての役割が期待される
ところであり、現在、法制審議会に
おいて検討されている信託法改正
において、信託の有するメリットがビ
ジネスの場で最大限発揮されるよ
う、事業信託等の実現を図るべきで
ある。

信託法全般
○添付書類：

事業信託（信託宣言）の活用例

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5106 5106001 G08
日本ベンチャーキャピタル協
会

1 A 事業信託の解禁

　事業信託制度を創設し、信託のビ
ジネスツールとしての活用可能性を
拡大すべきである。
　具体的には、現在法制審議会で
検討中の信託法改正において、以
下を内容を実現すべきである。
①金銭や不動産などの「財産」に限
定されていた信託の対象を「債務」
にも広げ、事業の信託を可能とする
こと
②「委託者＝受託者」となる信託宣
言を許容し、事業を第三者に移転す
ることなく、自身で信託に付された
事業の運営にあたることを可能とす
ること
③受託者の有限責任制を創設し、
特殊な技術・技能、ノウハウ等を有
している者が、信託された事業の担
い手（受託者）となる可能性を拡大
すること
④受益権の有価証券化を可能とし、
多数の投資家を募集して資金調達
を図れるようにすること

　信託は、一定の事業目的のため
の責任財産を作り出すという点で、
法人法制と同様の機能を有する。
一方で、①その設定については厳
格な手続きを要さず、受益者の権利
について自由な設計が可能である
こと、②受託者は原則所有者として
単独で意思決定を行うことができる
ものの、一定の事項については委
託者又は受益者の同意を要件とす
ることもできるなど、法人制度には
ない柔軟性を有する制度である。
　このように、信託制度には、法人
法制では対応しきれないニーズに
対してきめ細やかな対応ができる
ビークルとしての役割が期待される
ところであり、現在、法制審議会に
おいて検討されている信託法改正
において、信託の有するメリットがビ
ジネスの場で最大限発揮されるよ
う、事業信託等の実現を図るべきで
ある。

信託法全般
○添付資料：

事業信託の活用例

2/42



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧 2005/12/2811:41

該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5128 5128001 G08 株式会社インスパイア 1 A 事業信託の解禁

　事業信託制度を創設し、信託のビ
ジネスツールとしての活用可能性を
拡大すべきです。
　具体的には、現在法制審議会で
検討中の信託法改正において、以
下を内容を実現すべきであります。
①金銭や不動産などの「財産」に限
定されていた信託の対象を「債務」
にも広げ、事業の信託を可能とする
こと
②「委託者＝受託者」となる信託宣
言を許容し、事業を第三者に移転す
ることなく、自身で信託に付された
事業の運営にあたることを可能とす
ること
③受託者の有限責任制を創設し、
特殊な技術・技能、ノウハウ等を有
している者が、信託された事業の担
い手（受託者）となる可能性を拡大
すること
④受益権の有価証券化を可能とし、
多数の投資家を募集して資金調達
を図れるようにすること

　信託は、①その設定については厳
格な手続きを要さず、受益者の権利
について自由な設計が可能である
こと、②受託者は原則所有者として
単独で意思決定を行うことができる
ものの、一定の事項については委
託者又は受益者の同意を要件とす
ることもできるなど、法人制度には
ない柔軟性を有する制度です。
　このように、信託制度には、法人
法制では対応しきれないニーズに
対してきめ細やかな対応ができる
ビークルとしての役割が期待される
ところであり、現在、法制審議会に
おいて検討されている信託法改正
において、信託の有するメリットがビ
ジネスの場で最大限発揮されるよ
う、事業信託等の実現を図るべきで
だと考えます。

信託法全般
○添付資料：

事業信託の活用例

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託の解禁 5136 5136009 G08
（社）日本ュービジネス協議
会連合会

9 A 事業信託の解禁

　事業信託制度を創設し、信託のビ
ジネスツールとしての活用可能性を
拡大すべきである。
　具体的には、現在法制審議会で
検討中の信託法改正において、以
下の内容を実現すべきである。
①金銭や不動産などの「財産」に限
定されていた信託の対象を「債務」
にも広げ、事業の信託を可能とする
こと
②「委託者＝受託者」となる信託宣
言を許容し、事業を第三者に移転す
ることなく、自身で信託に付された
事業の運営にあたることを可能とす
ること
③受託者の有限責任制を創設し、
特殊な技術・技能、ノウハウ等を有
している者が、信託された事業の担
い手（受託者）となる可能性を拡大
すること
④受益権の有価証券化を可能とし、
多数の投資家を募集して資金調達
を図れるようにすること

事業信託の活用による中小・ベン
チャー企業の事業機会の創出

　信託は、一定の事業目的のため
の責任財産を作り出すという点で、
法人法制と同様の機能を有する。
一方で、①その設定については厳
格な手続きを要さず、受益者の権利
について自由な設計が可能である
こと、②受託者は原則所有者として
単独で意思決定を行うことができる
ものの、一定の事項については委
託者又は受益者の同意を要件とす
ることもできるなど、法人制度には
ない柔軟性を有する制度である。
　このように、信託制度には、法人
法制では対応しきれないニーズに
対してきめ細やかな対応ができる
ビークルとしての役割が期待される
ところであり、現在、法制審議会に
おいて検討されている信託法改正
において、信託の有するメリットがビ
ジネスの場で最大限発揮されるよ
う、事業信託等の実現を図るべきで
ある。

信託法全般
○添付資料：

事業信託（信託宣言）の活用例

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託制度の創設 5137 5137001 G08 中島　秀記 1 A 事業信託制度の創設

信託の対象を「債務」にも拡大し、
「事業」の信託も可能としてほしい。
また、それに伴い、委託者自身が受
託者となる信託宣言を行うことも認
めてほしい。

手続面や、設計に自由度があるこ
と、意思決定の迅速性など信託の
柔軟性を生かし、信託が様々な事
業活動に利用されやすくするため、
事業信託の実現を図ってほしい。特
に事業単位での再編が行いやすく
なる。

信託法全般
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該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

信託法第１条
信託法全般

①信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
②信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行信託
法には明文は存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託等の解禁
については、法制審議会信託法部
会において，信託法の見直しに関
する検討課題に挙げられており，具
体的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09001 法務省 事業信託制度の創設 5138 5138001 G08 山本　崇史 1 A 事業信託制度の創設

金銭や不動産などの財産に限定さ
れている信託の対象を「債務」にも
拡大し、「事業」の信託も可能とする
もの。また、その一環として、委託者
自身が受託者となる信託宣言を行
うことも認め、事業の所有を完全に
第三者に移転することなく、営業を
継続することを可能とするもの。

信託制度は、法人法制では対応し
きれないニーズに対して柔軟な対応
ができるビークルとしての役割が期
待される。従来の金銭や不動産以
外にもビークルに移転可能な対象
を拡大することで債権者・債務者(委
託者・受益者)共にメリットのあるス
キームの構築が可能になり、リスク
の高い事業・企業のスタートアップ
や、経営等建て直しが必要な企業
等の事業・企業の再生支援に有効
に活用できることが期待されるた
め。

信託法全般

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

研修・技能実習制度の業種拡大 5024 5024001 G16 国土興産株式会社 1 A 研修・技能実習制度の業種拡大
現在の６２職種を拡大いただき、リ
サイクル業も指定業種に入れてほし
い。

古紙、金属類、プラスチックなどのリ
サイクル事業

循環型社会への取り組みは日本だ
けでなく、全世界で取り組まなけれ
ばなりません。　　弊社では「分けれ
ば資源」をキーワードにし、家電及
びプラスチックの分別を行っており
ます。　　　　　特にプラスチックは、
正しく分別すれば何度でも利用する
ことができます。　　　　　　　　　しか
し、プラスチックの種類は多く、また
機械を用いた分別は大変困難で
す。よって、分別者の知識は勿論の
こと、視覚や嗅覚、触覚、さらには
聴覚を用いてプラスチックの分別を
行っております。　　　　　分別を行っ
た後、破砕などの工程を行い、再生
ペレットを生産することにより、プラ
スチックのリサイクルが完了いたし
ます。　　　　　　これらの知識や技
術を習得するためには、３年間の研
修を行わなければならないと考えて
おります。　　　　　研修及び実習が
完了した暁には、循環型社会を構
築するための人材として日本のみな
らず世界規模で必要となる人材に
なると思われます。

出入国及び難民認定法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

技能実習制度の対象職種拡大 5031 5031001 G16
（社）日本インドネシア経済協
力事業協会

1 A 技能実習制度の対象職種拡大
現行６２指定業種を大幅に増やして
欲しい。

現行制度では、対象が６２に限定さ
れており、これ以外の業種に属する
数多の企業からの要望に応えられ
ません。具体的には、農業、林業、
水産業、サービス業（例えばホテ
ル）、ガラス製造、発泡スチロール
成形、自動車の整備等裾野分野の
広大な自動車関連部門、クリーニン
グ業、化学工業及び既存以外の食
品加工の製造等があげられます。
若者の職業観と価値観が大きく変
化しており、新卒でも、ハローワーク
でも長続きせず、すぐ離職してしま
う。折角指導教育しても、ものになる
前に辞めてしまい、技術が移転でき
ず、無駄が多い。この解決には、職
種を拡大し間口を広げるのが一番
効果があると考え要望します。一
方、研修制度の枠は崩さぬよう、新
職種に対応する検定試験の創設を
する必要があります。

出入国及び難民認定法
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該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

技能研修制度の職種、作業の拡
大

5036 5036001 G16
株式会社ニチレイ　ティ－ピ
－センター

1 A
技能研修制度の職種、作業の拡

大

食品製造関係（６職種１１作業）に低
温冷凍食肉、食品加工、包装作業
を指定業種に入れて欲しい。

若年労働者の確保が困難であり技
術移転、継続の人的確保が食品加
工部門の重要課題となっておりま
す。研修制度の採用を検討しました
が研修生受け入れ対象職種、作業
に合致していませんでした。是非共
指定職種、作業に追加して頂くこと
を要望します。採用ができたら技術
移転、国際貢献に寄与出来ると確
信しております。是非食肉加工製造
を指定職種に追加して頂くことを要
望いたします。

 難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

技能実習制度の業種拡大 5040 5040001 G16 リバースチール株式会社 1 A 技能実習制度の業種拡大
機械金属関係の金属プレス加工で
鋼管引き抜き作業を指定職種、作
業に入れて欲しい。

若年労働者の確保が困難であり技
術移転、継続の人的確保が製造部
門の重要課題となっております。研
修技能実習制度の採用を検討しま
したが実習生移行試験で対象職
種、作業に合致していませんでし
た。是非共指定職種、作業に追加し
て頂くことを要望します。研修制度
で採用できましたら技術移転、国際
貢献に寄与出来ると確信しておりま
す。

 難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人研修生・技能実習制度に
ついて

5061 5061002 G16 ゴウダ株式会社関東工場 2 A
外国人研修生・技能実習制度に

ついて

技能実習移行職種の増加：現行で
は限られた職種のみ技能実習移行
が可能になっているが、その対象と
なる職種を増やして貰いたい

研修生受け入れの成果を受けて、
社内の別部署からも検討したいと
いった意見が出たが、技能実習移
行可能な職種の問題・研修生の人
数枠の問題があり実行できないの
が現状。職種の問題からも、制度の
拡大を検討頂きたい

難民法
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該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号
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ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

研修実習制度の職種の拡大 5139 5139001 G16 民間企業 1 A 研修実習制度の職種の拡大
特殊機能フィルムの加工製造業を
対象職種に追加していただきたい

特殊機能フィルムの加工製造業（特
殊フィルムに特殊機能性樹脂を塗
布・塗装し乾燥、加工、検品までの
一連の製造作業）

パソコン、テレビなどに使用されるフ
ラットパネルディスプレーは飛躍的
に世界需要が拡大しています。特
殊機能フィルムはフラットパネルディ
スプレーに不可欠な部材です。ま
た、その加工技術は他の分野での
活用も期待でき、今後発展を目指
す、国、地域にとっては産業の裾野
の拡大のために有益な分野である
と確信します。

難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09002
警察庁・法務
省・厚生労働省

研修実習制度の職種の拡大 5139 5139002 G16 民間企業 2 A 研修実習制度の職種の拡大
食用加工油脂製造作業を対象職種
に追加していただきたい

マーガリン・ショートニングの製造に
必要な原材料受入れ、投入作業お
よび包装工程製造・監視作業

食品に対する嗜好の多様化から
マーガリン・ショートニングの使用範
囲が拡大しています食生活は各国
により異なっており、日本の食文化
の一端を知りえることは今後の発展
を目指す国々にとって有益になるも
のと確信いたします。

難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅲ

研修・技能実習制度は、ある特定の
技術について一定の期間我が国で
研修・技能実習を行い，当該研修・
技能実習において修得した技術等
を本国で生かすという技能移転を
目的とした制度であるから、当該制
度の趣旨に反して研修・技能実習
生を研修・技能実習修了後にその
まま在留させることを認めることは
できない。

z09003
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

技能実習修了生の国内での就労
の途を開放

5074 5074002 G17
株式会社スタッフサービス・
ホールディングス

2 A
技能実習修了生の国内での就労

の途を開放

現行制度では、3年で帰国しなけれ
ばならないが、一定水準以上の技
能を習得（公的機関等の一定の資
格を取得）した者に対しては、滞在
資格を付与し引き続き国内におい
て就労可能とする。

認定資格取得のための支援（教育・
情報提供）を行うとともに、制度の積
極的な活用を実習生・受入企業双
方に促す。

3年を超えて国内での就労が可能に
なれば、将来のキャリアビションより
逆算して、長期スパンでの研修計画
が設定可能となり、現行制度下での
実習より高水準の技術が習得でき、
母国の産業の発展に一層高いレベ
ルで貢献することが可能になると思
われる。

出入国管理及び難民認定法第七条
第１項第２号の基準を定める省令、
技能実習制度に係る出入国管理

添付資料「海外からの研修・技能実
習生の受入構想について（案）」Ｐ

4、パターン２参照
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措置
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措置
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容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
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要望主
体
管理番
号

要望事項
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プ化
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革A/
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開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅲ

研修・技能実習制度は、ある特定の
技術について一定の期間我が国で
研修・技能実習を行い，当該研修・
技能実習において修得した技術等
を本国で生かすという技能移転を
目的とした制度であるから、当該制
度の趣旨に反して研修・技能実習
生を研修・技能実習修了後にその
まま在留させることを認めることは
できない。

z09003
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習就労後の就労ビザ
取得制度の創設（就労ビザの要

件緩和））

5119 5119003 G17 テンプスタッフグループ 3 A

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習就労後の就労ビザ
取得制度の創設（就労ビザの要

件緩和））

現在、技能実習就労後の日本での
就労は認められていないが、技能
実習修了生のうち、ある一定の高度
スキルを持つものあるいは公的資
格を有するものに対し、正規の就労
ビザを取得できるものとする。

技能実習修了生のうち優秀な人材
に対して、高度人材として正規のビ
ザを発効する。国内外の日本企業
がより多くの高度人材を採用できる
システムを構築することにより、日
本経済の発展及び、世界の開発途
上国の発展につながる。

優秀又は高度な人材を研修制度に
基づき受け入れた場合でもあって
も、技能実習終了時には雇用契約
を終了させなくてはならない。後継
者問題（特に特殊技術や伝統工芸
分野等）を抱えている国内企業にお
いては、修了生のうち優秀又は高
度な人材については、就労を可能と
するニーズが非常に大きい。

技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針（平成十六
年法務省告示第九十八号、平成五
年法務省告示第百四十一号）
技能実習制度推進事業運営基本方
針（平成五年四月五日労働大臣公
示、平成十六年四月十九日改正）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅲ

研修・技能実習制度は、ある特定の
技術について一定の期間我が国で
研修・技能実習を行い，当該研修・
技能実習において修得した技術等
を本国で生かすという技能移転を
目的とした制度であるから、当該制
度の趣旨に反して研修・技能実習
生を研修・技能実習修了後にその
まま在留させることを認めることは
できない。

z09003
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し（就労ビザの優先発給）

5124 5124003 G17 株式会社フルキャスト 3 A
外国人研修・技能実習制度の見
直し（就労ビザの優先発給）

技能実習終了後、優秀な技能実習
生に対して就労ビザを発給し、引き
続き日本で就労ができるようにす
る。

研修生の帰国後、技術取得の期間
が短期間の為、母国での就労が困
難なことから、習得した技術を生か
す為には経験年数が必要となる。こ
れを支援する為に優良な研修生に
対し、就労ビザの発給を緩和し、元
受入れ企業での実務経験をつませ
る事が必要である。

技能実習制度推進事業運営基本方
針
技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針

司法書士法第3条
第1項第1号，第2
号，第73条第1項，
第78条

司法書士会に入会していない司法
書士又は司法書士法人でない者
は，登記に関する手続について代
理することはできない。また，違反
者には刑罰が科される。

Ｃ Ｉ

商業・法人登記は，国民の権利に
多大な影響を及ぼすものであり，こ
の登記手続を代理するには，高度
な法律知識及び専門的能力が要求
されるので，資格者以外の者が当
該業務を行うことは，国民の権利の
保全及び登記事務等の適正な運営
の観点から認められない。

z09004 法務省
商業・法人登記の行政書士への

開放
5043 5043001 G18 日本行政書士連合会 1 A

商業・法人登記の行政書士への
開放

商業・法人登記は高度な知識及び
専門的能力がもとめられているので
司法書士以外には、行わせることが
できないとされているが、登記事項
は法定化されており登記すべき事
項のみ申請すればよいとされている
ので、定款作成等会社設立に必要
な書類を作成している行政書士へ
登記申請業務の開放を求める。

企業促進を刺激して、国内経済を活
性化して、国際競争力を高める。
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要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

司法書士法第3条
第1項第1号，第2
号，第73条第1項，
第78条

司法書士会に入会していない司法
書士又は司法書士法人でない者
は，登記に関する手続について代
理することはできない。また，違反
者には刑罰が科される。

Ｃ Ｉ

商業・法人登記は，国民の権利に
多大な影響を及ぼすものであり，こ
の登記手続を代理するには，高度
な法律知識及び専門的能力が要求
されるので，資格者以外の者が当
該業務を行うことは，国民の権利の
保全及び登記事務等の適正な運営
の観点から認められない。

z09004 法務省
商業・法人登記申請の行政書士

への開放
5043 5043002 G18 日本行政書士会連合会 2 A

商業・法人登記申請の行政書士
への開放

司法書士法第3条により、法務局又
は地方法務局に提出する書類の作
成と手続は司法書士の専管業務と
されているが、そのうちの商業・法
人登記申請に限り、行政書士も書
類の作成及び手続が行えるよう、規
制を緩和すべきである。

会社・法人設立や変更登記では、
定款や総会議事録等、申請に必要
な添付書類は行政書士が作成して
おり、登記申請書の作成及び手続
のみ、規制があるため本院申請又
は本人が司法書士に依頼してい
る。依頼者は、一連の業務として迅
速かつ廉価を望む中、制限がある
ため、手続の煩雑さと負担を強いら
れている。登記申請書の作成及び
手続を行政書士等にも行えるように
することで、依頼者は迅速かつ廉価
なサービスを享受することが可能と
なり利便性が増す。又、会社・法人
設立では許認可手続を伴うものが
多く、登記申請手続を行政書士に
行わせることにより、一貫したサー
ビスの提供が可能となる。なお、電
子公証制度に基づく定款の認証方
法に「電子定款」があり、本会が発
行している行政書士陽電子証明書
が使用できるところから、負担軽減
と迅速性の確保が可能となる。
※別途資料「従前の法務省回答に
対する意見」添付

司法書士法第3条第1項第1号、第2
号、第73条第1項、第78条

＜資料添付＞　　　「従前の法務省
回答に対する意見」　　　　　　①商
業登記申請代理に関する意見

②法人登記申請代理についての意
見

司法書士法第3条
第1項第1号，第2
号，第73条第1項，
第78条

司法書士会に入会していない司法
書士又は司法書士法人でない者
は，登記に関する手続について代
理することはできない。また，違反
者には刑罰が科される。

Ｃ Ｉ

商業・法人登記は，国民の権利に
多大な影響を及ぼすものであり，こ
の登記手続を代理するには，高度
な法律知識及び専門的能力が要求
されるので，資格者以外の者が当
該業務を行うことは，国民の権利の
保全及び登記事務等の適正な運営
の観点から認められない。

z09004 法務省
商業・法人登記手続の行政書士

への開放
5069 5069001 G18 吉田智紀行政書士事務所 1 A

商業・法人登記手続の行政書士
への開放

司法書士法第３条により、法務局又
は地方法務局に提出する書類の作
成と手続は司法書士の専管業務と
されているが、そのうち商業・法人
登記申請に限り、行政書士も書類
の作成及び手続が行えるよう、規制
を緩和すべきである。

商業・法人登記申請において、行政
書士が申請書の作成及び提出手続
をする。

１　国民の利便のため
商業・法人登記申請は、申請に添付する書類（以下添付書類という）及び
申請書の作成、提出で行われる。行政書士は商業・法人登記申請にお
いて、添付書類である定款や株主総会議事録等の作成をしているが、
「申請書の作成及び提出」は司法書士法の規制があるため、依頼者本人
が行うか又は司法書士に依頼することになり、依頼者である国民に手続
きの煩雑さや経済的な負担増を強いている。
行政書士が添付書類の作成に引き続き、「申請書の作成及び提出」を行
えるようにすることで、依頼者である国民対して「迅速で確実かつ廉価な
ワンストップサービス」を提供できることになり、国民の利便となる。
阿部泰隆氏（元神戸大学大学院教授）も「会社の設立に関して行政書士
に依頼したところ、登記の分は司法書士に依頼しなければならないことに
なる。こうした「士」による垣根が国民にもたらす不便の方こそ重視すべき
である。行政書士に登記申請代理を認めるべき」と主張している（「行政
書士の未来像」（信山社）４２Ｐから引用）。
なお、司法書士が行政書士の専管業務（添付書類の作成）を行っている
実態があるが、行政書士会が司法書士を行政書士法違反に問うことは
ない。国民の利便に配慮しているからである。
２　行政書士が新会社法による「会社設立ラッシュ」登記申請の受け皿に
新会社法が来年施行予定であり、最低資本金制度の撤廃により起業が
促進され、「会社設立ラッシュ」が期待される。ところが、上記のとおり司
法書士法の規制は国民にとって不便であり、「会社設立ラッシュ」を阻害
するものである。
また、司法書士は平成15年に訴訟代理権を獲得して弁護士業務である
訴訟代理業務に新規参入したが、訴訟代理業務に多忙であり、現状の
司法書士の従事人口のままでは上記会社設立ラッシュの登記申請にま
で手が回らない。
行政書士が「申請書の作成及び提出」を行えるようにすることで、会社設
立ラッシュの登記申請の受け皿となることができる。
３　行政書士は十分な法律知識及び専門的能力を備えていること
添付書類の作成には高度な法律知識及び専門的能力を必要とされ、行
政書士は添付書類の内容が関係法令に合致しているかどうか高度な法
的な判断を加えながら添付書類を作成している。一方、申請書は「定型
的かつ容易」に作成できるものである。
よって、添付書類の作成を日常実務としている行政書士は、「申請書の
作成及び提出」を行うに十分な法律知識及び専門的能力を備えていると
いえる。

司法書士法第３条

「計理士、または公認会計士が、会
社その他法人の設立を委嘱された
場合は、その付随行為として登記申
請書類の作成及び申請代理をする
ことができるが、税理士は右のごと
き会社設立及びその付随行為をす
ることはできない」（昭和35年3月28

日民事甲第734号）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

団体監理型の研修・技能実習制度
については、国若しくは地方公共団
体又は独立行政法人のほか，国若
しくは地方公共団体又は独立行政
法人の資金その他の援助を受けて
その指導の下に研修を運営する商
工会議所等が第一次受入れ機関と
なる場合にのみその実施を認めて
いる。

Ｃ Ⅲ

・JITCOが行う業務のうち，入管関
係の諸手続の取次ぎ、不正行為の
防止を含めた受入れ機関に対する
指導・支援，研修生に対する日本語
教育や生活への各種支援をＪＩＴＣＯ
以外の機関が行うことは現在でも可
能である。ただし，研修生のあっせ
ん及び技能の評価については，自
己の営利や関係企業との取引関係
等にとらわれずに公的制度としての
公平性，透明性，信頼性を確保・維
持する必要があることから，営利を
目的とする企業に行わせることはで
きない。
・団体監理型の研修・技能実習は，
国又は地方公共団体に準じた機関
が受け入れ，公益的目的で技術移
転を実現するために行う研修事業
について特例を認めるものであり，
営利団体はその対象とならない。
・なお，技能実習については，帰国
後の復職を前提として実施されるも
のであるので，その点をご確認願い
たい。

－ z09005
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

（財）国際研修協力機構が行う業
務の民間開放

5056 5056001 G19
マンパワー・ジャパン株式会
社

1 B
（財）国際研修協力機構が行う業

務の民間開放

研修・技能実習制度の運営におい
て、（財）国際研修協力機構が行う
研修生の紹介、入管関係の諸手
続、日本語教育や生活への各種支
援等の業務を当社に民間開放す
る。
さらに、当社が相手国の送出機関、
我が国の第一次受入機関となるこ
とを許可して欲しい。

（財）国際研修協力機構が行う研修
生の紹介、入管関係の諸手続、日
本語教育や生活への各種支援等の
業務に加え、当社が相手国の送出
機関、我が国の第一次受入機関と
なることで、研修生の受入企業及び
研修生に対するワンストップサービ
スを行う。

研修・技能実習制度の運営を、当社
がその知見やノウハウを生かして、
ワンストップサービスで行うことで、
研修生の受入企業に対して、サー
ビスの効率化によるコストダウンと
サービスレベルの向上を同時に実
現することができる。また、研修生
に対しても、能力開発の知見を生か
して、きめ細かい相談に応じ、日本
での技能習得をより効果的なものに
することができる。さらに、技能実習
生が帰国後に就職できないという課
題に対しても、当社の持つ世界的
ネットワークを利用することで、帰国
後の就業を容易にすることができ
る。
これらにより、研修生は、日本でより
高度な技能を学ぶことができ、か
つ、帰国後にも日本で習得した技能
を大いに活用することができるよう
になる。

技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針（法務省告
示）
技能実習制度推進事業運営基本方
針
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出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

団体監理型の研修・技能実習制度
については、国若しくは地方公共団
体又は独立行政法人のほか，国若
しくは地方公共団体又は独立行政
法人の資金その他の援助を受けて
その指導の下に研修を運営する商
工会議所等が第一次受入れ機関と
なる場合にのみその実施を認めて
いる。

Ｃ Ⅲ

・JITCOが行う業務のうち，入管関
係の諸手続の取次ぎ、不正行為の
防止を含めた受入れ機関に対する
指導・支援，研修生に対する日本語
教育や生活への各種支援をＪＩＴＣＯ
以外の機関が行うことは現在でも可
能である。ただし，研修生のあっせ
ん及び技能の評価については，自
己の営利や関係企業との取引関係
等にとらわれずに公的制度としての
公平性，透明性，信頼性を確保・維
持する必要があることから，営利を
目的とする企業に行わせることはで
きない。
・団体監理型の研修・技能実習は，
国又は地方公共団体に準じた機関
が受け入れ，公益的目的で技術移
転を実現するために行う研修事業
について特例を認めるものであり，
営利団体はその対象とならない。

－ z09005
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

（財）国際研修協力機構担当業務
の民間開放について

5073 5073001 G19 株式会社メイテック 1 B
（財）国際研修協力機構担当業務

の民間開放について

（財）国際研修協力が担当している
研修・技能実習生の斡旋業務、およ
び対象者への研修支援、相談等を
民間開放することにより、透明性を
高めることが可能となる。当社は既
にアジア圏での教育事業も実施して
おり、第一次受入機関としての資格
を十分に満たしていると考える。

人材に関しては長年蓄積したノウハ
ウを保持しており、当社の教育研修
カリキュラムや労務管理のノウハウ
を活用、海外での受入機関となるこ
とで、研修・技能実習生の送出・受
入に関する業務、および対象者へ
の研修支援、相談等のサービスを
より透明な形で拡充することが可
能。

既にアジア圏において複数の教育
機関を保持しており、さらに日本で
の労務管理サポートも可能である。
これらのノウハウを活用することに
より、対象者および各企業に対する
ワンストップサービスが可能になり、
効率化および品質向上に繋がる。さ
らには、弊社の強みであるキャリア
形成支援を、研修・技能実習生にも
提供することで、技術移転による国
際貢献という制度の目的を、より効
果的に達成することができる。

・技能実習制度推進事業運営基本
方針

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

団体監理型の研修・技能実習制度
については、国若しくは地方公共団
体又は独立行政法人のほか，国若
しくは地方公共団体又は独立行政
法人の資金その他の援助を受けて
その指導の下に研修を運営する商
工会議所等が第一次受入れ機関と
なる場合にのみその実施を認めて
いる。

Ｃ Ⅲ

・JITCOが行う業務のうち，入管関
係の諸手続の取次ぎ、不正行為の
防止を含めた受入れ機関に対する
指導・支援，研修生に対する日本語
教育や生活への各種支援をＪＩＴＣＯ
以外の機関が行うことは現在でも可
能である。ただし，研修生のあっせ
ん及び技能の評価については，自
己の営利や関係企業との取引関係
等にとらわれずに公的制度としての
公平性，透明性，信頼性を確保・維
持する必要があることから，営利を
目的とする企業に行わせることはで
きない。
・団体監理型の研修・技能実習は，
国又は地方公共団体に準じた機関
が受け入れ，公益的目的で技術移
転を実現するために行う研修事業
について特例を認めるものであり，
営利団体はその対象とならない。

－ z09005
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人技能実習制度推進事業の
民間開放

5074 5074001 G19
株式会社スタッフサービス・
ホールディングス

1 B
外国人技能実習制度推進事業の

民間開放

（財）国際研修協力機構が行う事業
の民間開放。そして、人材派遣会社
が研修・技能実習受入団体としての
活動を可能にすること。

研修・技能実習制度において、人材
派遣会社が第一次受入機関とな
る。加えて、（財）国際研修協力機構
が行う研修生の斡旋、研修・技能実
習内容へのアドバイス、評価などの
業務を民間開放し、人材派遣会社
が担う。これにより、制度を利用して
いる企業に対して、ワンストップ・
サービスを提供する。
海外においては、当社ネットワーク
を活用し、現地政府・人材会社・教
育機関等と連携し、人材の募集・教
育を行い、国内においては研修・技
能実習生に対する生活・就業上の
支援・相談、在留資格の管理、また
帰国後の母国における就職支援を
実施。一方、受入企業に対しては適
切な就業条件・環境を確保するため
の指導・助言を行い、制度の円滑か
つ適正な運用をサポートする。

人材派遣会社の有する就業者と受
入企業とのマッチングを行うノウハ
ウ、また就業後のカウンセリングの
ノウハウ、及び、就業者と受入企業
の大量の情報をデータベースにより
一元管理するノウハウを活用するこ
とにより、現在、第一次受入機関と
（財）国際研修協力機構が担ってい
る、業務をワンストップで行うことで
手続きを簡素化し、効率化すること
ができ、かつ、サービスレベルを向
上させることができる。これにより、
研修・技能実習制度の活用の拡大
及び、円滑な運用に寄与することが
可能であり、実習生の母国の産業
の発展により寄与することができ
る。

技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針（平成十六
年法務省告示第九十八号、平成五
年法務省告示第百四十一号）、
技能実習制度推進事業運営基本方
針（平成五年四月五日労働大臣公
示、平成十六年四月十九日改正）

添付資料「海外からの研修・技能実
習生の受入構想について（案）」Ｐ3

～6参照

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

団体監理型の研修・技能実習制度
については、国若しくは地方公共団
体又は独立行政法人のほか，国若
しくは地方公共団体又は独立行政
法人の資金その他の援助を受けて
その指導の下に研修を運営する商
工会議所等が第一次受入れ機関と
なる場合にのみその実施を認めて
いる。

Ｃ Ⅲ

・JITCOが行う業務のうち，入管関
係の諸手続の取次ぎ、不正行為の
防止を含めた受入れ機関に対する
指導・支援，研修生に対する日本語
教育や生活への各種支援をＪＩＴＣＯ
以外の機関が行うことは現在でも可
能である。ただし，研修生のあっせ
ん及び技能の評価については，自
己の営利や関係企業との取引関係
等にとらわれずに公的制度としての
公平性，透明性，信頼性を確保・維
持する必要があることから，営利を
目的とする企業に行わせることはで
きない。
・団体監理型の研修・技能実習は，
国又は地方公共団体に準じた機関
が受け入れ，公益的目的で技術移
転を実現するために行う研修事業
について特例を認めるものであり，
営利団体はその対象とならない。

－ z09005
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人研修・技能実習制度に係
る管理・運営事業の民間開放

5101 5101001 G19 アデコ株式会社 1 B
外国人研修・技能実習制度に係
る管理・運営事業の民間開放

現在、厚生労働省ほか各関係省庁
が、財団法人　国際研修協力機構
（JITCO）に委託している、外国人研
修・技能実習制度に係る事業の民
間開放を要望する。
厚生労働省からの技能実習制度推
進事業の受託をはじめ、外国人研
修・技能実習制度の管理・運営に係
る、国からの事業委託がJITCOの
みに集中している。
事実、この制度に係る広報啓発、助
成支援、助言指導、相談援助など、
民間人材派遣会社が担うことができ
るサービス業務について、JITCOが
独占している状態である。
これら国からの事業委託について、
弊社を含む民間人材派遣会社にも
公平に機会を与えるべきである。
さらに、現在商工会議所・商工会、
事業協同組合等の中小企業団体、
公益法人などが担当している「団体
監理型研修」についても民間開放を
要望する。具体的には、弊社ほか
民間人材派遣会社が、外国人研修
生の受け入れから、指導・監督下に
ある企業・団体への斡旋紹介まで
行うことができるよう、制度を開放す
べきである。

■外国人研修生・技能実習生の受
け入れに関する相談
■技能実習を予定する研修生の斡
旋紹介
■入国・在留関係所手続きの支援
■技能実習への移行の受付・評価・
支援
■日本語教育を含む、研修・技能修
得計画作成の相談、および計画実
施に関する助言・指導
■研修生・実習生向け相談（日本で
の生活・健康・安全面での支援・指
導）、等。

厚生労働省からの技能実習制度推
進事業の受託をはじめ、外国人研
修・技能実習制度の管理・運営に係
る、国からの事業委託がJITCOの
みに集中している。これらの事業費
には、国庫補助金、および国からの
受託金が充てられており、サービス
の民営化、もしくは民間委託によっ
てもたらされるコスト削減効果は大
きいと考える。
さらに、現在中小企業団体や公益
団体などが担っている「団体監理型
研修」についても、弊社ほか民間人
材派遣会社が管理・監督すること
で、業務の効率化が期待できると考
えられる。
つまり、弊社としては、外国人研修
生の受け入れから紹介斡旋、さらに
は受け入れ企業の指導・監督まで
を含む、いわゆるワンストップ・サー
ビスを提供することで、JITCOより効
率的なサービスを提供できると考え
る。
また、弊社の持つキャリア形成支援
のノウハウを活用して、日本での研
修技能実習をより効果的なものとす
ることができると考える。

■技能実習制度推進事業運営基本
方針（平成5年4月5日労働大臣公
示；平成16年4月19日最近改正）
■技能実習制度に係る出入国管理
上の取扱いに関する指針（平成五
年法務省告示第百四十一号；平成
十六年二つき二十七日法務省告示
第九十八号）
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該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
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具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

団体監理型の研修・技能実習制度
については、国若しくは地方公共団
体又は独立行政法人のほか，国若
しくは地方公共団体又は独立行政
法人の資金その他の援助を受けて
その指導の下に研修を運営する商
工会議所等が第一次受入れ機関と
なる場合にのみその実施を認めて
いる。

Ｃ Ⅲ

・JITCOが行う業務のうち，入管関
係の諸手続の取次ぎ、不正行為の
防止を含めた受入れ機関に対する
指導・支援，研修生に対する日本語
教育や生活への各種支援をＪＩＴＣＯ
以外の機関が行うことは現在でも可
能である。ただし，研修生のあっせ
ん及び技能の評価については，自
己の営利や関係企業との取引関係
等にとらわれずに公的制度としての
公平性，透明性，信頼性を確保・維
持する必要があることから，営利を
目的とする企業に行わせることはで
きない。
・団体監理型の研修・技能実習は，
国又は地方公共団体に準じた機関
が受け入れ，公益的目的で技術移
転を実現するために行う研修事業
について特例を認めるものであり，
営利団体はその対象とならない。

－ z09005
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習推進事業等の民
間開放、受入機関の民間人材派

遣会社への開放）

5119 5119001 G19 テンプスタッフグループ 1 B

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習推進事業等の民
間開放、受入機関の民間人材派

遣会社への開放）

関係各省から研修・技能実習制度
に関連する事業が（財）国際研修協
力機構へ委託されている。当該制
度は、民間人材派遣会社が従来か
らあるその機能を持って十分担うこ
とができると考えられるため、民間
人材派遣会社に団体監理型研修受
入機関として当該業務を民間開放
することを求める。

ワンストップサービスとして、研修・
技能実習生の募集から実習終了後
の就職支援、入国前の日本語教育
の強化、入国後の生活、教育、労務
管理、技能実習への移行手続、技
能実習計画の評価、受入企業の環
境整備指導等民間人材派遣業の知
識、実績を活かし、国際人材の育成
を行う。

研修生・技能実習生が期間中又は
期間終了後に逃亡・失踪することが
ある。また受入企業で十分な労務
管理ができていないことで、日本語
及び日本生活習慣等の教育の不徹
底などの問題から、不法滞在化を
招く結果にもなっている。
これは、（財）国際研修協力機構を
中心とする制度運営が不十分であ
ることを示しており、民間人材派遣
会社が知識、実績を生かし、責任を
持って、研修生の募集から労務管
理、研修などの業務を行うことで、
問題が解消されると考える。

技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針（平成十六
年法務省告示第九十八号、平成五
年法務省告示第百四十一号）
技能実習制度推進事業運営基本方
針（平成五年四月五日労働大臣公
示、平成十六年四月十九日改正）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

団体監理型の研修・技能実習制度
については、国若しくは地方公共団
体又は独立行政法人のほか，国若
しくは地方公共団体又は独立行政
法人の資金その他の援助を受けて
その指導の下に研修を運営する商
工会議所等が第一次受入れ機関と
なる場合にのみその実施を認めて
いる。

Ｃ Ⅲ

・JITCOが行う業務のうち，入管関
係の諸手続の取次ぎ、不正行為の
防止を含めた受入れ機関に対する
指導・支援，研修生に対する日本語
教育や生活への各種支援をＪＩＴＣＯ
以外の機関が行うことは現在でも可
能である。ただし，研修生のあっせ
ん及び技能の評価については，自
己の営利や関係企業との取引関係
等にとらわれずに公的制度としての
公平性，透明性，信頼性を確保・維
持する必要があることから，営利を
目的とする企業に行わせることはで
きない。
・団体監理型の研修・技能実習は，
国又は地方公共団体に準じた機関
が受け入れ，公益的目的で技術移
転を実現するために行う研修事業
について特例を認めるものであり，
営利団体はその対象とならない。

－ z09005
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し（研修・技能実習制度の民間

開放）
5124 5124001 G19 株式会社フルキャスト 1 B

外国人研修・技能実習制度の見
直し（研修・技能実習制度の民間

開放）

現在、（財）国際研修協力機構が国
からの委託を受けて行っている研
修・技能実習に対する業務（送出し・
受入れの推進、日本語教育の促
進、研修生・技能実習生の生活の
安定、技能の修得と帰国後の能力
発揮の支援等）の民間開放を要望
する。
また、人材派遣会社による研修生・
技能実習生の日本への受入と、企
業への人材紹介・派遣が可能となる
制度改革を要望する。

（財）国際研修協力機構が行ってい
る業務を含め、人材派遣会社が外
国人研修・技能実習制度に関する
あらゆる業務を担う。具体的には、
同機構が行っている業務を人材派
遣会社が担った上で、①企業への
紹介・派遣を前提とする人材派遣企
業も企業単独型の受入の際の企業
となること、②人材派遣企業も団体
監理型の受入団体になることの両
者を可能とすることで、クライアント
企業へのワンストップサービスと
サービスの向上を図るとともに、研
修・技能実習の効果を高めることで
相手国への国際貢献の向上を図
る。

従来の受入れ体制では（財）国際研
修協力機構や限定された受入れ団
体からの紹介が主で、多くの研修生
受入れを希望する企業の要望を満
たしているとは言い難い。派遣会社
である当社は技能実習対象職種に
当たる多くのクライアント企業を持つ
事から、多職種にわたる受入れ企
業の選定が可能である。また、実際
には、研修手当て以外の賛助会費
等の支払いが受入れ企業に発生し
ており、結果的に企業の負担コスト
を増大させるだけでなく、技能教育
等、それぞれの企業が教育に必要
な経費を圧迫している。派遣会社
が、直接受入れ企業に研修生を派
遣することで企業のコスト負担が軽
減し、（その他欄へ続く）

技能実習制度推進事業運営基本方
針
技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針

（要望事項続き）企業独自の教育研
修費用に充当することも可能とな
る。また、送り出し機関を派遣会社
側で運営する事で、受入れ企業の
実務に即した教育研修を行う事が
可能となる。このうように、当社が制
度を運営することで、サービス向上

を行うことができる。

信託法全般

①信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
②信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行の信
託法には明文は存しない。
④受益権の有価証券化に関する規
定は、現行の信託法には存しない。
⑤受益者の定めのない信託（目的
信託）は、現行の信託法上認められ
ていない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容は、いずれも、法制審議
会信託法部会において，信託法の
見直しに関する検討課題に挙げら
れており，具体的な調査審議を行っ
ている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09006 法務省 信託法の見直しについて 5078 5078001 G28 社団法人全国信販協会 1 A 信託法の見直しについて

　現在法制審議会で検討中の信託
法改正において、以下の内容を実
現すべきである｡
①「委託者＝受託者」となる信託宣
言による信託の設定を有効とすべ
きである｡
②事業信託制度を創設し、信託の
ビジネスツールとしての活用可能性
を拡大すべきである。
③そのためには、信託の有限責任
を明確にするとともに、受託者の責
任が限定された新しい信託も可能と
すべきである｡
④また、受益権の有価証券化を可
能とし、私法上の有価証券として、
円滑な資金調達を図れるようにす
べきである｡
⑤公益信託の官庁の認可制度の見
直しに伴い、いわゆる目的信託も可
能にすべきである｡

　信託は、信託法の制定から８０余
年を経過し、当初の想定利用を超え
て、その分別管理機能、倒産隔離
機能等が資金調達のビークルとし
て、利用されている実態がある｡ま
た、今後は、法人法制では対応でき
ないニーズにも対応するビークルと
しての期待もある｡現在、法制審議
会において検討されている信託法
改正において、信託の有するメリッ
トがビジネスの場で最大限発揮され
るよう、信託宣言、責任限定信託、
事業信託等の実現を図るべきであ
る。
  また、受益者の確定しない目的信
託も、税法上の有利取扱までは期
待しない、早期に組成可能な公益
信託的な利用が想定され、また、
ペット信託、墓守信託など高齢化社
会において新たな健全ニーズが期
待できるので、その実現を図るべき
である｡

信託法全般
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信託法全般

①信託法第１条が「他人ヲシテ一定
ノ目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
②信託の設定当初から受託者が債
務を引き受けることができるかどう
かについては、現行の信託法第１
条は明確にしていない。
③受託者の有限責任制を許容する
信託の制度に関しては、現行の信
託法には明文は存しない。
④受益権の有価証券化に関する規
定は、現行の信託法には存しない。
⑤受益者の定めのない信託（目的
信託）は、現行の信託法上認められ
ていない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容は、いずれも、法制審議
会信託法部会において，信託法の
見直しに関する検討課題に挙げら
れており，具体的な調査審議を行っ
ている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09006 法務省 信託法の見直し 5131 5131001 G28
(社)日本クレジット産業協会
資産流動化研究推進委員会
ＷＧ

1 A 信託法の見直し

法制審議会で、現在、信託法の改
正が議論されているが、同法改正
にあたって、以下を実現するべきで
ある。
①　「委託者＝受託者」となる信託
宣言による信託の設定を有効とす
る｡
②　信託のビジネスツールとしての
活用可能性を拡大するため、事業
信託制度を創設する。
③　事業信託制度創設のために、
信託の有限責任を明確にし､受託者
の責任が限定された信託を可能と
する
④　受益権の有価証券化を可能と
し、私法上の有価証券として､円滑
な資金調達を図れるようにする｡
⑤　公益信託の官庁の認可制度の
見直しに伴って､いわゆる目的信託
を可能にする｡

　信託は、その分別管理機能､倒産
隔離機能等が資金調達のビークル
として利用されている。また､今後､
法人法制では対応できないニーズ
に対応するビークルとしての期待も
ある｡このように信託法の制定から８
０余年を経過し､当初の想定利用を
超えている。
現在、法制審議会において信託法
改正が検討されており、信託の有す
るメリットがビジネスの場で最大限
発揮されるよう、信託宣言､責任限
定信託､事業信託等の実現が図ら
れるべきである。
　また、受益者の確定しない目的信
託も､税法上の有利取扱までは期待
しない、早期に組成可能な公益信
託的な利用が想定されるだけでな
く、ペット信託､墓守信託など高齢化
社会において新たな健全ニーズが
期待できるので､その実現を図るべ
きである｡

信託法全般

特定融資枠契約に
関する法律第２条

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは､借主が、①資
本金が５億円以上又は負債総額が
２００億円以上の株式会社（株式会
社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第１条の２第１項）、②
資本金が３億円を超える株式会社、
③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律
第２条第５項）、④特定目的会社
（資産の流動化に関する法律第２条
第３項）等である場合に限定され
る。

ｂ Ⅰ

現時点においても、金融機関は、中小企業等
との間で当座貸越取引等によって一定の融
資枠を設定し、その資金需要に応ずることが
法的に十分可能である。その上、平成15年に
実施した借り手側のニーズ調査によれば、借
主の範囲拡大については中小企業等の中に
も慎重な意見があり、また、地方公共団体に
関してはコミットメントライン契約を利用したい
とのニーズがほとんどないという結果であっ
た。さらに、実際に平成13年改正で借主の範
囲に加えられた中堅企業の利用状況も低調
であったため、その範囲拡大については時期
尚早との結論に達した経緯がある。これらの
事実を併せ考えると、一定の融資枠が手数
料なしに設定される従来の当座貸越取引等
の借入方法に加えて、実際に融資を受けた
場合の利息のほかに手数料の支払が必要と
なるコミットメントライン契約を利用したいとい
う現実的なニーズが中小企業等の借主側に
どの程度あるのかについては慎重に見極め
ていく必要があると思われる。
また、経済的弱者である中小企業等に借主
の範囲を拡大すれば、中小企業等が締結す
るコミットメントライン契約に係る手数料に利
息制限法及び出資法の上限利率による制限
が及ばなくなる。この結果、手数料名目に合
法的に高金利を徴求されるおそれが強い。し
たがって、コミットメントライン契約に係る借主
の範囲拡大については、借主のニーズの把
握などを行った上で、慎重に判断していく必
要がある。

z09007 金融庁・法務省
コミットメントライン契約適用対象

のさらなる拡大
5005 5005003 （社）全国地方銀行協会 3 A

コミットメントライン契約適用対象
のさらなる拡大

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）の適用対象を拡大し、ａ.中
小企業（資本金３億円以下等）、ｂ.
地方公共団体、地方公社、独立行
政法人等をその範囲に含める。

　平成13年６月の法改正により、そ
れまで商法特例法上の大会社に限
定されていた対象企業等に、①資
本の額が３億円を超える株式会社、
②証券取引法の規定による監査証
明を受けなければならない株式会
社、③特定債権等譲受業者、④特
定目的会社および登録投資法人等
が加えられたが、より幅広い中小企
業への金融の円滑化を図り、中小
企業経営の安定と銀行の収益機会
の拡大に資する観点からは、さらな
る適用対象の拡大が必要である。
　また、地方公共団体等の資金需
要に対しより安定的・機動的に対応
していくためには、こうした先も適用
対象に含めるべきである。

特定融資枠契約に関する法律 第２
条

司法書士法第3条
第1項第1号，第2
号，第73条第1項，
第78条

司法書士会に入会していない司法
書士又は司法書士法人でない者
は，登記に関する手続について代
理することはできない。また，違反
者には刑罰が科される。

Ｃ Ｉ

登記手続を代理するには，高度な
法律知識及び専門的能力が要求さ
れるので，資格者以外の者が当該
業務を行うことは，国民の権利の保
全及び登記事務等の適正な運営の
観点から認められない。

z09008 法務省
相続を原因とする不動産登記申
請の行政書士への開放

5009 5009001 個人 1 A
相続を原因とする不動産登記申
請の行政書士への開放

司法書士法第３条により、法務局又
は地方法務局に提出する書類の作
成と手続は司法書士の専管業務と
されているが、そのうち相続を原因
とする所有権移転の不動産登記申
請に限り、行政書士も書類の作成
及び手続が行えるよう、規制を緩和
すべきである。

　相続を原因とする所有権移転の
不動産登記申請では、遺産分割協
議書や特別受益者証明書等、申請
に必要な添付書類は行政書士が作
成しており、登記申請書の作成及び
手続のみ、規制があるため本人申
請又は本人が司法書士に依頼して
いる。依頼者は、一連の業務として
迅速かつ廉価を望む中、制限があ
るため、手続の煩雑さと負担を強い
られている。登記申請書の作成及
び手続を行政書士も行えるようにす
ることで、依頼者たる国民は迅速か
つ廉価なサービスを享受することが
可能となり、利便性が増す。なお、
不動産登記は、国民の権利に重大
な影響を及ぼすものであるが、行政
書士により適法に遺産分割協議書
等は作成されるため、実体法上の
問題としては、権利に関して重大な
影響を及ぼすものとは考えられな
い。また、手続法上の問題として、こ
の登記手続を代理するためには、
高度な法律知識及び専門的能力が
要求されるが、相続を原因とする所
有権移転の不動産登記に関する手
続の研修を行政書士に対して行うこ
とで、国民の権利の保全及び登記
事務等の適正な運営は守られる。

司法書士法第3条第1項第1号，第2
号，第73条第1項，第78条
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要望理由 根拠法令等
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（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09009
法務省・厚生労

働省
研修技能実習制度の再研修 5018 5018001 今井精機株式会社 1 A 研修技能実習制度の再研修

3年の研修・技能実習を終了した研
修生の更なるスキルアップの為に、
更に3年間の研修・技能実習を認め
ていただきたい

弊社はこの数年間インドネシア人研
修生の受け入れを行っている精密
部品製造会社です。研修生たちは3
年間という限られた期間の中で真面
目に一生懸命技術の基本を勉強し
ております。このような状況下で、と
ても残念に思うのは弊社のようにミ
クロンの技術を習得出来る環境の
中で、3年間と云う時間はとても短い
という事。又本人達のスキルアップ
の為にも、来日した、全ての研修生
という事でなく、優秀で意欲のある
人達には、次のステップの勉強が出
来ますように、更なる3年間の研修・
技能実習を認めて頂けますようにお
願い申し上げます。

難民法

会社法第１３５条
子会社による親会社株式の取得
は，原則として，禁止されている。

ｂ Ⅰ

子会社による親会社株式の取得に
ついては，仮にその原則禁止の規
制を見直すこととした場合，自己株
式の取得と同様に財源規制及び手
続的規制等の制約を設ける必要が
あるが，かかる措置を講じるために
は，その前提として，財源規制の基
礎となる財務状況を判断すべき他
の会社の範囲の確定，当該子会社
において課される財源規制の内容
を知るために他の会社の財務状況
について知り得る方法の創設等を
検討しなければならない。したがっ
て，子会社による親会社株式の取
得については，今後予定している企
業結合法制を設けるか否かの検討
の中で，その可否を慎重に検討す
べきものと考えられる。
なお，この企業結合法制に係る検
討については，現在のところ，その
具体的なスケジュールは決まってい
ない。

z09010 法務省
子会社による親会社株式保有規

制の撤廃
5020 5020006

社団法人　日本自動車工業
会

6 A
子会社による親会社株式保有規

制の撤廃

財源規制及び手続き規制を設ける
上での技術的・実務的課題はあると
しても、現行法の趣旨に鑑みて、子
会社による親会社株式取得を法を
もって規制することを合理的に説明
できない。回答によれば平成17年
度までの結論は困難とのことだが、
当該規制を放置することも適当でな
いため、平成17年度以降の検討の
可能性およびスケジュールを示され
るとともに、例えば、会社法附帯決
議におけるいわゆる企業結合法制
の検討において本件についても検
討を行うことを要望したい。

【現状】
自己株式の取得については、平成
１３年１０月１日施行の改正商法に
より、一定の財源規制の下で自由
にできるものとされたが、「子会社に
よる親会社株式保有規制」について
は、親会社と子会社という別法人へ
の財源規制の困難などから、見直し
が行われていない。

新会社法案１３５条において、子会
社による親会社株式の保有規制が
規定されているが、自己株式の保
有規制が撤廃された今、このような
規制に合理的な意味がない。
また、子会社による親会社株式の
取得規制が撤廃されたとしても、相
当期間内に親会社株式を処分しな
ければならないとなると、親会社株
式を長期にわたり保有できない。

商法 ・6月度の再要望

会社法第８４７条
第１項

会社法第８４７条第１項は，株主が
責任追及等の訴えの提起請求をす
ることができない場合として，当該
訴えが当該株主又は第三者の不正
な利益を図り又は当該株式会社に
損害を加えることを目的とする場合
を掲げる。
また，会社法第８４７条第１項は，責
任追及等の訴えの提起請求権者に
ついて，同請求等をすることができ
ない旨が定款に定められている場
合の単元未満株主を除いて，株式
を有する全ての株主（公開会社の
場合，原則として６か月前から引き
続き株式を有する株主）としている。

ｃ Ⅰ

本件要望の第１は，責任追及等の訴えによって当
該株式会社の正当な利益が著しく害される場合等
を同訴えに係る却下要件とすべきであるというもの
であるが，その要望に相応する内容であった会社法
案第８４７条第１項第２号については，国会での会
社法案に係る審議において，株主代表訴訟の機能
を不当に萎縮させるおそれがあるという批判が続出
した結果，議院修正により削除されるに至ってい
る。政府としては，このような形で国会の意思が表
明された以上，今後相当期間にわたり，その復活を
求めるがごとき見直しを検討することはあり得ない。
次に，本件要望の第２は，責任追及等の訴えに係
る提起請求権者の範囲について，単元未満株主を
含め，これを単独株主権とする会社法の規整があ
まりに広範にすぎるとし，その見直しを求めるという
ものであるが，責任追及等の訴えは，取締役等のコ
ンプライアンスの確保に関して重要かつ不可欠な機
能を営んでいるところ，安定株主に守られた我が国
企業の経営実態，経営陣等による度重なる企業不
祥事にかんがみ，会社法案に係る国会の審議の中
でも，その重要性が繰り返し指摘されたところであ
る。一方，会社法においては，会社に損害を加える
ことを目的とするがごとき不当な責任追及等の訴え
の提起請求については，これを許さないとする規定
が設けられている。したがって，現在のところ，責任
追及等の訴えに係る提起請求権を少数株主権とす
ることは考えられない。また，単元未満株式につい
ては，定款にその旨を定めることによって責任追及
等の訴えに係る提起請求権を制限することが認め
られている。したがって，責任追及等の訴えに係る
提起請求権を有すべき株主の範囲について，法律
でさらに一律に制限を加えるがごとき見直しをする
予定はない。

z09011 法務省 株主代表訴訟制度の却下要件等 5020 5020007
社団法人　日本自動車工業
会

7 A 株主代表訴訟制度の却下要件等

（１）現行の制度においては、代表
訴訟の頻繁な提訴やそれを過剰に
意識することで経営判断の余地が
狭まることが懸念される。それに加
え、訴訟長期化により会社の社会
的な信用が毀損されることで、訴訟
遂行が総合的に判断して会社にと
り利益とならないと判断される場
合、訴訟を早期に終結させることが
大多数の株主にとり利益と考えられ
る。
そのためには、原告株主の主観的
要素を必要とする①だけでなく、客
観的な要素を考慮できる②が必要
である。それゆえ、②が法文上明記
されたことは、実務上、非常に意味
が大きく、これが削除されたのは極
めて遺憾。
（２）代表訴訟の原告適格が1株以
上（単元未満株主にも共益権あり）
であればよいというのも、EU等の
10%以上という基準に比してもあまり
に広範囲に過ぎ、経営者の判断を
束縛する要素となり、結果として日
本経済の国際競争力を損なうものと
なりかねない。
経済界としては、（１）同却下要件の
追加および（２）原告適格の見直し
を今後も強く要望したい。

【現状】
（１）現行の制度においては、代表
訴訟が会社利益を害するような場
合でも、株主は代表訴訟を提起で
き、裁判所にて審理が進められる。
また、我が国の特殊株主の存在、
訴訟費用の低廉さから、代表訴訟
は濫訴の恐れが高い。
そこで、新会社法案では、①「株主
が自己若しくは他人の不正の利益
を図り、又は会社に損害を加える目
的を有する場合」に、訴訟自体が却
下されることが明確になった。

（２）代表訴訟の原告適格が1株以
上（単元未満株にも共益権あり）の
株主

（１）新会社法案の審議中に、①に
加えて代表訴訟の却下要件として
挙げられていた②「訴訟の追行によ
り、会社の正当な利益が著しく害さ
れること、会社に過大な費用の負担
が生ずることその他これに準ずる事
情が生ずることが、相当の確実さを
もって予測される場合」が削除され
た。

（２）代表訴訟の原告適格があまり
にも広範囲に過ぎる。

商法
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特定融資枠契約に
関する法律第２条

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは､借主が、①資
本金が５億円以上又は負債総額が
２００億円以上の株式会社（株式会
社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第１条の２第１項）、②
資本金が３億円を超える株式会社、
③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律
第２条第５項）、④特定目的会社
（資産の流動化に関する法律第２条
第３項）等である場合に限定され
る。

ｂ Ⅰ

現時点においても、金融機関は、中小企業等との
間で当座貸越取引等によって一定の融資枠を設定
し、その資金需要に応ずることが法的に十分可能で
ある。その上、平成15年に実施した借り手側のニー
ズ調査によれば、借主の範囲拡大については中小
企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であった。さ
らに、実際に平成13年改正で借主の範囲に加えら
れた中堅企業の利用状況も低調であったため、そ
の範囲拡大については時期尚早との結論に達した
経緯がある。これらの事実を併せ考えると、一定の
融資枠が手数料なしに設定される従来の当座貸越
取引等の借入方法に加えて、実際に融資を受けた
場合の利息のほかに手数料の支払が必要となるコ
ミットメントライン契約を利用したいという現実的な
ニーズが中小企業等の借主側にどの程度あるのか
については慎重に見極めていく必要があると思わ
れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、経済的
弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大すれ
ば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約
に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利
率による制限が及ばなくなる。この結果、手数料名
目に合法的に高金利を徴求されるおそれが強い。し
たがって、コミットメントライン契約に係る借主の範
囲拡大については、借主のニーズの把握などを
行った上で、慎重に判断していく必要がある。

z09012 金融庁・法務省
コミットメント・ラインの対象企業の

拡大
5021 5021013 都銀懇話会 13 A

コミットメント・ラインの対象企業の
拡大

・ コミットメント・ライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息制
限法及び出資法上のみなし利息の
適用除外となる借主の対象を拡大
し、中小企業（資本金3億円以下等）
等に加え、以下のような借主を追加
する。
① 地方公共団体、②独立行政法
人、③国立大学法人、④学校法人、
⑤医療法人、⑥共済組合、⑦ 消費
生活協同組合、⑧市街地再開発組
合、⑨特別目的会社（「証券取引法
施行令第17条の2第2項第3号及び
同条第3項に規定する有価証券を
定める内閣府令」に定める有価証
券を発行する法人並びにそれに準
ずる外国法人）

・ コミットメント・ライン（特定融資枠
契約）は、既に制度が導入されてい
る大企業等のみならず、中小企業
や地方公共団体等にとっても有益
な資金調達手段。経済的弱者保護
という本法の当初の趣旨は首肯で
きるものの、現環境下においては、
借主の範囲に中小企業等を一律に
排除していることは適切ではない。
・ また、地方公共団体・独立行政法
人・国立大学法人等については、金
融機関の優越的地位濫用は問題と
ならず、コミットメント・ライン契約を
可能とすることによって、資金調達
の多様化・安定化等に資すると考え
られる。

特定融資枠契約に関する法律第2
条

民法第466条第2項
当事者が譲渡禁止の意思表示をし
た場合，指名債権の譲渡は禁止さ
れる。

－ Ⅰ

法務省は，民事基本法を所管する
立場から，信託営業者等について
の特例措置に関する所管府省によ
る検討に協力を行う。

本件要望は，私人間における債権
譲渡一般についての見直しではな
く，譲受人が信託営業者等一定の
免許業者の場合に限定した特例措
置の検討を求めるものであるから，
当該業者を所管する府省において
検討がされるものと承知している
が，その検討に対して必要な協力
は行って参りたい。

z09013 金融庁・法務省
債権流動化における債権譲渡禁
止特約の対外効の制限

5021 5021017 都銀懇話会 17 A
債権流動化における債権譲渡禁
止特約の対外効の制限

・ 売掛債権等の一定の種類の指名
債権に限定し、かつ①「信託業法」
又は「金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律」に基づく信託営業
者に対する信託が譲り受ける場合、
又は②特定目的会社及び「証券取
引法施行令第17条の2第2項第3号
及び同条第3項に規定する有価証
券を定める内閣府令」に定める有価
証券を発行する法人並びにそれに
準ずる外国の法人が譲り受ける場
合、③金融機関（①を除く）が譲り受
ける場合に限り、譲渡禁止特約の
対外効を制限するよう「債権譲渡の
対抗要件に関する民法の特例等に
関する法律」を一部改正。
・ 民法第466条第2項の譲渡禁止特
約の対外効を制限する規定を盛り
込む。（併せて、法律名を例えば「債
権譲渡に関する民法の特例に関す
る法律」に改める）

・ そもそも民法第466条第2項の規
定が起草された当時は、原債務者
を過酷な取立てなどの権利行使か
ら保護することが背景にあったと見
られるが、譲受人を信託営業者等
一定の免許業者等に限定すること
により、その目的は十分達成でき
る。
・ 現在の譲渡禁止特約の対外効
は、原債務者に保護を与える手段と
しては過剰規制であり、逆に原債権
者の資金調達を妨げる要因となっ
ているなど弊害が多く、緩和される
べきである。一方で譲渡禁止特約
つき債権も、最高裁判例で既に差
押及び転付命令の対象と認められ
ている点と照らし合わせれば、より
広く原債権者の資金調達のために
活用されるべきである。
・ 我が国の債権譲渡関連法制を国
際的な趨勢に適合させることによ
り、我が国の債権流動化市場の拡
大を図ることができる。

民法第466条第2項、債権譲渡の対
抗要件に関する民法の特例等に関
する法律

信託法第１条

信託法第１条が「他人ヲシテ一定ノ
目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である信託宣言の許容に
ついては、法制審議会信託法部会
において，信託法の見直しに関する
検討課題に挙げられており，具体
的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09014 金融庁・法務省
資産流動化に際しての信託宣言

の許容
5021 5021018 都銀懇話会 18 A

資産流動化に際しての信託宣言
の許容

・ 信託法第1条に第2項を新設し、
「別途法律に定めのある場合にお
いては自己を一定の目的に従い財
産の管理又は処分を為さしむること
を得」と規定する。

・ 貸出債権等の流動化における債
務者の抵抗感の払拭により、貸出
債権等の流動化の促進が期待で
き、金融市場の活性化に資する。

信託法第1条
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債権管理回収業に
関する特別措置法
第2条第1項

　債権回収会社の取り扱うことので
きる対象債権は一定の範囲内に限
定され、「特定金銭債権」と定義され
ている。

ｂ Ⅰ

　引き続き、全国サービサー協会等
を通じてのサービサー各社及び経
済界からのサービサーの活動範囲
に関するニーズを把握し、関係団体
等と具体的な改正内容に係る意見
の調整を行っているところである。

－ z09015 法務省
ファクタリング業務に係る規制緩

和
5021 5021024 都銀懇話会 24 A

ファクタリング業務に係る規制緩
和

・ 債権管理回収業に関する特別措
置法（サービサー法）第2条に定め
る「特定金銭債権」の15号関係（ファ
クタリング債権関係）に、保証ファク
タリング業務の保証履行債権を加
える。

・ ファクタリング業務は、銀行法第
10条第2項に定める付随業務の一
つとして、都市銀行においては関連
ファクタリング会社を通じて提供され
ており、近年においては、一括決済
方式などを通じて、喫緊の課題であ
る中小企業金融の円滑化にも貢献
している。
・ ファクタリング会社が取扱う保証
ファクタリング業務の保証履行債権
が特定金銭債権に含まれれば、
ファクタリング会社の保証サービス
業務が拡大し、更なる中小企業金
融の円滑化に資するとともに、中小
企業の回収業務の効率化（回収業
務のアウトソーシング）が一層促進
される。

債権管理回収業に関する特別措置
法第2条
債権管理回収業に関する特別措置
法施行令第2条

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修・技能実習制度においては，研
修生や技能実習生が安価な労働力
として利用されないための要件を課
している。

Ｃ Ⅰ

・研修技能実習生制度を形骸化し，
研修生・技能実習生を安価な労働
力として受入れる制度を創設するこ
とはできない。

z09016
警察庁・法務
省・厚生労働省

在留資格「技能実習」の新設 5025 5025001 財団法人 1 A 在留資格「技能実習」の新設

申請人が、「研修」1年を修了し、技
能等の評価を受けた後、技能実習
に係わる「特定活動」への在留資格
変更の許可を受け2年間の技能実
習に移行するという現行制度とは別
建てのものとして、在留資格「技能
実習」を新設する。　　　　　　　　な
お、在留期間は3年間とする。

在留資格の基準省令において職種
の一定範囲を定めるものとし、サー
ビス業も含め、送出し国及び我が国
の社会的ニーズに合わせ具体的に
決定する。　　　　　　　　　　　　　3年
間の最終目標としては、日本語検
定2級合格レベル及び技能検定３級
合格レベルを目指すこととするが、
基準省令の最低要件として日本語
検定3級及び技能検定基礎1級程度
のレベルに達しているものとする。
入国後6ケ月以内の期間に上記レ
ベルに到達していることとする。

現行の制度は、1年目が「研修」とい
う在留資格のため、研修生の身分、
職種等について各種の縛りが多く、
かつそれがために研修現場での実
態と乖離が出る原因となったり、そ
れが元で問題が発生しているケー
スも散見される。単純労働者の開放
は時期尚早との考え方から、上述
の在留資格「技能実習」の新設によ
る現行制度の改善が急務と考える。

出入国管理及び難民認定法、
技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針（平成5年4
月5日法務省告示第１４１号）、
技能実習制度推進事業基本方針
（平成5年4月5日労働大臣公表）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

・研修・技能実習制度は，我が国の
技術のうち客観的評価が可能な特
定の技術について，外国人が，一
定期間我が国に滞在してその基礎
技術を修得することを目的とし，帰
国後に本国で当該技術を生かした
業務に従事することで技術移転を
行うものであるから，職種単位にし
た場合，その評価が困難となるほ
か，当該外国人が修得しようとする
技術以外の評価の対象とならない
作業にまで従事させることが可能と
なるため，そのような措置をとること
はできない。

z09017
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人研修・技能実習制度にお
ける受入職種の拡充

5025 5025002 財団法人 2 A
外国人研修・技能実習制度にお

ける受入職種の拡充

技能実習の対象技能等（職種）は、
技能修得の程度を公的に評価でき
るものとして技能検定基礎2級試験
が設定されている133作業に限定さ
れているが、本来、本制度の趣旨か
らして、受入職種は技術移転の対
象技能等を当該「作業単位」で小括
りせず、「機械加工」、「金属加工」
等の職種単位で大括りされたいこ
と。           なお、技能修得の程度
を公的に評価するための技能検定
試験等は現行どおりで足りると考え
る。

受入職種を「職種単位」で大括りし
て、受入れを行うものとすること。

対象技能等を「作業単位」で小括り
せずに「職種単位」で大括りすること
は、広範な技術移転となり、加えて
数多くの「人づくり」に通じ国際貢献
に資するという本制度の趣旨に沿う
ことになるから。

出入国管理及び難民認定法、
同法第７条第１項第２号の基準を定
める省令、　　　　技能実習制度に
係る出入国管理上の取扱いに関す
る指針（平成5年4月5日法務省告示
第１４１号）、　　　　　技能実習制度
推進事業基本方針（平成5年4月5日
労働大臣公表）
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出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09018
警察庁・法務
省・厚生労働省

再研修・技能実習の制度化 5025 5025003 財団法人 3 A 再研修・技能実習の制度化

日本での研修・技能実習によって一
定のレベルに達した者を対象に、3
年程度を期限とする再研修・技能実
習を制度化していただきたいこと。

再研修・技能実習が認められるため
の在留資格の創設、資格基準とし
ては、技能実習修了時に①研修成
果在留評価、②研修成果の評価
（具体的には技能検定基礎1級合格
等）、③再研修・技能実習修了時の
成果目標の設定、④日本語能力
（具体的には日本語能力試験2級合
格レベル等）とすることが考えられ
る。         なお、これらにより、技能
実習生の意欲の向上、受入機関の
本制度へのさらなる活力が期待で
きる。

入管法上、研修・技能実習を修了
し、帰国した研修生・技能実習生の
再入国は事実上禁止されている。
研修・技能実習を修了した同一人が
再入国するためには、より専門的、
高度の在留資格「技術」によること
になるが、これでは開発途上国の
経済成長の伸展、急激な技術革新
のもとで、開発途上国の青年が日
本国内で再びより実践的な技能等
の修得を行いたいというニーズに応
えられないことから、再研修・技能
実習の制度を創設していただきた
い。

出入国管理及び難民認定法、
同法第７条第１項第２号の基準を定
める省令、　　　　技能実習制度に
係る出入国管理上の取扱いに関す
る指針（法務省告示第１４１号）、
技能実習制度推進事業基本方針
（平成5年4月5日労働大臣公表）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令
法務省告示第二百
四十六号（平成二
年八月十七日）
法務省告示第二百
四十七号（平成二
年八月十七日）

団体管理型の研修・技能実習につ
いては、国若しくは地方公共団体又
は独立行政法人の資金その他の援
助を受けてその指導の下に研修を
運営する商工会議所等が第一次受
入れ機関となる場合にのみその実
施を認めている。

Ｃ Ⅲ，Ⅳ

・団体監理型の研修は，第一次受
け入れ機関である団体が事業とし
て行う研修について特例を認めるも
のであるから，その事業の遂行に
関して問題が生じた場合は，事業
所である団体が責任を負うのは当
然である。

z09019 法務省
第一次受入れ機関に対する不正

行為の取扱い
5025 5025004 財団法人 4 A

第一次受入れ機関に対する不正
行為の取扱い

法務省「指針」において『研修にお
ける第二次受入れ機関が不正行為
を行ったことが認定された場合、こ
れに伴う第一次受入れ機関の監理
責任を問うこととし不正行為に準じ
た扱い』とするとされているが、第一
次受入れ機関への処分措置につい
ては、当該第二次受入れ機関の監
理に係わる範囲において判断され
るべきであること。またその処分措
置が第一次受入れ機関の傘下の他
の第二次受入れ機関に影響が及ば
ないこととすべきである。

第一次受入れ機関が不正行為に準
ずる行為があったとされるのは、第
二次受入機関に不正行為があり、
当該不正行為を行った第二次受入
機関に対する監理が十分でなかっ
た場合であるが、この場合、第一次
受入機関に対する処分措置につい
ては、当該第二次受入機関に限定
されるものとして、善良な管理を
行っている他の第二次受入機関に
及ぼすべきではない。

第一次受入機関の監理の範囲を越
えるような場合、即ち同一第二次受
入れ機関で複数の事業所があり、
研修生又は実習生の在籍していな
い事業所において不正行為が発生
したときにおいても、第一次受入れ
機関の監理責任を問うことは、合理
的でない。また、当該第一次受入れ
機関に対する処分措置により、傘下
の他の第二次受入れ機関が自動的
に研修生受入に係る審査が差し止
めとなるのは不当である。

研修生及び技能実習生の入国・在
留管理に関する指針（平成11年2月
法務省入国管理局公表）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令
研修生及び技能実
習生の入国・在留
管理に関する指針

前1年間受け入れた研修生及び技
能実習生のうち2割（前1年間に受け
入れた研修生・技能実習生が50人
未満である場合にあっては、10人）
以上が失踪し、不法残留しており、
それが研修及び技能実習の実施体
制等に起因すると認められる場合
は不正行為に該当することとされて
いる。

Ｃ（一
部ｅ）

Ⅲ，Ⅳ

・失踪の要因については、入国直後
に失踪するなど失踪者が最初から
入国のみを目的としていたと考えら
れる場合もあるが，それ以外にも，
入国前に受けた説明と実際の研修
との齟齬，同じ作業に従事している
他の研修生・実習生との待遇の差
等様々なものが考えられる。これら
については，入国前の試験や面接
等において真に技術修得を目指す
者を選抜し，研修・技能実習制度に
ついて十分な説明を行うとともに，
入国後も，各研修生・技能実習生か
らヒアリングを行う等の防止策をと
ることが可能であり，受入れ機関が
まったく対策を講じることができない
わけではない。
・受入れ機関が上記のような防止策
をとる等して適正に制度を運用して
おり，失踪の責が受入れ機関側に
ないと認められる場合には，失踪者
数に基づく不正行為の認定は行っ
ておらず，申請の差止めを行うこと
とはしていない。

z09020 法務省
在留資格「研修」の資格認定申請
の基準省令又は法務省「指針」に

基づき実施すること
5025 5025005 財団法人 5 A

在留資格「研修」の資格認定申請
の基準省令又は法務省「指針」に

基づき実施すること

法務省「指針」において、失踪事例
のうち、前1年間受け入れた研修生
及び技能実習生のうち2割（前1年間
に受け入れた研修生・技能実習生
が50人未満である場合にあっては、
10人）以上が失踪し、不法残留して
いて、それが研修及び技能実習の
実施体制等に起因すると認められ
る場合については不正行為となると
している。しかしながら現在の運用
としては、不正行為の認定がない事
案であっても、在留資格認定証明書
取得申請日を基準にして、過去1年
間の失踪率が2割を超える場合に
は、事実上申請が受理されず審査
を差し止められているので、このよう
な運用基準は明確にするか、又は
厳格に指針どおりで実施すること。

現行の運用は、行政の自由裁量が
あまりにも過大であるので、明確な
基準を公表し、その運用を公平に行
うものとする。このような基準が設け
られない場合には、法務省「指針」
不正行為の具体的内容として規定
されている失踪要件に基づき、在留
資格「研修」の取得に際し厳格に審
査を実施していただきたい。

失踪の原因は、その殆どが研修生
の恣意によるものであり、第二次受
入れ機関の研修・技能実施体制等
に起因するものは皆無であるという
のが実状である。しかるに、2割超と
いうことを理由に一律審査を差し止
めるのは不合理であると考える。即
ち、申請に係る第二次受入機関とし
ては、何ら責任のない事由で、ま
た、申請人（研修希望者）からすれ
ば第三者の失踪を理由として、申請
が差し止められることは、いずれに
おいても理解し難いものである。

出入国管理及び難民認定法第７条
第１項第２号の基準を定める省令、
研修生及び技能実習生の入国・在
留管理に関する指針（平成11年2月
法務省入国管理局公表）
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（特記事項）

－ － － －

法務省においては，独立行政法人
及び政府管掌の公益法人，社団・
財団法人等が運営している国家資
格試験を所管していない。

－ z09021 全省庁

独立行政法人並びに、政府管掌
の公益法人、社団・財団法人等
が運営実施している国家資格試
験業務の、民間への委託開放を

希望致します。

5026 5026001 （株）アイ・イーシー 1 B

独立行政法人並びに、政府管掌
の公益法人、社団・財団法人等
が運営実施している国家資格試
験業務の、民間への委託開放を

希望致します。

国家資格試験の受付事務から採点
処理・合否判定・通知業務までの一
連の作業事務は、民間で十分に対
応出来得る内容であり、且つ効率、
効果的な運用が大幅に改善できる
と鑑みてます。

管理栄養士・社会福祉士・衛生管理
者（厚生労働省）、行政書士（総務
省）、国内旅行業取扱主任者・一般
旅行業務取扱主任者・マンション管
理士・管理業務主任者・宅地建物取
引主任者・（国土交通省）、危険物
取扱者（消防庁）の試験業務の規制
撤廃および民間への業務開放を要
望致します。

試験業務に付随する一切のアウト
ソーシングを事業主体として取組ん
でおります。

政府管掌でなくてはならない明確な
事由が、見当たらないことと、民間
に出来ない事由が明確でない事に
よる国家資格試験の民間開放を要
望致します。

全省庁で定められている国家試験
ごとの、省令等により、公益法人、
資格認定事業団体でしか、取り扱い
が出来ないとなっているもの。
各資格の業法および、法律

法律等で指定された資格認定事業
者以外でも、取り扱いができる国家
試験業務の事務請負の民間への開
放および規制の緩和・撤廃を要望

致します。

信託法第５８条

信託法第５８条は，受益者が信託
の利益の全部を享受する場合で，
かつ，やむをえない事情があるとき
は，受益者又は利害関係人の請求
により，裁判所が信託を解除できる
旨規定している。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である信託法第５８条の
見直しについては、法制審議会信
託法部会において，信託法の見直
しに関する検討課題に挙げられて
おり，具体的な調査審議を行ってい
る。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09022 金融庁・法務省
特定持分信託の信託法第58条か

ら適用除外を明確化
5028 5028002 （社）不動産証券化協会 2 A

特定持分信託の信託法第58条か
ら適用除外を明確化

資産流動化法の特定持分信託に関
わる法文において、信託法第58条
の適用が除外されることを、現在検
討されている改正信託法で明文化
することを要望する。

特定持分信託は、その制度主旨
上、当然の要請として、信託契約は
解除できないものとすることが求め
られ、法文上も「委託者または受益
者が、信託期間中に解除を行わな
いこと」という条件を付すことが求め
られている。ただし、信託契約書に
このような条項を入れたとしても、信
託法第58条の適用があるのかどう
かは明らかでなく、制度主旨が充分
に活かされていない。そのため実務
上は、信託法第58条の適用を避け
るために、受益者を複数にするとい
う、制度主旨からすれば、およそ本
質的でない手当てを求められること
も多く、徒にスキームを煩雑化させ
ている。

信託法第58条、資産の流動化に関
する法律第31条の２

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09023 警察庁・法務省 研修・技能実習制度の期間延長 5031 5031002
（社）日本インドネシア経済協
力事業協会

2 A 研修・技能実習制度の期間延長
研修・技能実習期間を３年から５～
６年に延ばして欲しい。

３年は長いようで、実は短いという
のが３５年間第一次受入機関とし
て、インドネシアの研修生を受け入
れてきた当協会の実感です。優秀
な人材を送り出す為に、インドネシ
アで出発前に日本語教育、日本の
文化と生活、習慣に慣れる為の研
修を徹底して行っております。この
ように厳選され、健康で優れた研修
生を以ってしても、３年間で学べるこ
とは、現場のオペレーションの基本
と品質管理のコンセプトを理解する
こと、日本語がある程度操れること
で精一杯です。企業にとっては、こ
れらはほんの入り口にしか過ぎず、
そこから更に知識と技術を発展さ
せ、金型の交換や他部門との連携
作業等の、一段上の技能を身に付
けて貰いたい訳です。研修生にして
も、高い目標を持った意欲ある若者
が沢山います。能力があり、意欲が
高ければ高い程、期間が制約とな
り、技術移転という、制度本来の目
的が中途半端に終わるケースが多
く、残念でなりません。期間延長に
対応した、一段上の上級用の検定
試験を設け、これに合格することを
条件とする等の工夫が必要です。

出入国及び難民認定法
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その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09024
警察庁・法務
省・厚生労働省

研修・技能実習制度における、再
技能実習制度の創設

5031 5031003
（社）日本インドネシア経済協
力事業協会

3 A
研修・技能実習制度における、再

技能実習制度の創設

３年の研修を終了した研修生（同一
人物）により高度の内容で更に３年
間の再技能実習を認める。

３年の研修後、研修生は送り出し機
関に戻り、日本の研修で学んだ技
術と技能を生かす訳ですが、昨今、
もう一度日本で再技能実習をしたい
という要望が増えてきました。習得
した技術に更に磨きをかけ、一段と
向上したいというものです。出来る
だけ沢山の研修生を呼びたいとい
う、現行制度の趣旨はよく理解して
おりますが、技術を定着させ、技術
移転による国際貢献という趣旨を貫
く為に要望するものであります。た
だし、再技能実習用の上級検定試
験合格を条件とします。

出入国及び難民認定法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅲ

研修・技能実習制度は、ある特定の
技術について一定の期間我が国で
研修・技能実習を行い，当該研修・
技能実習において修得した技術等
を本国で生かすという技能移転を
目的とした制度であるから、当該制
度の趣旨に反して研修・技能実習
生を研修・技能実習修了後にその
まま在留させることを認めることは
できない。

z09025
警察庁・法務
省・厚生労働省

研修・技能実習後の就労許可 5031 5031004
（社）日本インドネシア経済協
力事業協会

4 A 研修・技能実習後の就労許可

３年間の研修・技能実習後、受け入
れ企業と研修生の希望と条件が合
えば、正規の就労者として採用でき
るようにして欲しい

現在、インドネシアの研修生を受け
入れていますが、３年間の研修を終
えた研修生をそのまま採用したいと
いう企業が沢山あります。インドネ
シアからの研修生自身が非常に優
秀でまじめに技能を習得するためで
す。これには、企業にとって、次のよ
うなメリットがあります。　　　　　（１）
人物の信頼性が確認できており、安
心して雇えること。　　（２）適性に基
づき、長期的に戦力となれるように
更なる人材育成を行えること。
ただし、上級の検定試験の創設とこ
れに合格するすることが条件となり
ます。

出入国及び難民認定法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

研修生の受入れ人数枠は常勤従
業員数の２０分の１までとされてい
る。

Ｃ Ⅲ

在留資格「研修」については、研修
生を低賃金労働者として稼働させる
などの研修制度の悪用事案などの
問題が払拭されない現状が依然と
してある以上、まずはこれらの問題
が解消されなければ受入れ人数の
拡大を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09026 警察庁・法務省 研修生受け入れ枠の拡大 5031 5031005
（社）日本インドネシア経済協
力事業協会

5 A 研修生受け入れ枠の拡大
現状の常勤従業員数に対する受け
入れ可能研修生人数を増やして欲
しい

現状の受け入れ可能枠拡大を希望
している企業が多くあります。また、
まじめで明るい国民性を持つインド
ネシア人のことが気に入って、より
多くの研修生に技術移転を行うこと
で、日本とインドネシア両国の友好
関係の発展の為に貢献したいという
声もあります。インドネシアからの研
修生を受け入れることによって、企
業全体の雰囲気が明るくなった等
の意見も聞かれます。第一次受入
機関の我々としてもあり難い意見で
あり、受け入れ枠拡大を要望しま
す。

出入国及び難民認定法
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（特記事項）

信託法全般
事業信託に関する規定は、現行の
信託法には存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託に関する
規定の取扱いについては、法制審
議会信託法部会において，信託法
の見直しに関する検討課題に挙げ
られており，具体的な調査審議を
行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする

z09027 金融庁・法務省
事業信託に対する規制を新会社
法等の規制と整合させる。

5032 5032002 日本弁理士会 2 A
事業信託に対する規制を新会社
法等の規制と整合させる。

　事業信託の規制を会社法等の規
制と整合させるべきである。信託法
では、事業信託についての特例法
の存在を許容する立法としつつ、事
業信託法（仮称）を特別法として立
法し、事業信託の詳細については、
新会社法等による規制と整合させる
ことが望ましい。信託会社等が知的
財産権を受託することは、知的財産
権の効力が知的財産に係る物の製
造販売や複製の頒布等であること
から、事業の信託と共通した課題を
有する。そして、事業信託の実効性
を確保するためには、信託業法の
規制対象の明確化（事業信託を信
託業法の適用対象とするか否か）
と、信託会社等が事業を受託する
際の規制緩和（兼業規制、忠実義
務の任意法規化）との必要性は幅
広く議論されるべきと思料する。な
お、推進計画２００５にあるように、
信託制度の担い手を事業組合等に
拡大する方向での信託業法の規制
緩和への引き続きの取り組みを期
待する。

事業信託については、信託財産に
自然人である従業員は含まれない
と考えられること、事業利益が信託
財産に帰属すること、事業遂行上の
ガバナンスに関する規定がないこと
などから、何らかの規律が必要とな
る。しかし、信託法や信託業法にて
事業信託に特有な規律を定めるこ
とは現実的ではない。このため、事
業信託に特有な規律とともに、会社
法等を多く準用する事業信託法（仮
称）の制定が望ましい。例えば、事
業信託を遂行する従業員の所属と
の関係で、事業信託の事業の過程
において発生する職務発明をいか
に取り扱うべきなど、検討の必要な
事項が多い。このため、事業信託法
（仮称）等の研究及び審議により、
予見可能性の高い制度の構築及び
必要な規制緩和が望まれる。

信託業法第２１条［兼業規制］、信託
業法第２８条、２９条［忠実義務
等］、信託法改正要綱試案１９［忠実
義務の任意法規化］

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09028 警察庁・法務省 研修技能実習制度期間の延長 5034 5034001 民間企業 1 A 研修技能実習制度期間の延長
研修・技能実習期間を現行の3年か
ら5～6年に延長してほしい

３年間で習得した技術を生かし生産
に寄与してもらたい為

難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09029 警察庁・法務省 実習期間延長 5035 5035001 富士ダイカスト株式会社 1 A 実習期間延長

超薄肉ダイカスト製造業、実習移行
後２，３年目で作業段取り、作業熟
度の向上時期に帰国されるのは疑
問視しています。期間延長を望みま
す。

ダイカスト製造業の加工等、特に自
動車部品等の製造作業。

技能実習生の受入期間延長による
更なる技術移転の向上、技能充実
に寄与出来るものと確信致します。
是非、期間延長を強く望みます。

難民法
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措置
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類

措置
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容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
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（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09030 警察庁・法務省
外国人研修・技能実習制度期間

の延長
5039 5039001

三井造船株式会社千葉事業
所

1 A
外国人研修・技能実習制度期間

の延長
研修・技能実習期間を現行の3年か
ら5～6年に延長してほしい

弊事業所はインドネシアの研修生を
受入れております。（現在まで9期
140名）受入職種は溶接・鉄工・塗装
です。研修制度を通じて弊社の持っ
ている造船技術をインドネシアの造
船工場の技術者に指導したいと研
修生を受け入れてきましたが、3年
間では、技術移転に限界がありま
す。就きましては、期間延長を切に
希望致します

出入国及び
難民認定法

信託法全般
事業信託に関する規定は、現行の
信託法には存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である事業信託に関する
規定の取扱いについては、法制審
議会信託法部会において，信託法
の見直しに関する検討課題に挙げ
られており，具体的な調査審議を
行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする

z09031 法務省
事業信託規制を会社法と整合さ

せる。
5041 5041002 鈴木健治 2 A

事業信託規制を会社法と整合さ
せる。

事業信託に対する規制に関しては、
信託法内で規律することは困難と想
定されるため、別途、会社法による
規制と整合させるべきである。

　事業信託の受託者に必要な義務
等については、事業信託の信託財
産の規模に応じて、会社法による規
律と整合させるべきである。すなわ
ち、事業信託については、会社法と
整合する組織論として議論されるよ
う、信託法にて例外を許容すべきで
ある。

信託法

信託法第１条

信託法第１条が「他人ヲシテ一定ノ
目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行法上，認められていな
い。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である信託宣言の許容に
ついては、法制審議会信託法部会
において，信託法の見直しに関する
検討課題に挙げられており，具体
的な調査審議を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09032 金融庁・法務省
事業信託に関する信託宣言の解

禁
5041 5041005 鈴木健治 5 A

事業信託に関する信託宣言の解
禁

　事業信託については、信託宣言を
解禁すべきである。

　事業提携、合併、共同研究開発な
ど、企業間の様々な交渉に関して、
交渉開始後、合同した事業の本格
開始までの間の契約関係について
の紛争が生じている。この点、信託
宣言による事業信託が許容されれ
ば、交渉の中間的な段階で受益権
を相互に持ちあうなどして結合関係
を強め又は調整することが可能とな
り、複数の企業の協調による産業
の発達を促すことができる。

信託法１条、信託業法第２１条［兼
業規制］

19/42



「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」における全国規模の規制改革・民間開放要望事項一覧 2005/12/2811:41

該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09033 警察庁・法務省 研修技能実習制度期間の延長 5044 5044001 株式会社落合鉄工所 1 A 研修技能実習制度期間の延長
研修・技能実習期間を現行の3年か
ら5～6年に延長してほしい

当社は研修・技能制度に基づきイン
ドネシアの研修生を受入れておりま
す。当社の事業における研修生の
役割と重要性は当社において高
まっております。ただ、しかしながら3
年間という限られた期間では、普通
旋盤のみならず、ＮＣ旋盤について
折角身に付けた知識と技能を更に
発展させることは高度な技術・作業
に従事してもらうことが出来ません。
上記の理由により、制度の期間延
長を切にお願いするものです

難民法

－
要望事項にある「登記コールセン
ター」は，現在運用されていない。

ｃ －

平成１５～１６年に東京法務局が運
用していた「登記コールセンター」に
ついては，検証の結果，平成１６年
度末をもって運用を終了した。

－ z09034 法務省
東京法務局が運用する「登記電
話相談」「登記コールセンター」
（平成１６年度までの名称）

5046 5046001 民間企業 1 B
東京法務局が運用する「登記電
話相談」「登記コールセンター」
（平成１６年度までの名称）

東京法務局は平成15年～16年にお
いて民間委託を受け入れた登記
コールセンターを運用していたが、
民事局の指導により17年より臨時
雇用（賃金職員）を独自に採用する
形式で縮小型の運用を行っている。
職員削減の現状にあって、逆行す
るものである。再度、民間による「わ
かりやすい登記法務」のサービスを
実現すべきである。

東京法務局登記コールセンターへ
の問い合わせは平成15～16年にお
いて、全国から集中していた。その
事実から、東京法務局という最も事
件数を抱える局の現場対応事例を
ベースにした、全国対応の登記コー
ルセンターを実現する。（弊社は上
記期間の運用およびコールセンター
構築を担当している）

　各登記所に問い合わせを行うと、同じ質問に対し
て統一の回答がなされていない。例えば、地番を
誤って申請してしまった場合に、差し替えをしてくれ
るのかと尋ねると、全くばらばらな回答が返ってく
る。また、職場内のIT整備が遅くれているのか、電
子申請やオンライン情報への回答や適正な目的に
応じたアドバイスがされていない。「使ったことがな
いので」と平気で回答が返ってくる。　交換台がある
法務局では、非常に感じの悪い対応が散見される。
オンライン申請についてもヘルプデスクが構築され
ていない。国民は標準化されたサービスと情報を公
平に供与されているとは言いがたい。さらに、民間
導入により、「これからの法務局のあり方」をアピー
ルしていたにもかかわらず、専門知識の教育もされ
ていない「賃金職員」の採用に切り替えられた根拠
が明確でない。平成16年の入札（登記コールセン
ター委託業務）価格をみても、賃金職員の採用はコ
ストが大きい。国民の立場にたった法務行政運用で
はなく、官内からの民間追放にほかならない。登記
事項証明書は１通１０００円である。コンピュータ庁
化を理由に料金令が施行されてから既に何年が
たっているのだろうか。行政としては、例をみない高
額の料金である。その上、管轄主義が未だに主流で
あることから、管轄局に出向く労苦は軽減されてお
らず、国民の負担は減ることがない。問い合わせ・
相談業務の充実により改善をしたい。

民事局の指示による

提案としては「市場化」というより
は、官民協働によるサービス改善を
図るべきであると考える。民間開放
は単に民間のコストパフォーマンス
や良質なサービスを吸収するのみ
であってはもったいない。問われる
「官」の執務の「品質」を改善向上さ
せることも視野に入れるべきであ
る。なぜならば、一部業務を民間開
放しても、全体として利用者１人あ
たりに提供されるサービスの質の向
上やコスト軽減は図りきれない。民
間が協働することにより、全体の
サービス指標設定および向上、仕
事の進め方（業務効率の向上、セク
ショナリズム払拭）を促進できる。特
に、年休を一方的な権利のごとく主
張し、法務局がもっとも忙しい時期
に休暇をとるような執務姿勢の改
善、また指導できない管理者層の
意識改善は法務行政には必要であ
る。利用者の期待するところであ
る。さらに、豊富な専門知識をサー
ビスに還元できる機会であり、職員
の勤務意欲の向上にもつながる。

－

本件要望における日本司法支援セ
ンターに係るコールセンターの設置
は，電話相談業務の一環として，現
在設置の可否を検討しているもの
である。

ｂ －

本件要望における日本司法支援セ
ンターに係る電話相談業務につい
ては、経済性・効率性の見地から、
コールセンター等における相談業務
のノウハウを持った民間企業に業
務を委託することも含め、現在コー
ルセンターの設置の可否、運営方
法について検討中である。

－ z09035 法務省
日本司法支援センター電話相談

業務
5046 5046002 民間企業 2 B

日本司法支援センター電話相談
業務

平成１８年秋に向けて開設準備をし
ている日本司法支援センターの電
話相談業務を法務省主導型のシス
テム構築ではなく、民間が数多く手
がけている相談業務手法を活かし
たシステム構築で運用する。特にシ
ステム導入に多くの予算を費やす
のではなく、従事者がその役割を十
分に果たせる環境整備に重点を置
く。そのため、システム構築費用は
最低限に抑える、スペースレンタル
型の相談スペースを持つ民間が、
「官」の目線ではない「電話サービス
ホットライン」を提供する。

日本司法支援センターの一括受電
コールセンターの設立。ＩＰ電話コー
ルセンターにより、地域担当の弁護
士や司法書士との会話接続を容易
に実現できる。各地のセンターに電
話相談担当者を配備する必要性が
なく、人件費の削減が図れる。ま
た、当センターにコンタクトを求めえ
る国民の環境や心情を配慮できる、
民間の優れたカウンセラーを配置す
ることにより親身に、効率よい対応
が実現できる。

日本司法支援センターは「法テラス」と
いうロゴで好感度をねらっている。だ
が、過去の法務省の施策において、国
民の立場にたったソフトの提供がされた
ことはあるだろうか。法律・原則・規則に
基づく厳粛な省庁であることは当然のこ
とであるが、その目線に「お客様の立
場」を理解したヒューマンサービスが介
在していない。例えば、法務省所管であ
る法務局のサービス改善を考えていた
だきたい。本年２月にアンケートを各登
記所で実施しているが、その調査方法
にしても、評価内容にしても2000年に計
画された窓口改善アクションプラン策定
時と視点が変わっていない。より本質的
な向上を「ソフト」に求める評価を積極的
に行っていない。アンケートなどでは、
潜在的な国民のニーズはつかめない。
記入するのは、まだ、法務局に期待して
いる利用者か、怒っている利用者のど
ちらかである。国民サービス向上に必
要なのは、積極的な改善を見せる
ヒューマンサービスの構築である。国民
サービスの本質的な理解がその対象で
ある国民とかけ離れた省庁には、「困っ
た」「つらい」と訴える国民を受け入れる
サービスの構築は不可能であると考
え、民間開放を提案する。

法務省指示

電話相談業務のためのコールセン
ター整備試算を各ベンダーに要望し
ていると聞いている。必要なのは、
ハードよりもソフトの充実である。
ハードは民間開放すれば、既に用
意されている環境を低料金で活用
できることを提言したい。
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－

登記事項証明書等の作成・交付に
係る事務（乙号事務）のうち，民間
に委託できる部分については，既に
民間委託を実施している。

ｅ －

登記事項証明書等の作成・交付に
係る事務（乙号事務）のうち，民間
に委託できる部分については，既に
民間委託を実施しているところであ
る。
現在，登記事項証明書の作成等の
業務については，（財）民事法務協
会と業務委託契約を締結していると
ころであるが，乙号事務の専門性・
特殊性にかんがみ，現時点では，
本業務を委託することができる唯一
の団体であると考えている。

－ z09036 法務省
東京法務局法人登記部門窓口

（乙号窓口）
5046 5046003 民間企業 3 B

東京法務局法人登記部門窓口
（乙号窓口）

現在、東京法務局法人登記部門の
乙号窓口は、賃金職員と（財）民亊
法務協会の職員が大半を占めてい
る。それを補助管理する役割で職員
が対応している。この担当部分を民
間に開放することにより、お客様の
目線にたったサービスの実現と、法
務行政の人件費のスリム化をり、国
民の手数料負担の軽減を図るモデ
ルとする。

乙号窓口を民間のサービス指標で
改善を図る。（財）民事法務協会と
いう存在意義の明確ではない組織
が法務省との強いかかわりの中で
営業利益を得ていることに問題があ
る。その部分をクリアすることによ
り、法務局の真なるサービス改善へ
の予算提供が可能になる。

各法務局には今も多くの（財）民亊
法務協会の職員が派遣されてい
る。だが、その現実は、当該協会の
背景から、派遣職員はすべて公務
員同等の処遇を受けている。特に、
年間50日の有給休暇および退職金
制度といった、民間では全く考えら
れない福利厚生体制である。その
つけをすべて利用者に高額な手数
料として押し付けているのではなか
ろうか。協会職員は20名近くいる。
50日の有給休暇のために、必要以
上に正規職員を配置しなければな
らない。つまり、どこかの部署から
毎日のようにヘルパーが応援に駆
けつける。または必要定数以上に
職員を配置している。だが、本来そ
の正規職員は過誤登記を防ぎ、確
実な登記を国民に提供されるため
の要員のはずである。早期、民間開
放により窓口の効率化を実現すべ
きである。また、法務局自体が協会
職員へのサービス水準を明確に提
示しておらず、協会側も徹底した教
育、品質管理を怠っていることも問
題視すべきところである。

民事局の指示による

古い行政体質を払拭していただきた
い。1通1000円の登記事項証明書
の意義を問われない窓口サービス
を、コスト軽減、サービスの質の改
善の2点から実現したい。

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09037 警察庁・法務省 研修・技能実習期間の延長 5054 5054001 株式会社　五十嵐水産 1 A 研修・技能実習期間の延長
研修・技能実習期間を３年から５年
に延長してほしい

３年間の研修を受けた後、研修生た
ちは精神的にも技術的にも成長が
著しく見られます。規則とはいえ、そ
んな彼らが帰国してしまうのは大変
残念でなりません。彼らの多くもさら
なる技術習得を望んでおり、期間延
長は企業、研修生双方にとってもメ
リットが大きいと考え、要望いたしま
す。

出入国及び難民認定法

外国人登録法
職業安定法
国民健康保険法

外国人登録法においては，永住者
及び特別永住者を除いて職業およ
び就労場所を登録することとされて
いる。

ｂ Ⅰ

・外国人の就労状況の把握につい
ては，内閣官房で行われている在
留管理ワーキングチームにおいて，
関係省庁が検討しているところであ
り，具体的にお示しできる段階では
ない。

z09038
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人を雇用する事業者の実態
把握、外国人就労管理の改善

5057 5057003
外国人集住都市会議　座長
四日市市長　井上哲夫

3 A
外国人を雇用する事業者の実態
把握、外国人就労管理の改善

外国人を直接雇用する事業者に対
し、その雇用状況を関係当局に報
告することを義務付ける。また、次
の「外国人登録制度の改善」に関す
る要望と併せ、企業に対する雇用外
国人労働者の情報提供の義務付け
や、関係省庁等が共有できる外国
人雇用データベースの構築などを
盛り込んだ日本経団連の提言
（2004年4月20日付「外国人受け入
れ問題に関する提言」）における「新
たな外国人就労管理制度」の実現
を求める。

外国人の就労場所の把握は、外国
人の在留管理を進める上で基礎と
なるものであるが、現行制度では、
就労実態のチェックや関係省庁相
互の情報交換は十分に行われてい
ない。就労場所の把握が困難なた
め、企業における適正な就労管理
を確保することも、社会保険加入を
確保することも困難である。そこで、
外国人の就労実態を把握しつつ、
出入国管理、雇用・労働基準、社会
保険、市町村など関係行政が情報
を共有し、企業の就労管理を適正
化することが必要である。

入管法第６、7条、外国人登録法第
４条第1項、職業安定法第53条の
２、職業安定法施行規則第34条、厚
年法第8条、健保法第３条第１項
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外国人登録法
労働基準法
国民健康保険法

外国人登録法においては，外国人
個人に対し，居住地その他の登録
事項の変更届を義務付けている。

Ｃ Ⅰ

①現行制度でも、外国人は新居住
地に移転した日から１４日以内に居
住地変更登録申請することが義務
付けられており、義務違反には罰則
が課せられている。なお、新居住地
の市町村が旧居住地の市町村に外
国人登録原票の送付請求をするこ
とにより旧居住地の市町村は当該
外国人の転出事実を知ることがで
きる。
②外国人は、日本人の戸籍制度の
ように身分関係を家族単位で証明
することができる制度がなく、また、
外国人が日本に在留することがで
きる在留資格は、入管法に基づき
個人ごとに許可されるものである。
外国人登録は、このような外国人の
法的地位及び日本社会との結びつ
きの違いを踏まえ、世帯単位ではな
く個人単位で登録することとなって
いる。また、現行でも、家族全員が
転居した場合には、その中の一人
が世帯全員分の居住地変更登録を
代理申請することは可能である。
③出国通知の迅速化について努め
ていきたい。
④法務省の所管外である。

z09039

警察庁・総務
省・法務省・財
務省・文部科学
省・厚生労働省

外国人登録制度の改善、国・自
治体における外国人に関する情

報の共有
5057 5057004

外国人集住都市会議　座長
四日市市長　井上哲夫

4 A
外国人登録制度の改善、国・自
治体における外国人に関する情

報の共有

登録内容と実態の乖離を是正する
ために、外国人登録制度において
は、①転出届の実施、②世帯単位
で登録変更を行うこと、③出国通知
を迅速化する、④国民健康保険の
喪失に関する基準の統一化（例え
ば、再入国手続きを受けて出国する
際の基準を統一することなど）が必
要である。外国人登録制度を住民
基本台帳制度に近接させ、長期的
には両制度の一元化を検討すべき
である。
また、現在、内閣官房でも検討が進
められているが、出入国管理、外国
人登録、税・社会保険、教育などに
関する情報を「外国人共用データ
ベース」に登録し、法令に定める必
要性の生じた場合、関係省庁や自
治体に対して当該データベースにア
クセスを認めるシステムの導入は、
本要望の実現にとって効果的なの
で、その実現を求める。その際、
データ保護に万全を尽くし、国民、
外国人及び関係ＮＰＯなどの理解と
協力を得る必要があることを強調し
ておきたい。

外国人も日本人も、基本的には同じ
権利を有する住民であるという認識
に基づけば、外国人登録制度は、
長期的には住民基本台帳制度に近
づける必要がある。この制度は、単
に、出入国管理制度の一部である
というだけでなく、地域における外国
人住民の実態を把握する上で一層
重要になっている。しかしながら、現
状では、外国人登録された内容と居
住実態との乖離が大きくなっている
ほか、住民登録と外国人登録の制
度のずれが自治体における住民の
実態把握を困難にしている。そこ
で、出入国管理行政のみならず、雇
用・労働条件、税・社会保険、教育
など関係行政が協力して外国人の
在留実態の把握と情報共有を行
い、地域において整合性のある外
国人施策を実施し、外国人の権利
の保護と義務の履行を図る必要が
ある。

外国人登録法第３条、第４条第1項
住民基本台帳法第１条、第２条、学
校教育法第47条

―
外国人には子供に教育を受けさせ
る義務がない。

Ｃ Ⅰ

・外国人の不就学問題は法務省の
所管外の問題であるが，そのような
問題を解消するための検討は必要
であると認識している。外国人登録
制度については5057004に対する
回答を参照されたい。

z09040
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人の子どもの不就学対策 5057 5057007
外国人集住都市会議　座長
四日市市長　井上哲夫

7 A 外国人の子どもの不就学対策

外国人の不就学状況を把握するた
めに、外国人登録制度を④の要望
に沿ったものに改善するとともに、
併せて、国が定期的に就学状況調
査を実施する必要がある。また、小
中学校への就学案内の徹底、日本
語教室の設置、バイリンガルの加配
教員配置などへの支援を行い、在
留資格の更新の要件として子ども
の就学を定める。

日本が批准している社会権規約
に、「初等教育は義務的なものとし、
すべての者に対して無償のものとす
ること」と定められており、すべての
子どもの社会的適応力を高めるた
めにも、不就学の子どもが存在する
という現状を放置してはならない。し
かし、現行の外国人登録を基礎にし
た就学手続きの過程では、不就学
の子どもの正確な情報が得にくいた
め、定期的な実態調査を実施し、確
実な不就学対策を行っていく必要が
ある。また、在留資格更新の要件と
して子どもの就学を定め､親の意識
を高めることも必要である。

学校教育法第22条　第80条、児童
福祉法第39条、入管法第21条、社
会権規約第13条第1項及び第2項
(a)、日本国憲法第98条第2項

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09041 警察庁・法務省
外国人研修生・技能実習制度に

ついて
5061 5061001 ゴウダ株式会社関東工場 1 A

外国人研修生・技能実習制度に
ついて

実習期間の延長：当社の研修生は
研修期間10ヶ月、実習期間2年2ヶ
月（トータルで3年間）となっている。
可能であれば、今後はトータルで5
年間の研修・実習期間を希望（特に
実習期間の延長）

当社の研修生はこれから実習生に
なる段階で、まだ3年間を修了した
者はいないが、日本人の職員に置
き換えてみても3年間というのは時
間的に短い在職期間と感じられる。
何より、3年間では指導可能な技術
にも限界がある。実習期間が長くな
れば、より高度な技術の指導も対応
可能となるのでは。取得した知識・
技術を完全に身に付ける為にも時
間が欲しいと感じる。

難民法
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出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、法
務省告示第二百四
十六号（平成二年
八月十七日）、法
務省告示第二百四
十七号（平成二年
八月十七日）

研修生の受入れ人数枠は常勤従
業員数の２０分の１までとされてい
る。

Ｃ Ⅲ

在留資格「研修」については、研修
生を低賃金労働者として稼働させる
などの研修制度の悪用事案などの
問題が払拭されない現状が依然と
してある以上、まずはこれらの問題
が解消されなければ受入れ人数の
拡大を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09042 警察庁・法務省
外国人研修生・技能実習制度に

ついて
5061 5061003 ゴウダ株式会社関東工場 3 A

外国人研修生・技能実習制度に
ついて

人数枠の拡大：現状従業員の関係
で、研修生の受け入れ人数が10名
となっている。年に受入可能な人数
枠の拡大を希望

現在、インドネシアから研修生を受
け入れています。研修生を受入した
ことで、各自が指導の為に業務の
見直しを行う事が出来たこと、若くて
教育された礼儀正しい外国人研修
生がいることで、研修生の配属部署
が活気付いた等、利点が多数挙げ
られる。また、現在の人数枠以上に
受け入れることは可能であり更に制
度活用の機会を広げて頂ければと
希望する

難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09043 警察庁・法務省 研修技能実習制度期間の延長 5064 5064001 ニチアス株式会社鶴見工場 1 A 研修技能実習制度期間の延長
研修・技能実習期間を現行の3年か
ら5～6年に延長してほしい

樹脂成形技術の習得

当社鶴見工場は研修制度に基づき
インドネシア研修生を長年受け入れ
ております。コンプライアンスをモッ
トーに問題なく成果を充分挙げてい
ると自負しております。当社の事業
における研修制度の役割と重要性
は時間と共に高まり、いまや計画の
基本条件の一部となるところまでに
伸長してきました。しかし、残念な事
には3年間という限られた期間では
オペレーションと品質管理の習得に
終わり、折角身につけた知識と高度
な技術を更に発展させ、金型交換
作業や他部門との連携作業などの
高度な技術、作業に従事してもらう
ことことができません。研修生の能
力が高ければ高いほど、それを発
揮し技術を移転するという制度本来
の目的の達成が妨げられており、残
念でなりません。これら上記の理由
により、制度の期間延長を切にお願
いするもです。

難民法

特定融資枠契約に
関する法律第２条

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは､借主が、①資
本金が５億円以上又は負債総額が
２００億円以上の株式会社（株式会
社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第１条の２第１項）、②
資本金が３億円を超える株式会社、
③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律
第２条第５項）、④特定目的会社
（資産の流動化に関する法律第２条
第３項）等である場合に限定され
る。

ｂ Ⅰ

現時点においても、金融機関は、中小企業等との
間で当座貸越取引等によって一定の融資枠を設定
し、その資金需要に応ずることが法的に十分可能で
ある。その上、平成15年に実施した借り手側のニー
ズ調査によれば、借主の範囲拡大については中小
企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であった。さ
らに、実際に平成13年改正で借主の範囲に加えら
れた中堅企業の利用状況も低調であったため、そ
の範囲拡大については時期尚早との結論に達した
経緯がある。これらの事実を併せ考えると、一定の
融資枠が手数料なしに設定される従来の当座貸越
取引等の借入方法に加えて、実際に融資を受けた
場合の利息のほかに手数料の支払が必要となるコ
ミットメントライン契約を利用したいという現実的な
ニーズが中小企業等の借主側にどの程度あるのか
については慎重に見極めていく必要があると思わ
れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、経済的
弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大すれ
ば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約
に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利
率による制限が及ばなくなる。この結果、手数料名
目に合法的に高金利を徴求されるおそれが強い。し
たがって、コミットメントライン契約に係る借主の範
囲拡大については、借主のニーズの把握などを
行った上で、慎重に判断していく必要がある。

z09044 金融庁・法務省
コミットメントライン契約の適用対

象企業の拡大
5070 5070007

社団法人全国信用組合中央
協会

7 A
コミットメントライン契約の適用対

象企業の拡大

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）の適用対象を拡大し、中小
企業（資本金３億円以下等）、地方
公共団体や特別法で定められた地
方公社等をその範囲に含めること。

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）の適用対象を拡大し、資金
調達手段の多様化を図ることが必
要である。

特定融資枠契約に関する法律第２
条
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─
法務省においては，クレジットカード
決済による支払業務は行っていな
い。

ｂ ─

クレジットカード決済による支払が
会計事務の簡素化と効率化に繋が
るものであると判断できれば，その
導入について検討することとした
い。

z09045 全省庁
政府における物品調達・支払業
務におけるクレジットカードシステ

ムの導入
5075 5075002

クレジットカード普及連絡会
（クレジットカード会社29社
※別紙参加カード会社　社名
一覧ご参照）

2 A
政府における物品調達・支払業
務におけるクレジットカードシステ

ムの導入

諸外国と同様にクレジットカードシス
テムを導入した、政府における物品
購入・支払いシステムを実現し、政
府の物品調達・支払いに関するコス
ト削減や業務プロセスの効率化を
実現いただきたい。ついては、会計
法や予算決算及び会計令等のにお
いて、本要望を妨げる規定がある場
合は、その規定をご指摘いただくと
ともに制度を改正いただきたい。

各府省庁において実施されている、
物品調達・支出の一連の業務プロ
セスにクレジットカードシステム（政
府購買専用カードの発行、決済ス
キームの活用、共同アウトソーシン
グシステムの構築等）を導入する。
まずは、いくつかの府省庁で実証実
験を行い効果を確認。効果が見ら
れた場合は、その他の府省庁に順
次拡大する。

諸外国では、既にクレジットカードシ
ステムを導入し、政府物品調達・支
払業務におけるコスト削減・効率化
において大きな成果を上げている。
米国では年間１４億ドル、イギリスで
は年間１億ドルのコスト削減効果が
あると推定されている。従って、日
本においても物品調達・支払業務に
クレジットカードシステムを導入する
ことによる、コスト削減・効率化効果
が見込めるものと考えるため、関係
府省において検討をお願いしたい。

会計法（第10条～第28条）、予算決
算及び会計令（第38条～第63条）、
契約事務取扱規則（第1条～第27
条）

【ご参考：クレジットカードシステムを
導入している諸外国】米国、イギリ
ス、フランス、ドイツ、アイルランド、
イタリア、ノルウェー、スペイン、ス
ウェーデン、オーストラリア、香港、
韓国、ニュージーランド、シンガポー
ル、台湾、タイ、カナダ、アルゼン
チ、ブラジル、コスタリカ、プエルトリ
コ等※物品調達に限定するもので
はなく、政府からの様々な支出にお
いてクレジットカードシステムを導入

している国々

金融機関等による
顧客等の本人確認
等及び預金口座等
の不正な利用の防
止に関する法律

【金融庁提出意見のとおり】 c Ⅲ

いわゆる「ライツプラン」について
は，任意の有価証券管理信託契約
のスキーム等の一つとして考案さ
れ，様々な仕組みがあり得ると考え
られるものであり，例えば法的に定
められているなど，制度的にマネー
ローンダリング等に用いられる可能
性がない，とは言い切れず，受益者
についての本人確認を適用除外と
することは，本人確認の実効性を確
保する観点から困難であると考えら
れる。

z09046 金融庁・法務省
信託型ライツ・プランに係る受益
者の本人確認義務の緩和

5076 5076015 社団法人信託協会 15 A
信託型ライツ・プランに係る受益
者の本人確認義務の緩和

・現在、金融機関等による顧客等の
本人確認等及び預金口座等の不正
な利用の防止に関する法律第３条、
同施行令第１条、及び同施行規則
第１条等により、適格退職年金信託
等の一部の信託商品に係る受益者
については、同法に基づく本人確認
義務が免除されている。
・他方で、本人確認法施行後に開発
された信託商品については、同法に
基づく本人確認義務が課されてい
る。
・敵対的買収防衛目的で導入する
有価証券管理信託や金外信託等
（いわゆる「信託型ライツ・プラン（ポ
イズン・ピル）」）の受益者に係る本
人確認手続きについて、同施行規
則 第１条等の改正により、敵対的
買収を防衛するという信託目的の
達成のための円滑かつ迅速な信託
事務の遂行を可能とするために、本
人確認義務の適用除外を要望する
ものである。

・17年度になって複数の企業が、株主総会の承認等
を経て信託型ライツ・プランの導入を実施している。
信託型ライツ・プランにおける受益者は、敵対的買
収者が現れた日以降の特定の日における当該企業
の株主名簿上の株主とすることが一般的であるが、
当該受益者については、受益者として確定した時点
で同法第３条等に基づく本人確認手続きが必要とな
る。
・信託型ライツ・プランの商品上の特性として、でき
るだけ早期かつ円滑に、敵対的買収者が現れた日
以降の特定の日における株主を受益者として確定
し、信託財産である有価証券（新株予約権）を当該
受益者に交付することが要請されるところ、受益者
確定のために行われる前記本人確認手続きは、敵
対的買収防衛という信託目的達成のための円滑か
つ迅速な信託事務の遂行上、極めて大きな負荷と
なっていることから、本人確認義務の適用除外を要
望するものである。
・なお、信託型ライツ・プランについては、以下の点
からも本人確認手続きを行う意義は薄いと考えられ
る。
① 信託型ライツ・プランの受益権が行使された場合
の受託者たる信託銀行からの新株予約権の交付
は、対価無償の行為であり、マネー・ローンダリング
の防止という本人確認法の主たる目的からも、特段
の問題が生じるとは思われないこと
② 信託型ライツ・プランの受益者は、上記の通り、
当該企業の発行する普通株式の株主であり、基本
的には取引証券会社等で本人確認手続きが行われ
ていると考えられること
・また、今回要望の信託型ライツ・プランは、受託者
が発行体である上場企業から新株予約権を預か
り、一定の条件が成就した場合に、その形状を変え
ることなく、多数の株主（受益者）に引き渡すこととさ
れており、かつ金銭の授受が行われない。このよう
な信託は“モノ”の信託に類似しているとも言え、マ
ネー・ローンダリングの可能性は存在しないと考える
が、こうした一定の要件に該当する場合においても
なお本人確認法及び外為法上の本人確認義務が
必要と判断するのであれば、その理由を明らかにさ
れたい。

金融機関等による顧客等の本人確
認等及び預金口座等の不正な利用
の防止に関する法律第３条、同施
行令第１条、同施行規則第１条、外
国為替及び外国貿易法第２２条の
２、外国為替令第１１条の４及び外
国為替に関する省令第１２条の２等

動産・債権譲渡登
記規則第１０条，平
成１７年法務省告
示第５０２号（動
産・債権譲渡登記
令第７条第３項の
規定に基づく法務
大臣が指定する磁
気ディスクへの記
録方式）

債権譲渡登記制度は，平成１０年１
０月に創設され，債権譲渡登記に
関する事務をつかさどる登記所とし
て，東京法務局が指定されている。
平成１３年３月からは，予納制度を
利用したオンラインによる登記の申
請の制度を、平成１６年５月からは
歳入金電子納付システムを利用し
たオンラインによる登記の申請及び
証明書の交付請求の制度を運用し
ている。

ｂ Ⅲ

　債権譲渡登記の申請データには，
債務者の情報等重要な個人情報が
含まれていることは認識していると
ころであるが，磁気ディスクのデー
タを暗号化して出頭又は郵送により
申請されたものにつき処理すること
は，現行システムでは困難である。
　オンライン申請を利用した場合に
は，電子署名を行うことにより申請
データの暗号化が実現されており，
オンライン申請促進が政府の基本
方針である中で，これとは別に出頭
又は郵送により申請されたものにつ
いて，暗号化に対応するために費
用をかけてシステム改修を行うこと
は，予算効率の高い簡素な政府の
実現に逆行するものであり，現段階
での実現は困難である。
　債権譲渡登記制度を運用するに
当たっては，政府の方針，国民の
ニーズ及び費用対効果等を適時・
適切に調査・検討を行うこととしてお
り，本件要望についても引き続き利
用状況等を調査した上で検討する
こととしたい。

z09047 法務省 債権譲渡登記制度の拡充 5078 5078004 社団法人全国信販協会 4 A 債権譲渡登記制度の拡充
①出頭または郵送による登記申請
を行う場合の申請データの暗号化

①債権譲渡登記申請を出頭または郵送で行
う場合、当該申請時に申請データを記録した
磁気ディスクを提出することとされている。し
かしながら、当該磁気ディスクを債権譲渡登
記所へ出頭による持参または郵送するに際
し、当該登記所における現行運用として申請
データの暗号化が認められていない。持参で
あれ郵送であれ紛失（盗難）のリスクが必ず
ないとは言い切れないものである。　また、本
年４月から個人情報保護法が全面施行され、
個人情報取扱事業者はその取り扱う個人
データの漏えい、滅失又はき損の防止その他
の個人データの安全管理のために必要な措
置を講じることが求められている。さらに、法
務省告示第５３１号「法務省が所管する事業
を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に
関するガイドライン」第７条では、法務省関係
事業者等は、個人データの漏えい、滅失又は
き損の防止その他の個人データの安全管理
のために必要かつ適切な措置を講じるものと
すると定めている。同様に、経済産業分野ガ
イドラインの技術的安全管理措置において
も、個人データの移送・送信時の対策の上で
望まれる事項として、媒体に保管されている
個人データの暗号化が例示されている。　こ
のようなことから、個人情報の安全管理に資
するため、出頭による持参または郵送による
登記申請を行う場合、申請データの暗号化を
行えるよう見直すべきである。

債権譲渡登記規則第７条、平成１０
年法務省告示第２９５号（債権譲渡
登記令第７条第３項の規定に基づく
法務大臣が指定する磁気ディスク
への記録方式）、債権譲渡の対抗
要件に関する民法の特例等に関す
る法律第３条、平成１０年法務省告
示第２９０号（債権譲渡の対抗要件
に関する民法等の特例に関する法
律第３条第１項の登記所）
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平成１７年法務省
告示第５０２号（動
産・債権譲渡登記
令第７条第４項の
規定に基づく法務
大臣が指定する磁
気ディスクへの記
録方式）

債権譲渡登記制度は，平成１０年１
０月に創設され，債権譲渡登記に
関する事務をつかさどる登記所とし
て，東京法務局が指定されている。
平成１３年３月からは，予納制度を
利用したオンラインによる登記の申
請の制度を、平成１６年６月からは
歳入金電子納付システムを利用し
たオンラインによる登記の申請及び
証明書の交付請求の制度を運用し
ている。

ｂ Ⅲ

　情報量の上限を引き上げること
は，現行のシステムでは実現するこ
とができず，高性能機の導入等
ハードウェアを含めた大幅な改修が
必要となる。現行の情報量の上限
を超える申請は，全体の３％程度で
あることを考慮した場合，申請１件
当たりの情報量の上限を大幅に引
き上げることは，手数料の大幅な値
上げが見込まれることから，国民・
事業者の負担軽減の実現や適正な
手数料単価の設定が困難となり，ま
た，予算効率の高い簡素な政府の
実現に逆行するものとなるため，現
段階での実現は困難である。
　債権譲渡登記制度を運用するに
当たっては，政府の方針，国民の
ニーズ及び費用対効果等を適時・
適切に調査・検討を行うこととしてお
り，本件要望についても引き続き利
用状況等を調査した上で検討する
こととしたい。

z09048 法務省 債権譲渡登記制度の拡充 5078 5078005 社団法人全国信販協会 5 A 債権譲渡登記制度の拡充

②出頭または郵送による登記申請
を行う際に提出する磁気ディスクに
記録する債権個別事項（債権数）の
上限緩和

②出頭または郵送による債権譲渡
登記の申請を行う場合、登記申請
書とともに申請データを記録した磁
気ディスクを提出することとされてお
り、当該磁気ディスクに記録する債
権個別事項（債権数）の上限は、当
面、１０万件以下とするよう協力依
頼がある。しかしながら、本制度は
平成１０年１０月に創設され、すでに
７年が経過している状況である。ま
た、光磁気ディスク（ＭＯ）、光ディス
ク（ＣＤ－Ｒ）等の磁気ディスクに申
請データを記録させた場合、１０万
件以上の個別債権事項が記録でき
る容量が残されている。　このような
ことから、さらなる流動化市場の発
展に寄与すること、また、事務処理
の軽減を図るため、１件の申請でよ
り多数の債権を一括して登記するこ
とが可能となるよう債権個別事項の
上限緩和を図るべきである。

債権譲渡登記規則第７条、平成１０
年法務省告示第２９５号（債権譲渡
登記令第７条第３項の規定に基づく
法務大臣が指定する磁気ディスク
への記録方式）、債権譲渡の対抗
要件に関する民法の特例等に関す
る法律第３条、平成１０年法務省告
示第２９０号（債権譲渡の対抗要件
に関する民法等の特例に関する法
律第３条第１項の登記所）

動産・債権譲渡登
記規則第２５条

債権譲渡登記制度は，平成１０年１
０月に創設され，債権譲渡登記に
関する事務をつかさどる登記所とし
て，東京法務局が指定されている。
平成１３年３月からは，予納制度を
利用したオンラインによる登記の申
請の制度を、平成１６年７月からは
歳入金電子納付システムを利用し
たオンラインによる登記の申請及び
証明書の交付請求の制度を運用し
ている。

ｂ Ⅲ

　オンラインによる登記申請につい
ては，申請１件当たりの情報量の上
限を1,500キロバイトとしているとこ
ろ，当該上限を大幅に引き上げた
場合，登記所の回線の増強，機器
の増設及びシステムの改修等に相
当額の経費が必要となる。申請１件
当たりの情報量に係る調査を実施
したところ，情報量が1,500キロバイ
トを超える申請は全体の3.5％程度
であることを考慮した場合，申請１
件当たりの情報量の上限を大幅に
引き上げることは，手数料の大幅な
値上げが見込まれることから，国
民・事業者の負担軽減の実現や適
正な手数料単価の設定が困難とな
り，また，予算効率の高い簡素な政
府の実現に逆行するものとなるた
め，現段階での実現は困難である。
　債権譲渡登記制度を運用するに
当たっては，政府の方針，国民の
ニーズ及び費用対効果等を適時・
適切に調査・検討を行うこととしてお
り，本件要望についても引き続き利
用状況等を調査した上で検討する
こととしたい。

z09049 法務省 債権譲渡登記制度の拡充 5078 5078006 社団法人全国信販協会 6 A 債権譲渡登記制度の拡充
③オンライン登記申請の債権個数
拡充

③債権譲渡登記をオンライン申請により
行う場合、送信データサイズが１，５００
キロバイトに制限されている。オンライン
申請に関しては、「規制改革・民間開放
推進３ヵ年計画」（平成１６年３月１９日
閣議決定）の分野別措置事項のＩＴ関係
のうち、電子政府・電子自治体の推進
の項目において、「債権譲渡登記のオン
ライン申請について、債権個数５，０００
個を上限とする制限を廃止し、情報量に
よる制限（１，５００キロバイトを上限とす
る）のみとする。」とされたが、１,５００キ
ロバイトでは債権数にして約１,０００件し
か対応できない状況である。また、電子
政府構想計画のオンライン利用のため
の環境整備では、オンライン利用の促
進方策として、今後オンラインの向上を
図ることが必要とされている。現行制度
のもとでは、オンラインによる申請を行
いたくても、データサイズが制限を超え
るため、そもそも利用を断念している状
況である。　このようなことから、多数の
企業がオンライン申請を利用できるよ
う、また、利用の前段階で断念すること
がないよう（利用したくとも利用すること
ができない現状があることを踏まえてい
ただき）、情報量による制限撤廃を図る
べきである。

債権譲渡登記規則第７条、平成１０
年法務省告示第２９５号（債権譲渡
登記令第７条第３項の規定に基づく
法務大臣が指定する磁気ディスク
への記録方式）、債権譲渡の対抗
要件に関する民法の特例等に関す
る法律第３条、平成１０年法務省告
示第２９０号（債権譲渡の対抗要件
に関する民法等の特例に関する法
律第３条第１項の登記所）

平成１７年法務省
告示第５０１号（動
産及び債権の譲渡
の対抗要件に関す
る民法の特例等に
関する法律第５条
第１項の規定によ
る登記所の指定）

債権譲渡登記制度は，平成１０年１
０月に創設され，債権譲渡登記に
関する事務をつかさどる登記所とし
て，東京法務局が指定されている。
平成１３年３月からは，予納制度を
利用したオンラインによる登記の申
請の制度を、平成１６年８月からは
歳入金電子納付システムを利用し
たオンラインによる登記の申請及び
証明書の交付請求の制度を運用し
ている。

ｂ Ⅲ

　債権譲渡登記は，東京法務局民
事行政部債権登録課において運用
しているところ，これを全国の法務
局・地方法務局の出張所に拡大し
た場合，各出張所との間の回線の
新設，各登記所への機器の新規導
入，システムの改修及び各出張所
への人員配置等に相当額の経費を
要することとなり，仮に実現するとし
た場合には手数料の大幅な値上げ
が見込まれることから，国民・事業
者の負担軽減の実現や適正な手数
料単価の設定が困難となり，また，
予算効率の高い簡素な政府の実現
に逆行するものとなる。
　したがって，出頭による申請窓口
を各出張所まで拡大することは，効
率的な行政運営の観点から実現は
困難である。
　債権譲渡登記は，取扱庁を１箇所
としたことから，制度創設当初から
郵送による登記申請も可能とし，ま
たオンラインによる登記申請も他の
制度に先がけて平成１３年から実施
しているところであり，さらに平成１
６年５月からは登記申請のほか，オ
ンラインによる証明書交付請求も可
能としたところである。

z09050 法務省 債権譲渡登記制度の拡充 5078 5078007 社団法人全国信販協会 7 A 債権譲渡登記制度の拡充
④出頭による申請窓口を各出張所
に広げること

④現在、債権譲渡登記所としては
東京法務局のみが指定されてい
る。このため、遠隔地の事業者に
とっては、当該登記所に出頭もしく
は郵送による申請を行わなければ
ならない。　このため、地域間格差
の是正や利便性の向上のため、出
頭による申請窓口を各法務局に広
げること、もしくは各法務局が申請
受付を行い、当該法務局から東京
法務局へ集約するよう見直すべき
である。

債権譲渡登記規則第７条、平成１０
年法務省告示第２９５号（債権譲渡
登記令第７条第３項の規定に基づく
法務大臣が指定する磁気ディスク
への記録方式）、債権譲渡の対抗
要件に関する民法の特例等に関す
る法律第３条、平成１０年法務省告
示第２９０号（債権譲渡の対抗要件
に関する民法等の特例に関する法
律第３条第１項の登記所）
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該当法令 制度の現状
措置
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類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
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要望主
体
管理番
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要望事項
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分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
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番号

要望
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実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09051
法務省・厚生労

働省
技能実習制度の創設 5082 5082001 株式会社中本製作所 1 A 技能実習制度の創設

3年の研修・技能実習を終了した研
修生に更にスキルアップした内容で
更に3年間の技能実習を認める

当社は現在インドネシア研修生を受
け入れております。過去に研修生た
ちは3年間という限られた期間では
有りますが、一生懸命努力を重ね
当社の技術を身に付け、さらに日本
語と日本の習慣も習得し、無事帰国
しております。在籍中は当社のＨＰ
の立上げまでやりました優秀な研修
生もいました。帰国後も手紙やメー
ルでやり取りを交わしておりますが
以前からもう一度当社で研修したい
という要望が増えております。当社
で技術の基礎を学んだあと、更に一
度上の技術を身に付けたいという向
上心に燃えているようです。もし、技
能実習が可能であれば、技能アップ
は効果的になると考えております。
現在の研修・実習制度は同一人物
の技能実習を認められておりませ
んので、残念ながらこの望みは叶え
られないのが現状です。

難民法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09052 法務省 研修技能実習制度期間の延長 5082 5082002 株式会社中本製作所 2 A 研修技能実習制度期間の延長
研修・技能実習期間を現行の3年か
ら5～6年に延長してほしい

当社は研修制度に基づきインドネシ
アの研修生12名を受入れておりま
す。当社の事業における研修制度
の役割と重要性は時間と共に高ま
り、いまや計画の基本条件の一部と
なるところまでに伸張してきました。
しかしながら3年間という限られた期
間ではオペレーションと品質管理の
習得に終わり、折角身に付けた知
識と技能を更に発展させることや他
部門との連携作業などの高度な技
術・作業に従事してもらうことが出来
ません。研修生の能力が高ければ
高いほど、それを発揮し技術移転す
るという制度本来の目的の達成が
妨げられており、残念でなりませ
ん。上記の理由により、制度の期間
延長を切にお願いするものです

難民法

特定融資枠契約に
関する法律第２条

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは､借主が、①資
本金が５億円以上又は負債総額が
２００億円以上の株式会社（株式会
社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第１条の２第１項）、②
資本金が３億円を超える株式会社、
③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律
第２条第５項）、④特定目的会社
（資産の流動化に関する法律第２条
第３項）等である場合に限定され
る。

ｂ Ⅰ

現時点においても、金融機関は、中小企業等との
間で当座貸越取引等によって一定の融資枠を設定
し、その資金需要に応ずることが法的に十分可能で
ある。その上、平成15年に実施した借り手側のニー
ズ調査によれば、借主の範囲拡大については中小
企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であった。さ
らに、実際に平成13年改正で借主の範囲に加えら
れた中堅企業の利用状況も低調であったため、そ
の範囲拡大については時期尚早との結論に達した
経緯がある。これらの事実を併せ考えると、一定の
融資枠が手数料なしに設定される従来の当座貸越
取引等の借入方法に加えて、実際に融資を受けた
場合の利息のほかに手数料の支払が必要となるコ
ミットメントライン契約を利用したいという現実的な
ニーズが中小企業等の借主側にどの程度あるのか
については慎重に見極めていく必要があると思わ
れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、経済的
弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大すれ
ば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約
に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利
率による制限が及ばなくなる。この結果、手数料名
目に合法的に高金利を徴求されるおそれが強い。し
たがって、コミットメントライン契約に係る借主の範
囲拡大については、借主のニーズの把握などを
行った上で、慎重に判断していく必要がある。

z09053 金融庁・法務省
コミットメントライン契約の適用対

象範囲の拡大
5083 5083002

全国農協中央会・農林中央
金庫

2 A
コミットメントライン契約の適用対

象範囲の拡大

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）の適用対象となる借主の範
囲を拡大し、①中小企業（資本金３
億円以下）、②地方公共団体、③特
別法で定められた地方公社等をそ
の範囲に含める。

○コミットメントライン契約（特定融
資枠契約）に係る手数料が利息制
限法及び出資法上のみなし利息の
適用除外となるのは、借主が①資
本金５億円以上又は負債総額が
200億円以上の大会社、②資本金３
億円以上の株式会社、③証取法に
よる監査証明を受けなければならな
い会社、④特定目的会社（資産の
流動化に関する法律２条３項）等に
限定されている。
○コミットメントライン契約の適用対
象を拡大することにより、中小企
業、地方公共団体等の資金調達の
安定的・機動的な対応が可能とな
る。

○特定融資枠契約に関する法律第
２条
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該当法令 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） その他 管理コード 回答省庁
要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
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要望事項
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分割
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ルー
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（事項名）

具体的
要望内容
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要望理由 根拠法令等
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（特記事項）

刑法第１８５条第１
８６条
１　賭博をした者
は，５０万円以下の
罰金または科料に
処する（刑法第１８
５条）。
２　常習として賭博
をした者は，３年以
下の懲役に処する
（刑法第１８６条第
１項）。
３　賭博場を開帳
し，又は博徒を結
合して利益を図っ
た者は，３月以上５
年以下の懲役に処
する（刑法第１８６
条第２項）。

カジノに係る行為は，刑法第１８５
条・第１８６条に規定する罪の構成
要件に該当しうる行為である。

b Ⅰ

b:全国規模で検討中
刑法第１８５条及び第１８６条は，社
会の風俗を害する行為として規定さ
れているところ，刑罰法規の基本法
である刑法を改正して，カジノのみ
を刑法第１８５条及び第１８６条の構
成要件から外すことはできない。カ
ジノの特別立法については法務省
が積極的に検討する主体ではない
ものの，いずれかの省庁において，
カジノを法制化する法律を立案する
こととなれば，その内容について，
法務省が個別に，当該省庁との協
議に応じる用意はある。

z09054 警察庁・法務省 カジノ実現に必要な法整備 5085 5085006 東京都 6 A カジノ実現に必要な法整備

・カジノを実現するために、必要な法
整備を行うこと。
・その際に、地域の実情に即したカ
ジノ運営を可能にするしくみとする
など、地方自治体の意向を十分踏
まえるよう留意すること。

カジノ開設

・カジノは、有力な観光資源であり、
新たなゲーミング産業として、経済
波及効果や雇用創出効果が大いに
期待できる。
・カジノは、現行法では、刑法の賭
博および富くじに関する罪で規制さ
れており実施することができない。

刑法第１８５条～１８７条（賭博およ
び富くじに関する罪）

出入国管理及び難
民認定法
外国人登録法

― ｂ Ⅰ

外国人の出入国管理については、
テロリスト、犯罪者あるいは退去強
制歴を有する者等の入国を水際で
確実に阻止するため、バイオメトリ
クスを活用した出入国管理体制の
構築に向けて法的整備等を進めて
いるところである。
また，現在においても全国の空海
港に配備している高性能の偽変造
文書鑑識機器等を活用して，偽変
造文書を行使した不法入国事案等
の発見に努め，強力な水際対策を
推進しているところである。
なお、外国人の在留管理について
は、より適正な管理が行われるよ
う、関係省庁とも連携の上、新たな
仕組みの整備も含めて、検討を
行っているところである。

z09055 警察庁・法務省 在留資格審査の厳格化 5085 5085008 東京都 8 A 在留資格審査の厳格化

・外国人登録証のＩＣ化による偽造
対策等を推進することで、在留資格
審査の一層の厳格化を図り、不法
滞在者の退去強制に資するように
図ること。

留学・就学、研修、興行、日本人配
偶者等の資格で入国する者の中に
は、在留資格は名目だけで、当初
から不法就労等を目的としている者
が数多く存在している。国において
も、入国審査時の指紋採取及び写
真撮影の実施に向けた検討やＩＣ
チップ付きの新型旅券の導入を進
めるなどの取組が進められている。
しかし、不法滞在者の多くは不法残
留者であり、日本国内における不法
滞在者の摘発強化が課題である。
昨今、偽・変造旅券に加えて、精巧
な偽造外国人登録証も発見される
等、不法滞在者が摘発を逃れる手
段も悪質巧妙化しており、摘発を一
層促進するためにも必要な措置で
あり、求めるものである。

入出国管理及び難民認定法

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09056 警察庁・法務省 技能実習制度の期間延長 5097 5097001 株式会社　TOKIRON 1 A 技能実習制度の期間延長 実習以降後の現行制度の期間延長

機械組立て仕上げ作業は、技術の
熟練度合い求められる為実習生移
行後の２・３年では、短く思われる
為､期間延長を強く望みます。

機械組み立て仕上げ作業工程は、
多岐に亘る為実習移行後、期間延
長する事により確かな技術移転が
可能となり、本制度の質的向上する
ものと確信いたします。是非、受入
期間延長をお願い致します。

出入国及び難民認定法
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組合等登記令第３
条第３項，第１２条

従たる事務所の登記事項は，主た
る事務所の登記事項と同様。
代理人の登記は，これを置いた事
務所において行う。

ｃ Ⅱ

　組合等登記令は，農林中央金庫
法のほか，多数の法律の委任を受
け，各種法人の登記手続を一元的
に定めたものであり，従たる事務所
の登記事項のような主要な点に関
し，農林中央金庫についてのみ別
異の手続を定めることは困難であ
る。
　なお，今般，公益法人制度改革に
より，各種法人法制について，大幅
な改正が見込まれているところ，こ
れらの動向を踏まえ，要望事項に
関する改正の要否についても検討
する予定である。

z09057
法務省・農林水

産省
農林中央金庫の登記事項の簡素

化
5104 5104001 農林中央金庫 1 A

農林中央金庫の登記事項の簡素
化

農林中央金庫の登記事項に関し
て，会社法ならびに銀行法等と同等
の簡素化を要望する。

  会社法の制定に伴い，会社の登
記事項が簡素化され，銀行法，農
協法，水協法等の各業法において
も会社法と同様の登記事項の簡素
化が実現することとなったが，農林
中央金庫の登記事項を定める組合
等登記令（改正案）においては，会
社法に準じた登記事項の簡素化が
行われない見込みである。
　このため，登記事務負担を軽減し
業務効率化を図る観点から，他業
態と同等の簡素化を要望するもの。

組合等登記令第３条第３項 従たる
事務所における登記事項、
組合等登記令第１２条 代理人の登
記

信託法全般
受託者の有限責任制を明らかにし
た規定及び事業信託に関する規定
は、現行の信託法には存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である有限責任事業信託
制度の実現については、法制審議
会信託法部会において，信託法の
見直しに関する検討課題に挙げら
れており，具体的な調査審議を行っ
ている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09058 法務省 有限責任事業信託制度の実現 5107 5107001 その他の法人 1 A 有限責任事業信託制度の実現

　事業信託（事業を信託譲渡するこ
とによって設定する信託）について
は、信託法改正要綱試案において
提言されている「有限責任信託（仮
称）」制度および「信託宣言」制度と
相俟って、多様な利用価値が見出
せると考えられる。他方、事業信託
を利用する前提として、信託法制の
みならず会社法制とのバランスの取
れた規律の整理や、事業信託の実
施を制約することとなる諸規制の緩
和のために、種々の法制度を整備
する必要があると考えられる。
　そこで、必要な法制度の整備を
行った上で、有限責任事業信託を
実施することが可能となることを要
望する。

　事業信託（特に有限責任信託を前
提とした有限責任事業信託）につい
ては、多様な利用価値が見出され
る。
　具体的な利用価値としては、①資
金調達の便宜（会社がその事業の
全部または一部を対象として信託
宣言をすることによって信託を設定
した上で、その信託受益権に関する
権利内容を投資家のニーズに適う
ように組成することによって資金調
達の便宜を図る）、②事業の外部へ
の委託（営業の賃貸、経営委任等
（商法245条1項2号、会社法467条1
項4号）に代えて信託によって一時
的に事業を外部に委託する）、③簡
易な事業再編、④会計上の取扱い
次第ではオフバランス等が考えられ
る。
　

信託法改正要綱試案（法務省民事
局参事官室より平成17年7月26日
付で公表）

○添付資料：｢全国で実施すべき規
制改革要望｣と題する書面

出入国管理及び難
民認定法

我が国の公私の機関との契約では
なく，海外企業と我が国企業との契
約に基づいて入国しようとする専門
的・技術的分野の外国人について
は，「技術」等の在留資格に該当し
ない。

ｂ Ⅰ

海外企業と我が国企業との契約に
基づき入国する専門的・技術的分
野の外国人についても入国・在留
が可能となるよう、検討を行ってい
る。

z09059

警察庁・法務
省・外務省・財
務省・厚生労働

省

海外企業からわが国企業に派遣
される長期出張者向け在留資格

の整備
5109 5109006 （社）関西経済連合会 6 A

海外企業からわが国企業に派遣
される長期出張者向け在留資格

の整備

我が国の工場等に導入された設
備・装置の確認を行う技術者等、実
質的に就労を目的として上陸する長
期出張者向けに、現行の短期滞在
査証及び資格の最長期間である90
日を超え、180日程度の在留を可能
とする査証（有効期間内は複数回
の出入国が可能な数次査証）や、
資格を整備して頂きたい。また、そ
の際に我が国の関係官署にて必要
とされる手続や、許可にかかる手
間・時間等については、「技術」な
ど、１年または３年の在留を認める
資格との比較において軽減される
形で諸法令を整備して頂きたい。

我が国に拠点を有さない企業に所
属する外国人が出張ベースで上陸
するに当たっては、「研究」・「技
術」・「人文知識・国際業務」等の資
格取得は申請から許可に至る手続
に無用の手間と時間を要することか
ら回避し、「短期滞在」資格での出
入国を繰り返すケースがあると考え
られる。双方の資格の狭間を埋める
意味で180日程度の在留・就労が可
能な査証・資格を新たに整備するこ
とが、送出し側と受入れ側の何れに
とっても便益に適い、長期出張者の
我が国における法的地位の安定を
図ることにもつながると期待される。

・規制改革・民間開放推進三か年計
画（改定）
・出入国管理及び難民認定法第２
条の２、別表第１
・出入国管理及び難民認定法第７
条第１項第２号の基準を定める省
令
・第３次出入国管理基本計画
・諸外国との租税条約
・所得税法
・労働基準法
・国民健康保険法
・国民年金法
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出入国管理及び難
民認定法

外国人は，入管法上の在留資格を
もって在留することとされている。

ｂ Ⅰ

専門的，技術的分野の外国人につ
いては積極的に受入れを図っていく
こととしているところ，新たな分野に
おける外国人労働者の受入れにつ
いては、我が国における経済、社会
及び国民生活に与える影響等を勘
案しつつ慎重に対応するとの政府
方針に則って検討していく必要があ
る。

z09060
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

専門的・技術的分野の労働の範
囲の見直し

5109 5109007 （社）関西経済連合会 7 A
専門的・技術的分野の労働の範

囲の見直し

外国人が我が国において、外食産
業（ウェイター、ウェイトレスなど）、
観光産業（ツアーガイドなど）、介護
産業（介護福祉士、ホームヘルパー
など）等のサービス業に従事するこ
とができるよう、一定の公的資格の
取得、実務経験、日本語能力を身
に付けていることなどを条件とした
在留資格の新設、或いは現行の在
留資格「技能」の範囲の拡大を図っ
て頂きたい。

例示した各産業における労働は対
人サービスであることから、機械化
等による効率化が著しく困難である
一方、労働力供給の不足も認めら
れ、外国人留学生・就学生による資
格外活動（アルバイト）をもって需給
ギャップが一部埋められているとの
指摘もある。また、外国人の在留が
長期化・定住化傾向を示すと共に、
国を挙げての戦略を進めた結果とし
て観光目的での外国人の入国も増
加する中で、受入れ国としての環境
の整備も急務である。

・出入国管理及び難民認定法第２
条の２、別表第１
・出入国管理及び難民認定法第７
条第１項第２号の基準を定める省
令
・第３次出入国管理基本計画
・平成17年版通商白書
・ビジット・ジャパン・キャンペーン

現在の在留資格は我が国の実態に
見合っていない面がある。専門的・
技術的分野の労働と、いわゆる単
純労働との二分法から脱し、いわば
中間技能を有する外国人の受入れ
を検討するなど、全体を見直すべき

と考えられる。

- - - -

国家公務員の営利企業への再就
職については国家公務員法及び人
事院規則により規制されており，ま
た，非営利企業への再就職につい
ても政府の方針に従い対応してい
ることから，当省単独で回答できる
立場にはないが，当該制度の所管
省庁等において検討等が行われれ
ば，当省においても必要な協力を
行っていくこととしたい。

- z09061 全省庁

行政機関の役職退職者が，その
行政機関が管理監督権限を有す
る企業や関連団体に就職するこ

とを禁止する

5110 5110014
特定非営利活動法人「子ども
に無煙環境を」推進協議会

14 A

行政機関の役職退職者が，その
行政機関が管理監督権限を有す
る企業や関連団体に就職するこ

とを禁止する

行政機関（例えば財務省）の退職者
（役職の）が，その行政機関が管理
監督権限を有する企業や関連団体
（例えばＪＴやたばこ協会，販売組合
など）に就職することは，天下りで
あって癒着を生み，行政の公平性を
損なうので，禁止することが必要で
ある。

行政と，管理監督される側は，天下
りなど人事を通して癒着の事例が
多くあるので，公平性と透明性のた
めに，禁止が必要である。

近年，最近も，天下りによる不祥事
が多く見られることから，この禁止
が行政改革上からも必須である。

人事院等の法令

会社法第８２１条

日本に本店を置く，又は日本におい
て事業を行うことを主たる目的とす
る外国会社は，日本において取引
を継続してすることができず，これ
に違反して取引をした者は，相手方
に対し，外国会社と連帯して，当該
取引によって生じた債務を弁済する
責任を負う。

C Ⅰ

会社法第８２１条の目的は，外国会
社を利用した日本の会社法制の脱
法・潜脱を防止するという極めて正
当なものである。加えて，会社法８２
１条に相当する規定は，既に現行
商法第４８２条に存在しているとこ
ろ，会社法第８２１条は，擬似外国
会社の範囲には一切変更を加え
ず，規定の内容を明確にし，却っ
て，擬似外国会社であっても法人格
を認める等の規制緩和を実施した
ものである。すなわち，会社法第８２
１条は，従前から適法に我が国で
活動していた外国企業に対しては，
一切の不利益を与えるものではな
く，逆に，現行商法では外国会社と
しての存在自体が許されいていな
い擬似外国会社について，そのよう
なものに対しても権利能力を与える
等の利益を付与するものである。会
社法第８２１条については，参議院
の審議の中で，野党からその削除
を内容とする修正案が提案されたも
のの，これが否決され，原案どおり
成立した経緯がある。このような形
で国会の意思が示されている以
上，政府として，その改正を検討す
ることは甚だ困難である。

z09062 法務省 会社法821条の改正 5112 5112004 オーストラリア 4 A 会社法821条の改正

オーストラリア政府は日本政府に次
のことを要望する。
1. 新会社法821条の文言、意図や
有りうる結果を考えるべきである。
2. 2006年の通常国会中に新会社法
が施行される前に、281条を改正す
べきである。

6月29日、新会社法が国会を通り、
日本のほとんどの企業活動を管理
する法律が大幅に刷新され、現代
化された。外国ビジネス界は新しい
法律の成立を総じて歓迎している
が、擬似外国会社を定義している
821条の文言に関して深い懸念があ
る。
821条では、(a)  外国企業の主なビ
ジネス拠点が日本にある、または
(b)支店の親会社の主たる目的が日
本で継続的にビジネスを行うこと、と
いう場合に、日本でビジネスを行う
ことを明確に禁止している。この条
項に違反した場合は、外国企業の
代表者が損失責任を個人的に負う
ことになる。

オーストラリア政府は、新会社法の
821条によって日本で営業している
多くのオーストラリア企業の正当な
企業活動が害されることや、再度法
人格を取得しなければならない要件
は資本損失や他の相当なコストが
派生することに深い懸念を抱いてい
る。また、821条は潜在的な投資家
を阻むことになる。6月に合意された
付帯決議は821条の意図や適用範
囲を明確にする重要なスッテプであ
るが、法律の透明性や明良性を高
めるためにこの条項を改正するべき
である。

日本のビジネス環境を管理する法
律や規則が明良で全体に透明性の
あることが非常に重要である。821
条はこの要件を満たしていない。
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外国弁護士による
法律事務の取扱い
に関する特別措置
法第5条の2

　外国法事務弁護士が、第三国法
に関する法律事務を行うに当たって
は、書面による助言を受けることを
条件としている。

ｃ －

　我が国において、資格取得国の
法に関する法律事務という限られた
範囲でしか業務を行うことができな
い外国法事務弁護士が、第三国に
関する法律事務を行うに当たって
は、依頼者保護の観点から、書面
による助言を受けることは必要であ
ると考えており、元々我が国国内に
おいて取り扱える法律事務の範囲
に制限がない日本弁護士の場合と
違いがあるのは、やむを得ないこと
である。
　外国法事務弁護士が、原資格国
法以外の第三国に関する法を書面
での助言なくして取り扱うことを許容
すれば、原資格国法についての法
律サービスを提供させることを基本
とする外弁制度の趣旨が失われか
ねないことから、書面での助言を要
求することには合理性があると考え
ている。

－ z09063 法務省
弁護士サービスに関する 第三国

法の助言に関する規制
5112 5112005 オーストラリア 5 A

弁護士サービスに関する 第三国
法の助言に関する規制

登録された外国法事務弁護士は日
本の弁護士と同じ基準で第三国の
法律に関する助言を行うことを認め
られるべきである。また、第三国で
許認可を行う機関や専門機関ある
いは規制機関が、能力を判断する
のに適切な機関であること認識す
べきである.

オーストラリアは、外国法事務弁護
士と日本弁護士の共同事業による
様々な司法サービスの提供に関す
る規制改正や外国法事務弁護士に
よる日本弁護士の雇用の禁止を廃
止するための改正が、2004年に政
令193号で規定され、2005年4月1日
より施行されたことを歓迎する。

オーストラリアは、オーストラリアの
有資格法律専門家を制限する障害
が排除されることを期待している。

日本では、登録された外国法事務弁護士は、その
第三国の外国人弁護士からの書面による助言に基
づいてのみ、第三国の法律に関する助言を行うこと
を認められている。反対に、日本の弁護士は、外国
の法律についての資格の有無に関わらず、全ての
国の法律に関する助言が許されている。外国法事
務弁護士は、法律の資格を取得した国の法律につ
いてのみ助言することができる。
オーストラリアの2002年、2003年と2004年規制改革
要望書に対して日本側は、登録された外国法事務
弁護士が第三国法の助言を行うために当該国の外
国人弁護士から書面による助言を受け取ることが顧
客を守るために必要であると回答している。2004年
の回答では、日本は、日本の弁護士の法に関する
能力や倫理が司法試験や司法研修を通じて保証さ
れているので、日本の弁護士は第三国法律の助言
に関する同様の制限の対象となっていないとしてい
る。
オーストラリアの弁護士の法に関する能力や倫理
は、法律専門機関や全てのオーストラリアの司法権
にある裁判所による規定で同様に保障されている。
法律の専門的行為とは、オーストラリアの法律大学
の単位を取得するための学習過程で定められたも
のである。また、オーストラリアの弁護士は法律業
務を営むために名誉と人格を求められている。オー
ストラリアの弁護士は、第三国の弁護士から書面で
助言を取得しなくても顧客に代わり第三国の情報を
十分集めることが出来きる。また、日本の弁護士が
日本の顧客に与える脅威より以上に顧客に脅威を
与えることは無い。
• オーストラリアは、第三国法に関する助言に係わる
外国法事務弁護士の条件を日本の弁護士の条件と
同じようにすべきであると考える。
• 更に、第三国の許認可を行う機関や専門機関ある
いは規制機関が、能力や経験を判断するのに適切
な機関であること認識すべきである。

外国弁護士による
法律事務の取扱い
に関する特別措置
法第10条

　外国弁護士となる資格を有する者
が資格取得国以外の外国（同一国
家内の他の州における場合も含
む。）において外国弁護士となる資
格を基礎として資格取得国の法に
関する法律事務を行う業務に従事
した経験は、外国弁護士として行っ
た職務経験に含まれる。
　外国弁護士となる資格を有する者
が、日本において、その資格取得
国の法に関する知識に基づいて
行った労務の提供は、通算して1年
を限度として、資格取得国において
外国弁護士として行った職務の経
験とみなす。

ｃ、ｄ －

　我が国の弁護士又は外国法事務
弁護士に雇用されて資格取得国の
法に関する知識に基づいて労務を
提供している外国法事務弁護士と
なる資格の保有者は、法律事務を
行うものではないものの、その労務
提供の内容は、資格取得国等にお
ける若い弁護士の仕事の内容と共
通する部分が多く、実務経験として
完全に満足し得るものではないとは
いえ、我が国の弁護士又は外国法
事務弁護士の適正な監督を受けて
いることから、例外として特に1年を
限度になお算入できるものとした。
かように日本における労務提供期
間の算入は、あくまで例外であり、
実務経験と同視することはできない
ものである以上、算入限度を規制
することには、合理性があるものと
考える。
　なお、資格取得国における外国弁
護士が資格取得国以外の外国（同
一国家内の他の州における場合も
含む。）において外国弁護士となる
資格を基礎として資格取得国の法
に関する法律事務を行う業務に従
事した経験は、職務経験期間として
算入することは現行法においても認
められている。

－ z09064 法務省
外国法事務弁護士の職務経験要

件
5112 5112006 オーストラリア 6 A

外国法事務弁護士の職務経験要
件

(i) 日本は、日本で当該原資格法に
関する事務を行うための登録に当
たり、開業資格を得た外国人弁護
士が自国での職務経験を充分であ
ると認めるべきである。
(ii) 日本で外国法に関する事務を行
うための登録申請をする場合に、当
該外国から来た弁護士の監督の下
で得た日本での全ての職務経験を
認めるべきである。
(iii) 本国で適用されている法律業務
を日本で行うための登録申請に当
たり、オーストラリアの弁護士が
オーストラリアの異なった管轄で得
た全ての経験を認められ、それを合
算して現在の職務経験の要件に適
合されるべきある。

日本は、外国法事務弁護士として
自国の法律に関する法律サービス
を行うために登録しようとする外国
人弁護士に対して、最低3年の原資
格法の職務経験を有することを要
求している（2年の当該原資格の管
轄で職務を経ねばならない）。この
職務経験に関して、オーストラリア
の方法と違って、日本はオーストラ
リアの州や準州を区別しているが、
一つのオーストラリアにおける職務
経験として扱うべきである。外国人
弁護士の原資格法に関して日本で
助言を行うために、外国の当局がそ
の国の法律に関する助言を行うこと
に対する要求以上に日本政府が厳
格な要件を課すことは基本的に正
当性が無いと思われる。

外国弁護士による
法律事務の取扱い
に関する特別措置
法第45条

　外国法事務弁護士法人の設立
は、認められていない。

ｂ Ⅰ

　外国法事務弁護士法人等の設立
問題に関し、かかる制度の導入の
是非は、日本における国際サービ
スの需要の動向、外国法共同事業
の実態、弁護士法人の実績、他の
法令との整合性等の見地から十分
な検討が必要である。これに関連
し、外国法事務弁護士と弁護士等
（弁護士法人を含む。）との間の外
国法共同事業の自由化及び外国法
事務弁護士による弁護士の雇用の
解禁を含む改正外弁法が2005年4
月1日に完全施行された。これは、
これまでの規制を大胆に撤廃し、我
が国における外弁と弁護士等との
広範な提携を可能とするものであっ
て、上記に述べた、日本における国
際サービスの需要の動向、外国法
共同事業の実態、弁護士法人等の
実績などに大きく影響するものと思
われる。したがって、この問題に関
し、現段階での何らかの見通しを述
べることは不可能で、また、制度の
導入が可能かどうかの検討の完了
時期についても、特定して述べるこ
とはできない。

－ z09065 法務省
外国法事務弁護士の法務事務所

の法人化
5112 5112007 オーストラリア 7 A

外国法事務弁護士の法務事務所
の法人化

(i)  日本は、外国法事務弁護士が
法務事務所法人を設立し、日本で
法人により外国法や国際的なサー
ビスを提供が出来るように、同様の
法人化の権利を外国法事務弁護士
に認めるべきである。

オーストラリアは、2002年に法務事
務所の法人化が認められるように
なったと理解している。2005年10月
では、178の法務事務法人が登録さ
れた。しかし、この制度は日本の弁
護士のみに適用され、外国法事務
弁護士の法務事務所を法人化する
ことは認められていない。オーストラ
リアの2004年要望書に対する回答
では外国法事務弁護士による法人
化の問題を検討する計画であるとし
でいるが、検討するスケジュ－ルが
含まれていない。
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外国弁護士による
法律事務の取扱い
に関する特別措置
法第45条、第48条

　外国法事務弁護士は、1年のうち
180日以上本邦に在留しなければな
らない。外国法事務弁護士の事務
所は、その外国法事務弁護士の所
属弁護士会の地域内に設けなけれ
ばならず、また、外国法事務弁護士
は、いかなる名義をもってしても、国
内に2個以上の事務所を設けること
ができない。

ｃ －

　外国法事務弁護士は、我が国に
おいて原資格国に関する法律事務
を取り扱うことを職務としているので
あるから、形式的に登録のみをして
事務員等の資格のない者に法律事
務の処理を任せるなどという状態に
なることを防ぎ、依頼者保護を図る
ためにも、少なくとも1年の半分程度
以上は我が国に在留する必要があ
ると考えている。
　また、外国法事務弁護士は、所属
弁護士会及び日弁連の指導・連絡・
監督を受けることとされており、この
指導・連絡・監督を受けるに当たっ
て、加えて、依頼者の保護の観点
からも、事務所が日本国内に存在
することは必要不可欠であり、単
に、所属弁護士会及び日弁連から
の通知等を国外において電子的に
受け取るだけでは不十分であると
考えている。

－ z09066 法務省 在住と商業設置の要件 5112 5112008 オーストラリア 8 A 在住と商業設置の要件

日本は、オーストラリアは、(a)国境
を超えたサービス,(b)海外でのサー
ビスや(c)一時入国(fly-in, fly-out)よ
うな様式で外国法のサービスを提
供しようとする外国法事務弁護士に
課せられた6ヶ月の在留要件や商業
施設の要件を廃止すべきである｡

【右記要望理由の続き】
オーストラリアの2004年規制改革要望書に対
する回答では、日本は、6ヶ月の滞在要件は
顧客の保護のためと外国法に関するサ－ビ
ス提供を無資格の事務員が行うことを防止す
るために必要であると述べている。オーストラ
リアの弁護士は、業務許可を受けるために、
業務を行えることをオーストラリア当局に証明
しなければならない。日本当局は、オーストラ
リアの弁護士を外国法事務弁護士として登録
するための資格審査をしている。オーストラリ
アの許可・専門・規制当局がオーストラリア法
に関する能力や経験を判断する適切な機関
であることを認識すべきである。また、オース
トラリアの弁護士はオーストラリアの全ての管
轄における法律専門機関や裁判所によって
施行されている高い倫理基準を維持してい
る。オーストラリアの弁護士は彼らが提供す
る法律業務にプライドを持ち、良い専門的評
価を受け続けることを求めている。オーストラ
リア弁護士の事務所の所在や事務所名で他
の者に法的サービスを行うことを認めること
は、職業的倫理要件に大きく違反することに
なる。オーストラリアは、能力や経験や高い倫
理基準を保障することが日本の顧客を十分
に保護することになっていると考える。

日本は、次のようなサービス様式で外国法業務を行おうとす
る外国法事務弁護士に最低180日の滞在と商業施設(例、支
店の開設)の要件を課している。
(a) 国境を越えるサービスの提供：オーストラリアの弁護士が
電気通信を通して、サ－ビス提供者と顧客がそれぞれオー
ストラリアと日本に居ながら、日本の顧客にオーストラリア法
に関するサービスを提供する場合。
(b) 海外でのサービス提供：日本の顧客がオーストラリアの
弁護士からオーストラリアでオーストラリア法に関するサービ
スを受ける場合。
(c) 自然人の存在：オーストラリアの弁護士が日本に飛来し
て、顧客にオーストラリア法に関するサービスを提供し、短期
間の後にオーストラリアに帰る（主に、顧客と同伴で、一時入
国しオーストラリアに帰る）。
オーストラリア弁護士が上記のサービス提供様式によるって
オーストラリア法に関するサービスを提供する場合に、6ヶ月
の滞在要件や商業施設の要件は負担となり不必要である
と、オーストラリアは考える。法律業務を提供するこのような
様式と長く商業的存在を維持することと、互いに受け入れら
れない。
オーストラリアは、外国法事務弁護士が地方の弁護士会や
日本弁護士連合会の規則の関係条項に準じなければならな
いことを理解している。オーストラリアは、外国法事務弁護士
は要求されている規定、指針や弁護士会の通知を電子的に
受け取ることができ、日本に商業の存在の必要が無ても海
外の住所で受け取ることができると考えている。

特定融資枠契約に
関する法律第２条

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは､借主が、①資
本金が５億円以上又は負債総額が
２００億円以上の株式会社（株式会
社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第１条の２第１項）、②
資本金が３億円を超える株式会社、
③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律
第２条第５項）、④特定目的会社
（資産の流動化に関する法律第２条
第３項）等である場合に限定され
る。

ｂ Ⅰ

現時点においても、金融機関は、中小企業等との
間で当座貸越取引等によって一定の融資枠を設定
し、その資金需要に応ずることが法的に十分可能で
ある。その上、平成15年に実施した借り手側のニー
ズ調査によれば、借主の範囲拡大については中小
企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であった。さ
らに、実際に平成13年改正で借主の範囲に加えら
れた中堅企業の利用状況も低調であったため、そ
の範囲拡大については時期尚早との結論に達した
経緯がある。これらの事実を併せ考えると、一定の
融資枠が手数料なしに設定される従来の当座貸越
取引等の借入方法に加えて、実際に融資を受けた
場合の利息のほかに手数料の支払が必要となるコ
ミットメントライン契約を利用したいという現実的な
ニーズが中小企業等の借主側にどの程度あるのか
については慎重に見極めていく必要があると思わ
れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、経済的
弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大すれ
ば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約
に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利
率による制限が及ばなくなる。この結果、手数料名
目に合法的に高金利を徴求されるおそれが強い。し
たがって、コミットメントライン契約に係る借主の範
囲拡大については、借主のニーズの把握などを
行った上で、慎重に判断していく必要がある。

z09067 金融庁・法務省
コミットメントライン契約の適用対

象企業の拡大
5115 5115010

社団法人全国信用金庫協
会・信金中央金庫

10 A
コミットメントライン契約の適用対

象企業の拡大
（特定融資枠契約法の規制の緩和）
対象企業を拡大する。

コミットメントライン契約（特例融資
枠契約）の適用対象を拡大し、①中
小企業（資本金３億円以下等）、②
地方公共団体や特別法で定められ
た地方公社等をその範囲に含め
る。

コミットメントライン契約（特例融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは、借手が資本
金が３億円を超える株式会社ーなど
に限定されており、中小企業（資本
金３億円以下等）、地方公共団体等
には認められていない。地域金融
機関のメイン取引先がほぼ当該契
約の対象外であることは、我が国の
制度に定着していないために借手
側のニーズも希薄とならざるを得な
い。また、「ヤミ金融問題」と信用金
庫等の預金取扱金融機関を同列で
議論する必要はないように思われ
る。したがって、コミットメントライン
契約（特例融資枠契約）の適用対象
を拡大することにより、地域密着型
金融の機能強化の推進に関するア
クションプログラムでも求められてい
る中小企業の資金調達の多様化が
図られることになるため、規制緩和
していただきたい。

特定融資枠契約に関する法律第２
条

継続

特定融資枠契約に
関する法律第２条

コミットメントライン契約（特定融資
枠契約）に係る手数料が利息制限
法及び出資法上の「みなし利息」の
適用除外となるのは､借主が、①資
本金が５億円以上又は負債総額が
２００億円以上の株式会社（株式会
社の監査等に関する商法の特例に
関する法律第１条の２第１項）、②
資本金が３億円を超える株式会社、
③特定債権等譲受業者（特定債権
等に係る事業の規制に関する法律
第２条第５項）、④特定目的会社
（資産の流動化に関する法律第２条
第３項）等である場合に限定され
る。

ｂ Ⅰ

現時点においても、金融機関は、中小企業等との
間で当座貸越取引等によって一定の融資枠を設定
し、その資金需要に応ずることが法的に十分可能で
ある。その上、平成15年に実施した借り手側のニー
ズ調査によれば、借主の範囲拡大については中小
企業等の中にも慎重な意見があり、また、地方公共
団体に関してはコミットメントライン契約を利用した
いとのニーズがほとんどないという結果であった。さ
らに、実際に平成13年改正で借主の範囲に加えら
れた中堅企業の利用状況も低調であったため、そ
の範囲拡大については時期尚早との結論に達した
経緯がある。これらの事実を併せ考えると、一定の
融資枠が手数料なしに設定される従来の当座貸越
取引等の借入方法に加えて、実際に融資を受けた
場合の利息のほかに手数料の支払が必要となるコ
ミットメントライン契約を利用したいという現実的な
ニーズが中小企業等の借主側にどの程度あるのか
については慎重に見極めていく必要があると思わ
れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、経済的
弱者である中小企業等に借主の範囲を拡大すれ
ば、中小企業等が締結するコミットメントライン契約
に係る手数料に利息制限法及び出資法の上限利
率による制限が及ばなくなる。この結果、手数料名
目に合法的に高金利を徴求されるおそれが強い。し
たがって、コミットメントライン契約に係る借主の範
囲拡大については、借主のニーズの把握などを
行った上で、慎重に判断していく必要がある。

z09068 金融庁・法務省
コミットメントライン契約適用対象

の拡大
5116 5116009

社団法人　第二地方銀行協
会

9 A
コミットメントライン契約適用対象

の拡大

コミットメントライン契約の適用対象
を拡大し、中小企業（資本金3億円
以下）のほか地方公共団体・特別法
に定められた地方公社等を加える。

コミットメントライン契約は中小企業
等にも有益な資金調達手段であり、
中小企業の資金調達手段の多様化
を図ることが可能となる。

・特定融資枠契約に関する法律第2
条
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要望事項
（事項名）

要望主
体
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
番号

グ
ルー
プ化
番号

要望主体名
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/
民間
開放

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容
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要望理由 根拠法令等
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（特記事項）

信託法第１条
信託法全般

信託法第１条が「他人ヲシテ一定ノ
目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
事業信託に関する規定は、現行の
信託法には存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である信託宣言による事
業信託制度の導入については、法
制審議会信託法部会において，信
託法の見直しに関する検討課題に
挙げられており，具体的な調査審議
を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09069 法務省
信託宣言による事業信託制度の

導入
5117 5117008 森･濱田松本法律事務所 8 A

信託宣言による事業信託制度の
導入

信託宣言及び事業信託の制度をと
もに整備し、事業会社が信託の仕
組みを用いて自社の事業の一部を
切り出すことができるよう手当てす
べきである。

　信託法改正により、債務を含めた財産の受託が可能となる
見込みであることから、「事業そのもの」を信託財産とする信
託、いわゆる「事業信託」が可能となるといわれている。しか
し、受託者が受益者又は第三者に対して負担しうる責任や、
受託者に求められる専門性・経営能力等に鑑みると、事業信
託は、信託会社又は信託銀行が他の事業会社の「一事業」
を業として受託する方法によるよりも、事業会社自身が信託
宣言によって自社の「一事業」を、信託の受託者として経営
する手法による方が、より利用されやすいものと考えられる。
　信託宣言による事業の信託を認めることにより、①トラッキ
ングストック類似の機能を有し、かつ柔軟な設計が可能な受
益証券の発行による資金調達が可能になり、企業の円滑か
つ迅速な資金調達に資する、②新規性の高い事業をジョイン
トベンチャーで行う際に、合弁参加企業の中心となる事業会
社が信託宣言により当該事業を行う部門を信託財産とし、他
の合弁参加企業が当該信託の受益権を取得することによ
り、会社設立のコストや時間をかけることなく、かつ、合弁参
加企業間での柔軟な権利関係を定めたJVの設立が可能と
なる、③特許権を用いた事業部門を包括的に信託の対象と
し、かつ自らがサービサー的に当該信託財産の運用（経営）
を行うことが可能となることで、特許権を引当とした資金調達
が行いやすくなり、中小ベンチャー企業の資金調達手段が多
様化されうる、といったメリットが考えられる。

信託法全般

─

法務省が民間機関と締結する物品
の購入や賃貸借の契約について
は，債権譲渡禁止特約の条項が盛
り込まれている。ただし，信用保証
協会及び金融機関に対する売掛債
権の譲渡については解除されてい
る。

ｂ ─

債権譲渡禁止特約の解除の対象と
なる契約の拡大（リース契約等）及
び譲渡対象者の拡大（特定目的会
社等）については，実施の可否を引
き続き検討することとしたい。

z09070 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の
証券化に関する債権譲渡禁止特

約の解除
5118 5118006 社団法人リース事業協会 6 A

国・地方自治体向け金銭債権の
証券化に関する債権譲渡禁止特

約の解除

各省庁及び地方自治体において、
統一的かつ早急に債権譲渡禁止特
約の解除の対象となる契約（リース
契約等）及び譲渡対象者の拡大（特
定目的会社等）を望む。

本年6月に同要望を提出したが、各
省庁の対応が異なり、引き続き、統
一的かつ早急な対応が求められ
る。

信託法第１条
信託法全般

信託法第１条が「他人ヲシテ一定ノ
目的ニ従ヒ財産ノ管理又ハ処分ヲ
為サシムル」と規定しているため，
委託者が自らを受託者とする信託
宣言は，現行の信託法上，認めら
れていない。
事業信託に関する規定は、現行の
信託法には存しない。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である信託宣言による事
業信託制度の導入については、法
制審議会信託法部会において，信
託法の見直しに関する検討課題に
挙げられており，具体的な調査審議
を行っている。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09071 法務省 信託宣言、事業信託の導入 5118 5118011 社団法人リース事業協会 11 A 信託宣言、事業信託の導入
信託法改正における信託宣言、事
業信託の導入を容認すること。

・資産の保有者が自己の資産につ
いて信託宣言して受託者となり、資
産を流動化する。・債務を含む事業
の信託により、共同事業を遂行す
る。

・信託宣言、事業信託などの容認に
より、取引としての自由度が格段に
向上することが見込まれる。信託取
引の自由度の向上により、投資家
のリスクと権利保護の様々な設計を
可能とし、プレーヤーの創意工夫に
より投資資金を誘導し、経済成長を
支える役割を果すようになることが
大いに期待される。信託法は私法
ルールであり、取引の自由度を高
めるべきである。・信託宣言により、
流動化コストの削減を可能とし、資
金調達の柔軟性を高めることができ
る。

信託法
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債権管理回収業に
関する特別措置法
第20条、
債権管理回収業に
関する特別措置法
施行規則第15条第
1項、
事務ガイドライン2-
4

　債権回収会社は、法務省令で定
めるところにより、その業務に関す
る帳簿書類（以下「法定帳簿」とい
う。）を作成し、これを保存しなけれ
ばならない。
　なお、法定帳簿は、マイクロフィル
ム、フロッピーディスクその他の電
子媒体により作成・保存することが
できる。

ｄ －

　債権回収会社は、債権管理回収業に関す
る特別措置法第20条により、業務に関する帳
簿書類（以下「法定帳簿」という。）を作成・保
存しなければならないとされているが、この規
定は、同法第22条第1項及び第2項の規定に
よる法務大臣又は警察庁長官による資料の
提出命令や法務省職員又は警察庁職員によ
る立入検査において、これら監督官庁が法定
帳簿を事後的に検証することによって、債権
回収会社の業務の適正な運営を確保するた
めに設けられているものである。
　法定帳簿中、意見のあった「録音体」がなじ
むものとしては、同法施行規則第15条第1項
第4号の「取扱債権に関し、債務者との交渉
の経過を記録したもの（いわゆる交渉記録
簿）」が該当するものと思われるが、これら法
定帳簿の作成に当たっては、事務ガイドライ
ン2-4-2-（2）において、「法定帳簿は、マイク
ロフィルム、フロッピーディスクその他電子媒
体により、作成・保存することができるものと
する。」とされており、上記資料提出命令及び
立入検査の際には、指定された情報を即座
に「録音体」から書面としてアウトプットできる
状態にあれば、録音体による交渉記録簿の
作成・保存については、既に容認しているとこ
ろである。

－ z09072 法務省
プライマリーサービシングにおけ
る法定帳簿の一部を録音に代替

5118 5118020 社団法人リース事業協会 20 A
プライマリーサービシングにおけ
る法定帳簿の一部を録音に代替

プライマリーサービシングにおける
法定帳簿の一部を録音に代替し、
正確さの向上、業務効率化を図る

プライマリーサービスにおいて、各
種法定帳簿の作成が非常に負担と
なっており、高コストの原因となって
いる。それがオリジネーターがアウ
トソーズしない原因となっている。高
コストの大きな要因である電話督促
記録の転記作業を録音で代替でき
れば、価格訴求力が向上し、プライ
マリーサービシング市場の拡大が
見込める。

アセットマネジャーの正常債権管理
業務は大半が電話督促業務であ
り、これを転記する作業は実際の交
渉作業の数倍の時間とコストがか
かる。しかし、転記された帳簿の正
確性などは担保されるものではな
い。これを録音等で代替することは
正確性の向上やコストの低下、業務
効率化に大きく寄与する。

債権管理回収業に関する特別措置
法施行規則第15条第一項第4号

出入国管理及び難
民認定法

外国人は，入管法上の在留資格を
もって在留することとされている。

ｂ Ⅰ

看護分野の業務に従事する者につ
いては，日比ＥＰＡの下での枠組を
構築中であり、現段階で看護に係る
在留資格の創設等を行うことは困
難である。

z09073
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

フィリピン人看護士の受け入れ 5118 5118030 社団法人リース事業協会 30 A フィリピン人看護士の受け入れ
フィリピン人看護士の受入を拡大し
ていただきたい

フィリピン人看護士は国策的に派遣
をされており、一定の評価をしうる。
日本においては高齢化が進行して
おり、質の高い看護士の確保は不
可欠である。フィリピン人看護士の
受入を拡大するため、現行4年の就
労制限を撤廃する、または4年以降
も延長可能とする、フィリピンでの有
資格者には一定基準をもって日本
の准看護士の資格を付与するなど
の規制改革を行い、受入を拡大す
ることを要望する。

出入国管理及び難
民認定法

外国人は，入管法上の在留資格を
もって在留することとされている。

ｂ Ⅰ

介護分野の業務に従事する者につ
いては，日比ＥＰＡの下での枠組を
構築中であり、現段階で介護に係る
在留資格の創設等を行うことは困
難である。

z09074
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

フィリピン人介護士の受け入れ 5118 5118031 社団法人リース事業協会 31 A フィリピン人介護士の受け入れ
フィリピン人介護士の受入を拡大し
ていただきたい

フィリピン人介護士は国策的に派遣
をされており、一定の評価をしうる。
日本においては高齢化が進行して
おり、質の高い看護士の確保は不
可欠である。フィリピン人介護士の
受入を拡大するため、「介護士」の
在留資格を認めるなどの規制改革
を要望する。
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出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針
（法務省告示第１４
１号）

技能実習の対象職種は、６２職種１
１４作業となっている。 Ｃ Ⅲ

対象技能等については、公的評価
制度に基づき客観的に評価できる
ものであって、かつ、送出国のニー
ズに合致するものであることが必要
である。
したがって、技能検定制度が整備さ
れるか、又は評価制度が整備され、
国際研修協力機構の認定を受けれ
ば対象職種とすることは可能であ
る。

z09075
警察庁・法務
省・外務省・厚
生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習移行対象職種の

拡大）
5119 5119002 テンプスタッフグループ 2 A

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習移行対象職種の

拡大）

現在62職種、114作業のみ対象と
なっている職種を一定条件に達する
職種へ拡大することを求める。

技術移転による送出国への国際貢
献という趣旨を徹底するため、日本
での成長産業（ＩＴ分野、サービス分
野等）へ職種を拡大する。

現在の技能実習移行対象職種に
は、ＩＴ分野やサービス産業など、現
在の日本の成長産業が含まれてい
ない。当該制度の技術移転による
国際貢献という意義を明確にするた
めにも、成長分野への対象拡大を
行うことが必要がある。

技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針（平成十六
年法務省告示第九十八号、平成五
年法務省告示第百四十一号）
技能実習制度推進事業運営基本方
針（平成五年四月五日労働大臣公
示、平成十六年四月十九日改正）

出入国管理及び難
民認定法，同法施
行規則
外国人登録法

・外国人登録証の申請等は法定代
理人に限られている。
・就労資格証明書の発行手数料
は，実費を勘案し1通680円とされて
いる。

ｅ Ⅰ，Ⅱ

提案者が要望理由としているのは、
業務請負業は具体的な法規制が存
在しないため、擬似請負が横行し、
そのチェック機能も働かないので、
不法労働者の活用、社会保険未加
入等を防ぐ手段がないとして、請負
業者が雇用する日系人を把握可能
とする仕組みについて提案している
が、業務請負について具体的な法
規制が存在しない問題や社会保険
の未加入の問題は法務省の所管
外である。

z09076
警察庁・法務
省・外務省

日系人の雇用主に対する外国人
登録の届出義務化

5119 5119007 テンプスタッフグループ 7 A
日系人の雇用主に対する外国人

登録の届出義務化

①日系人を雇用している企業に、在
籍労働者すべてについて報告義務
を課すことを求める。
②在留資格証明書の発行手数料を
引き下げることを求める。

日系人を採用した場合、本人に代
わって雇用主が外国人登録の手続
きを行う。
そして、雇用主が地方自治体に届
出する際に、雇用する外国人の在
留資格証明書を添付させる。
また、在留資格証明書の発行手数
料を引き下げることで、日系人を雇
用する毎に当該証明書を発行しや
すくなる。それはつまり不法就労者
の雇用リスクが回避でき、日系人を
多数雇用する業務請負業界の健全
化が図れる。

人材派遣業界は、労働者派遣法に
基づき適正に運用・検証していく仕
組みが確立されている反面、業務
請負業界は具体的な法規制が存在
しない。そのため、擬似請負が横行
し、そのチェック機能も働かない。そ
のため、日系人を活用する業務請
負会社は多数存在しているが、不
法労働者の活用、社会保険未加入
等を防ぐ手段がない。
また、在留資格証明書については、
発行手数料が1通680円と高く、不法
労働者の採用を回避しようとする健
全経営企業（又は日系人本人）に
とっては負担が重い。

入管法
外国人登録法

出入国管理及び難
民認定法
出入国管理及び難
民認定法第七条第
一項第二号の規定
に基づき同法別表
第二の定住者の項
の下欄に掲げる地
位を定める件（平
成二年法務省告示
第百三十二号）

日系人は，告示に基づき「定住者」
の在留資格をもって在留することと
さえている。

Ｃ Ⅱ

①、②について
日系人については、その身分又は
地位に基づいて我が国に居住する
ことを認められているものであり、一
定の活動内容を行うことができる在
留資格とは異なり、上陸許可基準を
規定することは、現行法上困難であ
る。

③について
入管法に規定する上陸拒否事由に
該当する外国人については、現行
においても入国を認められていな
い。

z09077 法務省・外務省 日系人の在留資格要件の追加 5119 5119009 テンプスタッフグループ 9 A 日系人の在留資格要件の追加

①今後受け入れる日系１世、２世、
３世について日本語要件の追加を
求める。
②日本語要件を満たした日系４世
について就労ビザを与える等の対
応を求める。
③軽犯罪履歴のある者の入国停止
処置を求める。

日本語教育を実施し、その学費に
ついては奨学金制度及び長期就労
による奨学金返還免除制度を創設
する。
在留資格申請審査時に日本語レベ
ルの認定証等を提出させることで、
日本の生活文化に適合させる。
日本の労働力欠乏を防ぐために、
民間企業による健全な受入が可能
となる環境を整備する。

現在日本に滞在する日系人及び今
後来日する日系人の中には日本語
ができず、生活環境全般において
不自由である者が多い。これは少
年の学校の登校拒否、又は不良化
する温床となっている。
日系４世は日本国内で就労できな
いことになっているが、一部就労さ
せている企業が存在する。また未成
年者にも関わらず残業を黙認してい
る企業がある。
日本国内における日系人の犯罪は
多く、これは、犯罪の重さに対する
認識の甘さが起因している。また一
部の犯罪者の存在により多くの日
系人が偏見の目で見られてしまう。

入管法
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－ － － －

第三者機関によるコンプライアンス
監査システムの導入について，当
省において単独で回答できる立場
にないが，当該制度の所管省庁等
において検討等がなされれば，当
省においても必要な協力を行ってい
くこととしたい。

－ z09078 全省庁
コンプライアンス監査システムの

導入
5120 5120003

特定非営利活動法人
日本情報安全管理協会

3 B
コンプライアンス監査システムの

導入

公務員による不正行為や非倫理的
行為を未然に防止し公共サービス
のレベルを高めるため、第三者機
関による監査システムを導入する。

コンプライアンスに関するアンケート
調査を各行政機関ごとに実施し、そ
の結果に基づいて客観的なコンプラ
イアンスレベルを評価、コンプライア
ンス研修を行うことによりコンプライ
アンスレベルを高める。このシステ
ムは問題があってからの対応では
なくコンプライアンス意識を高めるこ
とによる不祥事の予防システムであ
る。

昨今、公務員による不祥事露見が
頻発しているが、これを未然に防ぐ
ためには、何よりもコンプライアンス
意識を高めることにある。
事後においては、監察組織による
対応ということになるが、このシステ
ムは少しでも未然に不正を防ぐこと
が目的である。

なし

b

・当省においては，手続により電子
署名を不要としている手続もあり，
今後も，情報保護の観点ならびにイ
ンターネットという非対面での手続
きに伴なう必要な確認等の安全を
十分考慮した上で，検討していきた
い。
・平成１７年８月に，年間申請件数
の多い（年間申請件数10万件以上）
手続について『オンライン利用促進
対象手続』として定めた。また，平成
17年度末までのできる限り早期に，
各手続ごとに，具体的利用促進措
置とその実施期限，利用率の目標
等を定めた行動計画（アクション・プ
ラン）を策定し，公表するため，現在
作業中である。

z09079 全省庁
利用者サイドに立ったオンライン
手続きの見直しによる電子化促

進
5121 5121003

日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

3 A
利用者サイドに立ったオンライン
手続きの見直しによる電子化促

進

電子的な手続きを躊躇させる主因と
思われる現行の公的認証の取扱い
方法の根本的見直しが必要と考え
る。即ち、現在のように全ての手続
きに一律に公的認証を求めるやり
方ではなく、手続き毎にリスクの有
無ならびに軽重を十分吟味のうえ、
問題なしとされる手続きには公的認
証なしで簡易に手続きができるよう
な検討を早期にお願いしたい。もち
ろん情報保護の観点ならびにイン
ターネットという非対面での手続き
に伴なう必要な確認等の安全を十
分考慮したうえという条件付にはな
ろうが、これにより多くの利用者にと
りオンライン手続きが非常に身近な
ものとなり実利用の飛躍的な伸びに
つながるものと考える。また、年度
毎の利用目標を定め、実利用の推
移を利用者に還元すると共に、定期
的に利用者アンケートやパブリック
コメントを募り、一層の見直しを図る
仕組み作りの検討をいただきたい。

現在利用が進まないオンライン手続
きに幅広く利用者を呼び込むため
に、「簡易」に利用できる手続きへの
見直し・仕組み作りの検討が必要で
ある。そして、オンライン手続きの普
及が実現すれば同時に、手続き時
に発生する料金・手数料の電子収
納についてのニーズも高まり、申請
から納付までの一連の手続きが「ト
ランスポートレス（自宅から移動なし
に）」、「ペーパーレス（申請書なし
に）」、「キャッシュレス（現金のやり
とりなしに）」にて完了するという、行
政手続の電子化の目指す最終型へ
の実現に向けて大きな弾みがつくも
のと思料する。

b
成果重視事業を進めていく上で参
考とさせていただきたい。

z09080 全省庁
モデル事業を活用しての電子政

府の推進
5121 5121004

日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

4 A
モデル事業を活用しての電子政

府の推進

モデル事業として運営している財務
省の国税電子申告・納税システム
（ｅ－Tax）、総務省の総合的なワン
ストップサービス整備事業（申請・届
出窓口の一括化・電子化）のように
各省庁の予算要求時等に既存の電
子申告・電子納付の取り扱い件数
についても年度ごとに目標値を明確
化しての計画立案と事後評価を確
実に行って欲しい。すなわちモデル
事業を現行の予算編成を改革する
ための試行事例としてのみだけでな
く、電子政府の活性化のためにも幅
広く活用して取扱い対象の多い電
子申告・電子納付の項目について
は適用することを検討いただきた
い。
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商業登記規則第３
３条の６

電子証明書の発行を請求するに
は，申請書及び磁気ディスクを提出
し，印鑑カードを提示する必要があ
る。

ｃ Ⅰ

  電子証明書を発行する機関（以下「認証局」とい
う。）は，電子証明書の発行に当たっては，その性
質上，厳格な本人確認を行う必要がある（電子署名
及び認証業務に関する法律第６条，電子署名及び
認証業務に関する法律施行規則第５条，電子署名
に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第３
条，電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関
する法律施行規則第６条）。商業登記の電子証明
書の発行請求においても，申請書に押印される登
記所提出の印鑑及び印鑑カードによる本人確認を
行っているところである。このように，認証局におい
て厳格な本人確認を行うのは，電子証明書がいっ
たん発行されると，使用回数に制限がなく，長期間
にわたって使用され，相手方は電子証明書のみを
信頼して，その記録内容から本人を確認することに
なること等から，電子証明書の発行に係る責任が重
大であることによる。
  したがって，商業登記に基づく電子認証制度にお
いて電子証明書を発行するに当たり，登記所提出
の印鑑による確認を行うことなく，他の機関が発行
した電子証明書により電子的に本人等を確認するこ
とで足りるものとすることは，商業登記所が発行す
る電子証明書の重要性にかんがみ，困難である。
なお，商業登記の電子証明書の発行請求自体は，
印鑑の提出時に本院確認を行っていることから，郵
送によっても可能である。

z09081 法務省 商業登記の申請手続き 5121 5121005
日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

5 A 商業登記の申請手続き

商業登記においては、電子証明書
の請求時に会社代表者が管轄登記
所に会社代表者の印鑑を押印し、
登記印紙を貼付した「電子証明書発
行申請書」を提出することになって
いるが、この手続きは手間がかかり
入り口段階でのオンライン登記の普
及促進の障害となっている。電子的
な対応のみの一本化を検討願いた
い。国民の利便性向上の観点及び
電子政府の利用率向上の観点より
も電子的に本人及び代理人の確認
を行える体制を検討いただきたい。

電子署名及び認証業務に関する法
律施行第5条

不動産登記法第２
３条、不動産登記
令第７条第１項第
２号、第１２条、第
１４条、不動産登記
規則第７２条

代理人により登記の申請をする場
合には、代理権限を証する情報（委
任情報）を提供する必要がある。こ
の場合、オンラインにより登記の申
請を行う場合、申請人又は代理人
等は、申請情報に電子署名を付す
必要がある。また、登記識別情報の
提供を要する申請において、申請
人が登記識別情報を提供できない
ことにつき正当な理由がある場合、
不動産登記法第２３条第１項の事
前通知に代えて、資格者代理人に
よる本人確認情報の提供によること
ができる。

d -

代理人によって不動産登記の申請をす
る場合において、代理権限を証する情
報を提供することとされているのは、当
該登記の申請の真正性を確認する一
つの方法として，代理権が授与されたこ
とを確認するためであり、この点におい
て書面申請とオンライン申請において
異なるところではない。オンライン申請
において、代理権限を証する情報が申
請人の意志に基づいて作成されている
ことを確認するために、作成者である申
請人の電子署名をもって確認する以外
に方法はなく、真正性を担保するために
不可欠な措置である。
一方、本人確認情報の提供について
は、申請人が申請の権限を有する登記
名義人であることを確認するために行
われ、資格者代理人がその職責におい
て確認したことを証明するものであり、
本人確認情報の提供により事前通知の
省略を認めているものであって、負担を
課しているものではない。なお、オンライ
ン申請においては、一般的な本人確認
手段として電子署名及び電子証明書が
広く用いられており、不動産登記等の申
請に限ったものではない。

z09082 法務省 不動産登記の申請手続き 5121 5121006
日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

6 A 不動産登記の申請手続き

司法書士が代行登記を行うケース
の多い不動産オンライン登記にお
いて、利用申込者本人の署名およ
び押印がある委任状の提出を求
め、かつ、印鑑登録証明書・旅券等
により代理人の真偽を確認するとの
現規則には代表的な利用者である
司法書士も負担感を感じている。国
民一般にとっては、通常殆ど利用す
ることのない不動産登記に際しての
環境の設定や電子証明書の取得は
負担感も大きく、今後のオンライン
登記の活用促進の為にはより簡便
な方法が望まれると思われる、現在
の手続きそのものが規制になって
いるといえるのではないか。国民の
利便性向上の観点及び電子政府の
利用率向上の観点よりも電子的に
本人及び代理人の確認を行える体
制を検討いただきたい。

電子署名及び認証業務に関する法
律施行第5条

不動産登記法第１
８条，不動産登記
法附則第６条第１
項

平成１７年１２月１日現在，不動産
登記のオンライン申請手続につい
ては，６１登記所に導入している。

d -

平成２０年度の出来るだけ早期に，
全国の登記所のオンライン化を実
現することを目標に計画的に作業を
行っている。

z09083 法務省 不動産登記の申請手続き 5121 5121007
日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

7 A 不動産登記の申請手続き

不動産のオンライン登記はH17年3
月より開始されたが、現在のオンラ
イン化対応の法務局は20庁であり、
前倒しでの早期の全庁のオンライン
化を望みたい。
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不動産登記法第１
１９条、商業登記法
第１３条第1項、登
記手数料令第２条
の２

登記手数料について、オンラインに
より登記事項証明書を請求する場
合は、１０枚までにつき１通１、０００
円である。

ｆ ⅠⅡ

オンラインにより登記事項証明書の
交付を請求する場合、１０枚までに
つき１通１、０００円となっているが、
これには返信用の郵送料が含まれ
ており、郵送により請求する場合に
比べて実質的に安価である。なお，
登記手数料の額は，物価の状況，
証明書の交付等に要する実費その
他一切の事情を考慮して定めたも
のであり，適正な価格であると認識
している。

z09084 法務省・財務省
商業登記・不動産登記の申請手

続き
5121 5121008

日本マルチペイメントネット
ワーク運営機構

8 A
商業登記・不動産登記の申請手

続き

商業登記・不動産登記のオンライン
化普及促進のためには、登記利用
者への登録免許税軽減や既に一部
実施いただいている手数料へのイ
ンセンティブ拡充についても検討い
ただきたい。

 

建物の区分所有等
に関する法律第１
条
不動産登記法第３
条

　１棟の建物は，通常は１個の不動
産として１個の所有権の目的とされ
るが，その各部分が構造上区分さ
れ（構造上の独立性），独立して建
物の用途に供することができる場合
（利用上の独立性）には，各部分ご
とにそれぞれ独立の所有権の目的
となり（建物の区分所有等に関する
法律第１条），登記の対象となる（不
動産登記法第３条）。
　したがって，壁やシャッター等の境
界壁が設けられていない状態で
は，１棟の建物の各部分が構造上
区分されておらず，区分所有権が
成立していないため，登記を行うこ
とはできない。

c Ⅰ

　建物の区分所有権の対象となる
部分は，独立した物的支配に適す
るものでなければならないため，構
造上物理的に区分されていることが
要件とされており，隔壁，階層等に
より独立した物的支配に適する程
度に他の部分と遮断されていること
が必要となる。
　今回の要望のように，目地棒やピ
ンにより床に恒久性のある境界標
識が埋め込まれ，その区分が明確
であっても，それは単に「将来その
ように区分される」予定を示している
にすぎず，全く隔壁がない場合にま
で区分所有権の対象とすることはで
きない。仮にこれを認めた場合，家
屋の一部屋に区分所有権を認める
ことと変わらず，取引の対象物を特
定することができないこととなり，不
動産取引の安全を害することにな
る。

z09085 法務省 区分建物の無隔壁登記 5123 5123001 ㈱都市問題経営研究所 1 A 区分建物の無隔壁登記

区分所有権の登記を行う場合、用
途によって（具体的な要望としては
商業施設）は、申請に基づき、壁や
シャッター等の境界壁を設けること
なく、固定的、恒久的な境界標識
（目地棒やピンによる明示）により登
記ができるよう、登記手続き又は運
用を全国的に統一する。

一棟の商業施設に複数の区分所有
者が存在する場合（既存店舗共同
化や複数の土地所有者による等価
交換方式により建設された場合
等）、現状では、区分登記を行うに
は、壁やシャッター等何らかの障壁
を設けることが原則となっている（構
造上の区分）。そのため、登記官と
の協議によりシャッターを付け、又
は障壁を設置し、登記後全く使用し
なかったり、撤去した例が多くみら
れる。　　　　　　　　申請に基づき、
無隔壁区分登記が可能になれば、
ワンフロアをオープンフロアとして一
体的に運営する選択が可能となり、
変化の激しい商業施設のリニューア
ルに対応しやすくなる。ひいては商
業の活性化につながるものである。

①建物の区分所有等に関する法律第１
条（建物の区分所有）　　　「一棟の建物
に構造上区分された数個の部分で独立
して住居、店舗、事務所又は倉庫その
他建物としての用途に供することができ
るものがあるときは、その各部分は、こ
の法律の定めるところにより、それぞれ
所有権の目的とすることができる。」
②不動産登記事務取扱手続き準則第１
３７条（建物の戸数の基準）第２項「一棟
の建物に構造上区分された数個の部分
で独立して住居、店舗、事務所又は倉
庫その他建物としての用途に供するこ
とができるものがある場合には、その各
部分は、各別にこれを１個の建物として
取り扱うものとする。」

民法第２５１条

２人以上の者が所有する１つの物
（共有物）については、各共有者そ
れぞれが持分を有し、各共有者は、
その持分を自由に譲渡することが
できるが、他の共有者全員の同意
を得なければ、共有物の処分・変更
をすることはできない（民法２５１
条）。

ｃ Ⅰ

共有物の処分は、他の共有者の持
分権をも処分するものであり、ま
た、共有物の変更は、共有物につ
いての他の共有者の使用権能を著
しく制限するものであるため、他の
共有者の同意を要するとされている
のであり、これを一部の共有者のみ
の意思ですることができるものとす
ることは極めて困難である。なお、
区分所有法上、一定の場合に、特
別多数決の方法で共用部分の変更
を認めたり、区分所有建物の建替
えを認めたりしているのは、各自が
専有部分を有するという区分所有
建物の特性にかんがみ、例外的な
取扱いをしたものであって、本要望
に示されている事例とは全く状況が
異なるものである。

z09086 法務省 共有物の処分・変更の特例措置 5123 5123002 ㈱都市問題経営研究所 2 A 共有物の処分・変更の特例措置

現状では全員合意が必要となる共
有物の処分・変更を（例えば）４／５
以上の多数の合意によることができ
るよう特例措置を講ずべきである。

商業施設等を例えば１０人で所有し
ている場合、区分所有であれば区
分所有法に基づき、区分所有者数
及び議決権の各４／５の多数により
建替え決議が可能であるが、共有
の場合には、現状では全員の合意
が必要となり（民法２５１条）、一人
の反対で建替えができないことにな
る。また、建替えのような典型例で
なくとも、改築や長期の賃貸借契約
など「共有物の変更にあたる」とされ
る行為も同様である。等価交換事業
において整備された商業施設には
共有となっているものが多く、１０人
を超える共有者が存在するケースも
ある。共有物の処分・変更に全員合
意が必要であれば、これらの商業
施設の建替えや再整備がきわめて
困難となる。

民法第２５１条（共有物の変更）
「各共有者は、他の共有者の同意を
得なければ、共有物に変更を加え
ることができない。」
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出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

研修及び技能実習の期間は併せて
最長３年とされている。

Ｃ Ⅱ

研修・技能実習制度については、研
修生等を低賃金労働者として稼働
させるなど同制度の悪用事案など
の問題が払拭されない現状が依然
としてある以上、まずはこれらの問
題が解消されなければ滞在期間の
伸長を含めた制度の緩和措置をと
ることはできない。

z09087
警察庁・法務
省・外務省

外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習期間の延長）

5124 5124002 株式会社フルキャスト 2 A
外国人研修・技能実習制度の見
直し（技能実習期間の延長）

現在の制度上最長３年の研修期
間、技能実習期間を、数年間期間
延長する。

技術移転としての国際貢献の位置
付けを明確にするためには、最長３
年の研修期間、技能実習期間を経
て帰国するのではなく、習得した技
能を経験し体得する期間として数年
の期間延長が必要である。研修生
が一定水準の技能に達した後に熟
成期間を置く事で、初めて技術の伝
承が可能となる。

技能実習制度推進事業運営基本方
針
技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針

戸籍法第１条，第４
条
外国人登録法第３
条，第４条，第４条
の３，第５条，第８
条，第９条，第１３
条，第１５条の２

戸籍事務及び外国人登録事務につ
いては市区町村の長が行うこととさ
れている。

ａ（ｃ） Ⅰ

（戸籍事務）
戸籍事務のうち，現在，「地方公共団体の特定の事務の郵
便局における取扱いに関する法律」により郵便局での取扱
いが認められている戸籍謄本等の交付請求の受付及びそ
の引渡し事務については，内閣府が次期通常国会へ提出予
定の「公共サービス効率化法（市場化テスト法）案」において
必要な法整備が講じられるものと承知しているが，これらの
事務を民間事業者が取り扱う場合には，郵便局において取
り扱う場合と同程度の条件が必要であると考えている。
ただし，戸籍の届出の受付等については，人の親族的身分
関係の形成にかかわる事務であることから，民間事業者が
取り扱うことは適当でない。
（外国人登録事務）
外国人登録法事務に基づく登録原票の写し又は登録原票
記載事項証明書の受付及び引渡し業務，形式的な申請書
類の確認については、公務員が実施する場合と同等の守秘
義務やみなし公務員規定等が整備された場合には民間に
委託することも可能と考えられることから，内閣府が次期通
常国会へ提出予定の「公共サービス効率化法（市場化テスト
法）案」（仮称）において必要な法整備が講じられるものと承
知している。
その他の各種登録申請の受理や登録証明書の交付事務等
については、在留外国人の公正な管理に資するため、外国
人に対して直接に義務を課し、又は権利を制限する処分を
伴う事務であり、市区町村の長又はその職員以外の者にお
いてこれらの事務を処理することは困難であると考える。

－ z09088
総務省・法務
省・厚生労働省

区民事務所・区民サービスコー
ナー窓口業務の委託化

5130 5130001 葛飾区 1 B
区民事務所・区民サービスコー
ナー窓口業務の委託化

　・飾区においては、住民基本台
帳・印鑑登録・戸籍・外国人登録・
税・国民健康保険・介護保険・国民
年金等に関する事務（台帳作成・諸
証明発行・各種資格得喪届等）を取
り扱う機能を有する区民事務所（そ
の他の別機能も有している）と区民
事務所取扱業務範囲内で主に諸証
明発行を行っている区民サービス
コーナーという機関がある。
　これらの事務処理を民間事業者
が行なうことを可能とする各種関連
法規（地方自治法、住民基本台帳、
戸籍法、地方税法、国民健康保険
法等）の緩和及びこれに必要な法
制度の確立を求める。

　区内に点在する６箇所の区民事
務所、4箇所の区民サービスコー
ナーの窓口業務を包括的（１０箇所
をまとめて事業委託）に民間に委託
することにより、民間活力を生かす
幅が広がり創意工夫による窓口接
客の向上、業務クオリティの向上、
コストの削減が期待できる。

　現行法の関連で、公務員のみが
事業主体であるため、窓口時間を
延長する場合は、常勤職員のロー
テーション勤務により対応せざる得
ず、夜間・休日等の開庁への弾力
的な対応ができない状況である。こ
れらの業務への民間委託を進める
ことにより、住民サービスの機会の
拡大が期待できる。
　また、複数年契約による委託が可
能となれば、職員が担う場合に生じ
る、３、４、５月という１年の中で最も
繁忙期における人事異動による一
時的なマンパワーの低下を防ぐこと
も可能となる。

住民基本台帳法第12条、第20条、
住民基本台帳法施行令第15条
地方税法第20条の10

商法第２１０条第７
項（会社法第１６０
条第２項，第３項）

株式会社の株主は，当該会社が特
定の株主から自己株式を買い受け
ること等が議案の要領に記載等さ
れた株主総会の招集通知を受け
取った場合には，その会日の５日前
までに書面をもって特定の株主に
自己をも加えたものを株主総会の
議案とすべきことを請求することが
できる。

ａ Ⅰ，Ⅲ

会社法第１５８条第１項の規定によ
る通知を特定の株主に対して行う
場合において，株主が会社に対し，
特定の株主に自己をも加えたもの
を株主総会の議案とすることを請求
するための検討期間の長さについ
ては，同法第１６２条第２項の法務
省令で定める時から同条第３項の
法務省令で定める時までの期間と
規定されており，その法務省令にお
いては，一定の範囲内で，各会社
が定款自治によってその時を定め
ることができる旨を規定する方針で
ある。法務省令については，本件要
望のほか，現在実施中のパブリッ
ク・コメントに寄せられた意見を踏ま
え，来年１月を目途にその公布を行
う予定である。

z09089 法務省

未公開会社（株式譲渡制限会社）
が特定の株主から自己株式を取
得する際に他の株主が買取を請

求できる期間の延長

5132 5132016 生命保険協会 16 A

未公開会社（株式譲渡制限会社）
が特定の株主から自己株式を取
得する際に他の株主が買取を請

求できる期間の延長

株式譲渡制限会社が、株主総会決
議によって特定の株主から自己株
式を取得する際に、他の株主が自
らも買取対象に含めることを請求で
きる期間（当該議案の通知を受領し
た日から買取の請求締切日まで）を
１週間程度確保して頂きたい。

・現在の商法の規定においては、株
主総会の招集通知を総会前の１週
間前に短縮できるよう定款変更を
行った会社が、特定の株主から自
己株式を取得する場合、他の株主
は自らも買取対象に含めることを総
会開催日の５日前までに請求しなけ
ればならないため、当該判断を極め
て短期間に行わなければならず、郵
送の状況によっては、権利を行使で
きない場合もある。今般成立した会
社法及び関連政省令においても上
記の問題が改善されない場合、そ
の他株主が買取を求めることができ
るとする制度の趣旨が活かされない
場面が生じる。

商法第２１０条第７項

※会社法第１６０条第２項、同第３
項

株式譲渡制限会社においては、定
款変更を行った上で、株主総会の
招集通知の発送期限を総会開催日
の１週間まで短縮できる。一方、株
式会社が株主総会決議によって特
定の株主から自己株式を取得する
際、他の株主は総会開催日の５日
前までに当該会社の取締役に対し
自らも買取対象に含めることを請求
できる。（尚、今般成立した会社法
にも同様の規定があり、株主総会
決議によって特定の株主から自己
株式を取得する際に、他の株主が
自らも買取対象に含めることを請求
できる期間は法務省令に委ねられ

ている。）
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戸籍法第１条，第４
条

戸籍事務は市区町村長が行うこと
とされている。

ａ（ｃ） Ⅰ

戸籍事務のうち，現在，「地方公共
団体の特定の事務の郵便局におけ
る取扱いに関する法律」により郵便
局での取扱いが認められている戸
籍謄本等の交付請求の受付及びそ
の引渡し事務については，内閣府
が次期通常国会へ提出予定の「公
共サービス効率化法（市場化テスト
法）案」において必要な法整備が講
じられるものと承知しているが，これ
らの事務を民間事業者が取り扱う
場合には，郵便局において取り扱う
場合と同程度の条件が必要である
と考えている。
ただし，戸籍の届出の受付等につ
いては，人の親族的身分関係の形
成にかかわる事務であることから，
民間事業者が取り扱うことは適当で
ない。

－ z09090
総務省・法務
省・厚生労働省

窓口業務の委託契約措置の導入 5142 5142001 地方公共団体 1 B 窓口業務の委託契約措置の導入

地方自治法第１５５条中第３項を第
４項とし、同条に第３項として１項を
追加する。「３　普通地方公共団体
の長は、条例で定めるところにより、
第１項の支庁、地方事務所、支所又
は出張所で所管する業務の全部又
は一部を会社その他の法人に委託
することができる。」
なお、この改正に伴い、関連する住
民基本台帳法、戸籍法、国民健康
保険法等の規定を改正されたい。

本市では、現在２箇所設置している
出張所の窓口業務を民間企業に委
託する。

現行法制度では、事業の実施主体
が公務員に限定されており、例え
ば、住民票の写しの交付は公権力
の行使であり、また、戸籍法に基づ
く各種の届出は行政処分とされてい
るところである。
しかし、これらの事務は、いずれも
実態としては、例えば、戸籍法第８６
条の規定による死亡届の際には、
医師法の規定により、医師が作成し
た死亡診断書等の添付が義務付け
られているが、これは、人の死亡と
いう事実を有資格者による証明書を
添付の上、報告されるに過ぎず、業
務の性格上は形式審査権に基づく
「事実確認」に過ぎず、実質的な審
査権は有していないことから事業の
実施主体を公務員に限定する合理
的な理由はないと考えられる。

地方自治法、住民基本台帳法、戸
籍法、国民健康法、介護保険法、国
民年金法等

現在、郵政窓口事務の委託に関す
る法律第２条の規定により事務の
委託は可能とされており、また、道
路交通法の一部改正により、放置
違反金に関する事務を会社その他
の法人に委託することが可能とされ
るなど、プライバシー、公権力の行
使、行政処分といった理由は、合理

性がないと考えられる。

弁護士法第72条
司法書士法第2条
等
土地家屋調査士法
第2条等
労働者派遣事業関
係業務取扱要領

　弁護士法第72条は、同法が例外
として定める場合を除いて、弁護士
又は弁護士法人でない者が報酬を
得る目的で法律事件に関する法律
事務の取扱いを業とすることを禁止
している。
　司法書士又は土地家屋調査士の
業務については，労働者派遣の対
象とはならない。

Ｃ Ⅰ

　弁護士又は弁護士法人でない労働者派遣業者に
弁護士の労働者派遣をすることについては、①労
働者派遣業者が、弁護士との間の雇用契約に基づ
く指揮命令を通じて、実質的に派遣先の法律事務を
取り扱うことになるおそれがあること、②労働者派遣
業者が弁護士に法律事務を周旋し、その対価を得
ることになること、といった弁護士法第72条本文に
抵触する事態が生じることから、認められない。
　（なお、弁護士法人が弁護士の労働者派遣をする
ことについては、構造改革推進本部決定「構造改革
特区に関する有識者会議の意見に関する政府の対
応方針」において、構造改革特区に関する有識者
会議の「弁護士法第3条に規定する業務に関し、弁
護士法人が他の弁護士又は弁護士法人を派遣先と
する弁護士（外国法事務弁護士を含む。）の労働者
派遣を行うことについて、弁護士法人の立法趣旨と
の整合性の問題も含め、今後ニーズを調査した上
で検討を行い、平成17年度中に結論を得る。」との
意見について、「規制改革の趣旨をそこなわないよ
う、規制所管省庁は進捗状況について内閣官房に
所要の報告を行うものとする。」とされたところであ
り、現在、これに基づいて、ニーズを調査していると
ころである。）
　司法書士及び土地家屋調査士（以下「司法書士
等」という。）についての労働者派遣事業を認めた場
合には，派遣される司法書士等は，司法書士等で
ない派遣先事業者の指揮命令を受けて業務を行う
こともあり，司法書士等の公共的な性格から司法書
士等個人又は司法書士法人若しくは土地家屋調査
士法人に課せられている依頼に応ずる義務（司法
書士法第21条，土地家屋調査士法第22条），秘密
保持の義務（司法書士法第24条，土地家屋調査士
法第24条の2），帳簿等の保存義務（土地家屋調査
士法第21条）等が遵守されなくなるおそれがある。

－ z09091

金融庁・総務
省・法務省・財
務省・厚生労働
省・経済産業省

士業者派遣の解禁 5144 5144001 (社)日本経済団体連合会 1 A 士業者派遣の解禁
　全ての士業について、有資格者・
登録資格者の労働者派遣を認める
べきである。

　企業再生やM&A等が頻繁に発生
する中で、企業は短期限定的に弁
護士や会計士、中小企業診断士や
社労士といった専門家やその補助
者といった人材を集中的に必要とす
るケースが多くなっており、こうした
現場に相応しいプロフェッショナルを
供給しうるよう、各種士業者の労働
者派遣・紹介を認めるべきである。

公認会計士法第47条の２

弁護士法第72条

司法書士法第73条第1項

土地家屋調査士法第68条第1項

税理士法第52条

社会保険労務士法第27条

行政書士法第19条

弁理士法第75条

　弁護士、外国法事務弁護士、司法
書士、土地家屋調査士、公認会計
士、税理士、弁理士、社会保険労務
士及び行政書士の業務について
は、資格者個人がそれぞれ業務の
委託を受けて当該業務を行う（当該
業務については指揮命令を受ける
ことがない）ことから、労働者派遣の

対象とされていない。
  弁理士及び公認会計士に関して
は全国規模で2005年度に措置がな
されるところであるが、対象範囲は
非独占業務に限定されている。

信託法第５８条

信託法第５８条は，受益者が信託
の利益の全部を享受する場合で，
かつ，やむをえない事情があるとき
は，受益者又は利害関係人の請求
により，裁判所が信託を解除できる
旨規定している。

ｂ Ⅰ

現在，法制審議会に信託法の見直
しに関する専門部会（信託法部会）
を設置し，具体的な調査審議を進
め，平成１７年度中に信託法の改正
についての関係法案を国会に提出
することを目途として作業を行って
いるところである。
要望内容である信託法第５８条の
見直しについては、法制審議会信
託法部会において，信託法の見直
しに関する検討課題に挙げられて
おり，具体的な調査審議を行ってい
る。
現時点では検討の方向性は確定し
ていないが，法制審議会信託法部
会における審議の内容を踏まえて
上記の関係法案提出までには所要
の結論を明らかにする予定である。

z09092 金融庁・法務省
特定持分信託の信託法第58条か

らの適用除外
5144 5144069 (社)日本経済団体連合会 69 A

特定持分信託の信託法第58条か
らの適用除外

　資産流動化法の特定持分信託に
関わる法文において、信託法第58
条の適用が除外されることを改正信
託法において明文化すべきである。

　特定持分信託は、その制度趣旨
上、当然の要請として、信託契約は
解除できないものとすることが求め
られているが、信託契約書にこのよ
うな条項を入れたとしても、信託法
第58条の適用があるのかどうかは
明らかでない。そのため実務上は、
信託法第58条の適用を避けるため
に、受益者を複数にするという、制
度趣旨からすればおよそ本質的で
ない手当てを求められることも多く、
徒にスキームを煩雑化させている。

信託法第58条
資産の流動化に関する法律第31条
の２

　特定持分信託の信託契約書に委
託者または受益者が、信託期間中
に信託契約を解除できない条項を
入れたとしても、裁判所による信託
の解除命令を規定した信託法第58
条の適用があるかどうかは明らか

でない。
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貸金業の規制等に
関する法律
出資の受入れ，預
り金及び金利等の
取締りに関する法
律

貸金業規制法，出資法は，すべて
の貸金業者に対し，資金需要者等
の属性や規模の如何にかかわら
ず，一律に適用される。

ｂ

※措
置の
概要
（対応
策）参
照

平成１６年１月１日に施行された貸
金業規制法及び出資法の一部改正
法では、貸金業制度の在り方及び
出資法第５条第２項については、こ
の法律の施行後３年を目途として検
討を加え、必要な見直しを行うことと
なっている。
※措置の内容については、上記検
討を踏まえて決まるものであり、現
時点では未定。

z09093 金融庁・法務省
貸金業規制法、出資法の抜本的

な見直し
5144 5144080 (社)日本経済団体連合会 80 A

貸金業規制法、出資法の抜本的
な見直し

　貸金業は消費者向け、事業者向
けに大別され、それぞれにおいて規
模別、融資形態別、組織別など多
様化が進んでいる。また、関係する
情報技術の進展も目覚しいものが
ある。現在、貸金業規制法、出資法
の見直し作業が進められているが、
仮に今次見送られる事項があったと
しても、一律規制の是非を含めて、
見直しを続けていくことを明らかに
すべきである。

　貸金業者は、創意工夫を重ね、
様々な金融サービスを展開し、個人
や企業の多様な資金ニーズの受け
皿となっている。しかしながら、現行
の貸金業規制法は、消費者、小規
模事業者等向けの悪質な事業者の
取り締まりを前提とした一律規制の
仕組みとなっていることから、近年
のＩＴ技術の高度化や融資形態の多
様化に柔軟に対応することが困難
であり、資金需要者の利便性を損な
う結果となっている。悪質な事業者
への実効ある取締りや被害救済の
ための措置を講じつつ、より資金需
要者の利便性向上、多様な資金
ニーズへの対応が可能となるよう、
貸金業規制法、出資法を抜本的に
見直すことが求められる。

貸金業の規制等に関する法律
出資の受入れ、預り金及び金利等
の取締りに関する法律

　貸金業規制法及び出資法の一部
を改正する法律(2003年法律第136
号）の附則において、施行後３年を
目途として、必要な見直しを行うも

のとされている。

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

・研修及び技能実習の期間は併せ
て最長３年とされている。
・技能実習の対象職種は、６２職種
１１４作業となっている。

Ｃ Ⅰ，Ⅲ

①について
研修・技能実習制度については、研修
生の受入れを巡る問題が多発している
ことから、まずは現行制度の適正化を
図りつつ制度自体の見直しを行っていく
こととしており、その見直しの中で、関係
省庁とも連携して研修・技能実習生に
係る在留資格の創設等も含めた検討を
行っていく必要があると考える。
③について
多能工については、一定レベル以上の
複数の能力を身に付ける必要があると
思われるが、そのような形態の受入れ
はそもそも滞在期間の長期化を伴うも
のと考えられることから困難である。
また、受入れ人数の拡大については、
研修生の受入れを巡る問題が多発して
いることから、まずは現行制度の適正
化を図りつつ、受入れ企業に係る基準
等を含めた制度自体の見直しを行って
いくこととしており、現時点において人数
枠の緩和を行うことは時期尚早と考え
る。
④について
研修・技能実習制度は、我が国におい
て修得した技術等を本国で生かすとい
う技能移転を目的とした制度であり、研
修・技能実習生に対してそのまま就労
することを認めることは、当該制度の趣
旨にも反するものであり、困難である。

z09094
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し

5144 5144086 1 （社）日本経済団体連合会 86 A
外国人研修・技能実習制度の見

直し

　　外国人研修・技能実習制度は、製造業の
みならず農業・水産業等多くの産業分野で活
用され、わが国及び発展途上国の経済発展
に貢献する不可欠な制度として定着する一方
で、同制度を低賃金の労働者供給ビジネスと
して悪用している団体やブローカーなどが介
在する場合も少なくない。従って、同制度の見
直しにおいては、制度の趣旨を一層徹底する
とともに、不正行為を行った受け入れ機関の
新規受け入れ停止期間を５年に延長するな
ど規制を強化する一方で、過去数年にわたり
研修生・技能実習生の受け入れ実績があり、
かつ不正行為等なく適正な運営を行なってい
る企業については優良事業者として認定し、
下記の点を含め、各種の規制緩和策を講じる
べきである。その際には、経済連携協定
（EPA)交渉を進めているインドネシアなどから
の要望も踏まえ、経済連携協定の枠組みの
中で、受け入れ者の要件や受け入れ枠の設
定、受け入れ機能の一元化等の適切な仕組
みを整備して先行実施することも検討すべき
である。
①外国人研修・技能実習制度に関する在留
資格の創設
同制度における非実務研修、実務研修、技能
実習の期間等につき柔軟性を確保すべく、
「技能実習」を前提として在留する外国人に
ついては、在留期間を通じた新たな在留資格
を創設する
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
（例えば、新たな在留資格の下で
は、半年の研修と２年半の技能実
習や母国で一定の研修を終了した
場合には更なる研修期間の短縮と
技能実習期間の長期化を可能とす
る）。
②技能実習の対象職種の拡大技能
実習の対象職種は、現在、その大
半が製造業に係る職種であるが、
サービス業を含め開発途上国等に
高いニーズがあり、わが国において
優れた知見・技術等が蓄積されてい
る分野等について対象職種を拡大
する。その際には、技能検定やＪＩＴ
ＣＯ認定に加え、厚生労働大臣が
認定する企業の社内検定も活用す
る。
④受け入れ企業・技能実習生双方
のニーズに基づく在留資格の変更
研修・技能実習制度の例外的措置
として、わが国の産業競争力、地域
経済、国民生活の維持・強化に必
要な分野について、特に高度な技
能等を修得した者等一定の要件の
下で在留資格を変更し、専門的・技
術的分野の人材としてわが国にお
いて就労することを認める。

 　研修生から技能実習生への移行
者が２万人を超えるなど、本制度が
わが国および開発途上国において
不可欠な制度となった今日、研修・
技能実習制度を適正かつ円滑に推
進し一層充実させていくためには、
運用の適正化とともに、制度自体の
見直しを行う必要がある。研修・技
能実習期間の延長や職種拡充を求
める声が多い一方、研修生や技能
実習修了間際の失踪問題を解決す
るため、研修期間中の待遇改善や
技能実習終了後のインセンティブ付
与を求める声も出ている。また、日
インドネシア経済連携協定（EPA）交
渉において、インドネシア側から、①
研修期間における待遇の改善、②
受け入れ職種の拡大、③研修・技
能実習修了後の就労、等につき要
望が寄せられていることから、互恵
的なEPAを締結していく観点からも、
積極的に対応していくべきである。

出入国管理及び難民認定法第７条
１項第２号の基準を定める省令
在留資格「研修」に係る基準省令に
関する法務省告示
技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針

　現行の外国人研修・技能実習制
度は、１年間の「研修（非実務研修
および実務研修）」（生活実費として
研修手当を支給）と２年間の「技能
実習」（労働の対価として賃金を支
給）の最長３年間で構成され、「技能
実習」の対象職種は、技能検定等
の対象となる62職種114作業に限定
されている。また、受け入れ人数は
当該受け入れ企業の常勤従業員数
の５％（中小企業特例あり）とされ、
技能実習修了後、他の職種の技能
実習を行うことや在留資格を変更し
就労することは認められていない。
　2005年3月29日に策定された『第
三次出入国管理基本計画』におい
ては、同制度の見直しとして、技能
実習に係る在留資格の創設や実務
研修中における法的保護の在り
方、国際貢献に資する観点からの
技能実習の対象職種の幅広い見直

し、等が指摘されている。

出入国管理及び難
民認定法第７条第
１項第２号の基準
を定める省令、技
能実習制度に係る
出入国管理上の取
扱いに関する指針

・研修及び技能実習の期間は併せ
て最長３年とされている。
・技能実習の対象職種は、６２職種
１１４作業となっている。

Ｃ Ⅰ，Ⅲ

①について
研修・技能実習制度については、研修
生の受入れを巡る問題が多発している
ことから、まずは現行制度の適正化を
図りつつ制度自体の見直しを行っていく
こととしており、その見直しの中で、関係
省庁とも連携して研修・技能実習生に
係る在留資格の創設等も含めた検討を
行っていく必要があると考える。
③について
多能工については、一定レベル以上の
複数の能力を身に付ける必要があると
思われるが、そのような形態の受入れ
はそもそも滞在期間の長期化を伴うも
のと考えられることから困難である。
また、受入れ人数の拡大については、
研修生の受入れを巡る問題が多発して
いることから、まずは現行制度の適正
化を図りつつ、受入れ企業に係る基準
等を含めた制度自体の見直しを行って
いくこととしており、現時点において人数
枠の緩和を行うことは時期尚早と考え
る。
④について
研修・技能実習制度は、我が国におい
て修得した技術等を本国で生かすとい
う技能移転を目的とした制度であり、研
修・技能実習生に対してそのまま就労
することを認めることは、当該制度の趣
旨にも反するものであり、困難である。

z09095
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人研修・技能実習制度の見
直し

5144 5144086 2 （社）日本経済団体連合会 86 A
外国人研修・技能実習制度の見

直し

外国人研修・技能実習制度は、製造業のみならず農業・水
産業等多くの産業分野で活用され、わが国及び発展途上国
の経済発展に貢献する不可欠な制度として定着する一方
で、同制度を低賃金の労働者供給ビジネスとして悪用してい
る団体やブローカーなどが介在する場合も少なくない。従っ
て、同制度の見直しにおいては、制度の趣旨を一層徹底す
るとともに、不正行為を行った受け入れ機関の新規受け入れ
停止期間を５年に延長するなど規制を強化する一方で、過
去数年にわたり研修生・技能実習生の受け入れ実績があ
り、かつ不正行為等なく適正な運営を行なっている企業につ
いては優良事業者として認定し、下記の点を含め、各種の規
制緩和策を講じるべきである。その際には、経済連携協定
（EPA)交渉を進めているインドネシアなどからの要望も踏ま
え、経済連携協定の枠組みの中で、受け入れ者の要件や受
け入れ枠の設定、受け入れ機能の一元化等の適切な仕組
みを整備して先行実施することも検討すべきである。
③再技能実習の制度化及び技能実習期間の延長等現地の
技能者を多能工として育成するため、また、技術の進展や複
雑化に伴いより高度な技術を習得するため、３年間の研修・
技能実習修了後、一定の要件の下で更に２年間程度、他の
技能や同一技能でのより高水準の技能実習を認める。必要
に応じて企業単独型の研修・技能実習においても、受け入れ
人数を拡大する。

 　研修生から技能実習生への移行
者が２万人を超えるなど、本制度が
わが国および開発途上国において
不可欠な制度となった今日、研修・
技能実習制度を適正かつ円滑に推
進し一層充実させていくためには、
運用の適正化とともに、制度自体の
見直しを行う必要がある。研修・技
能実習期間の延長や職種拡充を求
める声が多い一方、研修生や技能
実習修了間際の失踪問題を解決す
るため、研修期間中の待遇改善や
技能実習終了後のインセンティブ付
与を求める声も出ている。また、日
インドネシア経済連携協定（EPA）交
渉において、インドネシア側から、①
研修期間における待遇の改善、②
受け入れ職種の拡大、③研修・技
能実習修了後の就労、等につき要
望が寄せられていることから、互恵
的なEPAを締結していく観点からも、
積極的に対応していくべきである。

出入国管理及び難民認定法第７条
１項第３号の基準を定める省令
在留資格「研修」に係る基準省令に
関する法務省告示
技能実習制度に係る出入国管理上
の取扱いに関する指針

　現行の外国人研修・技能実習制
度は、１年間の「研修（非実務研修
および実務研修）」（生活実費として
研修手当を支給）と２年間の「技能
実習」（労働の対価として賃金を支
給）の最長３年間で構成され、「技能
実習」の対象職種は、技能検定等
の対象となる62職種114作業に限定
されている。また、受け入れ人数は
当該受け入れ企業の常勤従業員数
の５％（中小企業特例あり）とされ、
技能実習修了後、他の職種の技能
実習を行うことや在留資格を変更し
就労することは認められていない。
　2005年3月29日に策定された『第
三次出入国管理基本計画』におい
ては、同制度の見直しとして、技能
実習に係る在留資格の創設や実務
研修中における法的保護の在り
方、国際貢献に資する観点からの
技能実習の対象職種の幅広い見直

し、等が指摘されている。
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出入国管理及び難
民認定法

我が国の公私の機関との契約では
なく，海外企業と我が国企業との契
約に基づいて入国しようとする専門
的・技術的分野の外国人について
は，「技術」等の在留資格に該当し
ない。

ｂ Ⅰ

外国企業との契約に基づく我が国
企業と海外の企業との共同研究・
開発等を行うために本邦へ長期出
張する、海外の企業に所属する専
門的・技術的分野の外国人の受入
れについては、「規制改革・民間開
放推進３か年計画（改定）」（平成１
７年３月２５日閣議決定）に基づい
て、検討を行っていく。

z09096
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国企業との契約に基づく専門
的・技術的分野の外国人受入に
係る在留資格の早期整備

5144 5144087 （社）日本経済団体連合会 87 A
外国企業との契約に基づく専門
的・技術的分野の外国人受入に
係る在留資格の早期整備

　政府は閣議決定に従い、極力早
期に必要な在留資格を整備すべき
である。その際、事業活動の実態を
反映した現実的かつ柔軟な要件設
定を行い、わが国企業、外国企業と
もに過度な負担を課すことのないよ
うにすべきであり、在留期間につい
て極力長期なものとすること等が重
要である。特に、労働基準関連法令
等の適用に関わる措置が必要とさ
れる場合には、わが国の受け入れ
企業の社員を外国企業に出向させ
（勤務地は引き続き日本）、その者
を来日する外国人の管理者とみな
すことにより、外国人が１名で来日
する場合でも新たな在留資格の取
得を可能とすべきである。

 　近年、わが国企業の更なる国際
競争力強化に向けて、共同研究・開
発、マーケティングやシステム開発
のアウトソーシング化等、国境を越
えた様々な協力や事業再編等が増
えている中、これら外国人を受入れ
るための制度の整備が強く求めら
れている。しかし、現状では、外国
企業がわが国に本店、支店、その
他の事業所を有しない場合には、
在留資格「企業内転勤」に該当せ
ず、また、わが国企業と当該外国人
の間には契約が存しない場合に
は、在留資格「技術」「人文知識･国
際業務」の要件も満たさない。さら
に、在留資格「短期滞在」では、在
留期間が90日以内とされていること
から長期にわたり滞在することはで
きない。

出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法第七条
第一項第二号の基準を定める省令

　わが国企業と、わが国に本店、支
店、その他の事業所がない外国企
業とが一定の契約を締結し、同契約
を履行するため当該外国企業に属
する専門的・技術的分野の外国人
を一定期間わが国に受入れる必要
性が高まっているが、このような高
度人材がわが国に滞在し必要な業
務を行うための在留資格が整備さ

れていない。
　2005年３月25日に閣議決定された
『規制改革・民間開放推進３か年計
画（改定）』では、当会の昨年度の
要望を受け、「我が国企業と海外の
企業との共同研究・開発等を行うた
めに受入れる海外の企業に所属す
る専門的・技術的分野の外国人が
長期的に在留できるよう、国内法制
との整合性に留意しつつ、早急に検
討し、結論を得る」（平成17年度検

討・結論）とされた。

出入国管理及び難
民認定法

外国人は，入管法上の在留資格を
もって在留することとされている。

ｂ Ⅰ

介護分野の業務に従事する者につ
いては，日比ＥＰＡの下での枠組を
構築中であり、現段階で介護に係る
在留資格の創設等を行うことは困
難である。

z09097
警察庁・法務
省・厚生労働省

外国人の介護分野での在留資格
の整備

5144 5144088 （社）日本経済団体連合会 88 A
外国人の介護分野での在留資格

の整備

　当面、介護業務に関する専門性を
有するとされている介護福祉士につ
いては、介護事業者等からの要望
を踏まえて新たな在留資格を設け、
わが国における外国人の介護分野
での就労を認めるべきである。同時
に、わが国の高校卒業と同等程度
の中等教育を修了した外国人で一
定の日本語能力を有する者につい
ては、「留学」等の在留資格におい
てわが国に２年間滞在し、厚生労働
大臣の指定した養成施設において
介護福祉士として必要な知識及び
技能を修得することを認め、介護福
祉士の資格取得後、新たな在留資
格に変更することを可能とすべきで
ある。
（右欄へ続く）

(左欄より続く）
 将来的には、介護福祉士試験の受
験による国家資格を取得するため
の準備活動の一環として、一定の
日本語能力を有する者がホームヘ
ルパー等の公的資格を取得してわ
が国で就労することを認めるととも
に、これらの資格取得を支援すべ
く、わが国の訪問介護員養成研修
事業者等が日本語教育ならびに日
本と同様の課程を実施する分校を
海外で設置できる制度を設けること
を検討すべきである。

　介護は、少子化・高齢化が進む
中、将来的に労働力不足が深刻化
すると予想される分野であり、わが
国の介護サービスの維持・充実の
観点から、諸外国から優秀な人材を
受け入れることが重要である。今回
の日比合意は、とりわけこれまで専
門的・技術的分野とみなされていな
かった介護分野での外国人の就労
の途が開かれた点で、その第一歩
として評価できる。しかしながら、わ
が国の介護サービスの維持・充実
の観点からも、ＥＰＡ交渉において
合意した場合に限らず、同分野での
外国人受け入れの一層の促進に取
り組むべきである。

出入国管理及び難民認定法第７条
１項第２号の基準を定める省令
社会福祉士及び介護福祉士法
介護保険法

　2004年11月に日比経済連携協定
が大筋合意に達したことにより、一
定の要件を満たすフィリピン人の介
護福祉士候補者の入国を認め、日
本語等の研修修了後、日本の国家
資格を取得するための準備活動の
一環として就労することを認める（滞
在期間の上限４年）とともに、国家
試験を受験後、国家資格取得者は
介護福祉士として引き続き就労が
認められることとなった。同時に、日
本語の研修修了後、課程を修了し
た者に介護福祉士の国家資格が付
与されることとなる日本国内の養成
施設へ入学する枠組も設けられるこ

ととなった。
   しかし、具体的な受入れ人数につ
いては、日本側がフィリピン側と相
談して決めるとされるとともに、与え
られる在留資格も「特定活動」と暫
定的な対応となっている。また、他
の外国人については、例え介護福
祉士の国家資格等を取得しても、介
護分野での就労を目的とした入国

は認められていない。

出入国管理及び難
民認定法

外国人の在留期間は最長３年とさ
れている。

ｂ Ⅰ

在留期間を伸長しても不法就労等
の問題を発生させない仕組みの構
築については、現在、内閣官房にお
けるワーキングチームにおいて検
討を行っているところであり、この結
果を踏まえて、高度人材に係る在
留期間の伸長を検討していく必要
がある。

z09098 警察庁・法務省
高度人材に対する在留期間の長

期化
5144 5144089 （社）日本経済団体連合会 89 A

高度人材に対する在留期間の長
期化

　わが国経済社会の様々な分野で
活躍する（あるいは活躍が期待され
ている）「高度人材」の受け入れをよ
り一層促進すべく、わが国で長期的
かつ安定的に就労することを望む
「高度人材」にとって阻害要因となっ
ている最長３年の在留期間につい
て、例えば在留資格「人文知識・国
際業務」「技術」「投資・経営」等、総
じて専門性が高く不法滞在者も少な
い分野の人材（いわば「高度人材」）
については、その他一般の専門的・
技術的分野の外国人労働者を含む
在留外国人のチェック体制の強化
に関する議論・検討に先行させ、在
留期間を５年に伸張すべきである。
(省略あり）

　専門的、技術的分野の中でも、在
留資格「投資・経営」等の「高度人
材」については、現行の在留期間
（３年又は１年）終了までに更新の
手続きを行う制度に代えて、一定の
報告義務等を課し資格外活動等を
行っていないことを証明すること等
の手続きを導入することにより、不
法就労等の問題の発生を防止する
ことができる一方で、問題のない
「高度人材」の身分の安定性は大い
に高まると考えられる。
　なお、その他「高度人材」に含まれ
ない一般の専門的・技術的分野の
在留資格者や、身分又は地位に基
づく在留資格者などの在留外国人
については、就労状態、居住状態、
社会保険の加入状況、子供の就学
状況等を総合的に把握・管理する
仕組みを検討し、在留期間の伸長
も含め、引き続き2006年度中に結
論を得るための検討が行われること
を期待する。

出入国管理及び難民認定法第２条
の２第３項
出入国管理及び難民認定法施行規
則別表第２

　出入国管理及び難民認定法で
は、現在、一度の許可で与えられる
在留期間は、「外交」、「公用」及び
「永住者」を除き最長３年となってい

る。
　2005年3月29日に策定された『第
三次出入国管理基本計画』では、
専門的・技術的分野の外国人の中
でも「高度人材」をより積極的に受
け入れる姿勢を示し、「経済、文化
等様々な面で我が国に貢献してい
る高度人材に対しては、１回の許可
でより長期間の在留期間を決定す
ることとし、安定的に我が国で活動
しやすい方策を構築する必要性が
指摘されている」として、「在留期間
を伸長しても不法就労等の問題を
発生させない仕組みを確立すること
を前提に、高度人材の在留期間の
伸長を図っていく。また、併せて高
度人材に含まれない専門的、技術
的分野の在留資格に係る在留期間
の伸長についても検討していく。」と

している。
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（特記事項）

出入国管理及び難
民認定法

外国人は，入管法上の在留資格を
もって在留することとされている。

Ｃ Ⅰ

専門的，技術的分野の外国人につ
いては積極的に受入れを図っていく
こととしているところ，新たな分野に
おける外国人労働者の受入れにつ
いては、我が国における経済、社会
及び国民生活に与える影響等を勘
案しつつ慎重に対応するとの政府
方針に則って検討していく必要があ
る。

z09099
警察庁・法務
省・厚生労働省

専門的・技術的分野の外国人労
働者の範囲の見直し

5144 5144090 （社）日本経済団体連合会 90 A
専門的・技術的分野の外国人労

働者の範囲の見直し

　　現在では専門的、技術的分野に
該当するとは評価されていない分野
における外国人労働者の受け入れ
について、政府全体としていたずら
に結論を先送りすることのないよう、
期限を明確にした上で可及的速や
かに検討を進めるべきである。
　当面、例えば「技能」の在留資格
で認められる活動として、入管法別
表第一の二に定められている「産業
上の特殊な分野に属する熟練した
技能を要する業務に従事する活動」
をより柔軟に解釈して基準省令を見
直し、わが国の産業競争力、地域
経済、ならびに国民生活の維持・強
化の観点から必要な外国人受け入
れを推進すべきである。具体的に
は、①高校卒業若しくはこれと同等
程度の中等教育を修了しているこ
と、
（右欄へ続く）

（左欄より続く）
②一定以上の実務経験等を有する
こと（例えば、海外の日系企業等で
４年以上や研修・技能実習で３年修
了など）、
③一定以上の日本語能力及び技能
評価を受けていること（例えば、技
能検定若しくは厚生労働大臣が認
定する企業の社内検定など）を条件
とし、「技能」の在留資格の下で日
本国内での就労を認めるべきであ
る。
　同時に、「企業内転勤」の在留資
格についても、上記見直しに合せ
て、現在認められている「技術」又
は「人文知識・国際業務」に加え、
「技能」の在留資格に該当する活動
も適用されるよう検討すべきであ
る。

　今後、労働力人口の減少が不可
避的な状況にある中、わが国の国
際競争力の維持・強化等を図る上
では、わが国にとって付加価値の高
い外国人労働者を適切に受け入れ
ていくことが重要である。とりわけ、
わが国の競争力の源泉である生産
現場に不可欠な技術・技能、知識・
ノウハウを有する人材や、豊かな国
民生活や地域経済を維持する上で
不可欠な人材などをより積極的に
受け入れる必要性が高っている。
　例えば、マシンキーパー（生産シ
ステムのメインテナンスを迅速かつ
確実に行うため電気機械等に関す
る高度かつ広範囲な専門的知識と
技能を有する人材）などや研修・技
能実習終了後の就労（金型加工等
のわが国の産業競争力の維持・強
化に必要な分野）などに関して、わ
が国産業界のみならず、日インドネ
シアEPA交渉においてインドネシア
側からも関心が示されている。(省略
あり）

出入国管理及び難民認定法第７条
１項第２号の基準を定める省令

　現在、就労を目的とする在留資格
として出入国管理法で定められてい
るのは、「投資・経営」、「研究」、「技
術」、「人文知識・国際業務」、「企業
内転勤」、「技能」等の14資格（「外
交」、「公用」を除く）であり、その具
体的な要件は、出入国管理及び難
民認定法第７条１項第２号の基準を
定める省令にて定められている。
　2005年３月29日に策定された『第
三次出入国管理基本計画』では、
「専門的，技術的分野における外国
人労働者の受入れを一層積極的に
推進していくことが重要であり，専門
的、技術的分野と評価できるものに
ついては、経済、社会の変化に応
じ、在留資格や上陸許可基準の見
直しを行っていく」と指摘するととも
に、「現在では専門的、技術的分野
に該当するとは評価されていない分
野における外国人労働者の受入れ
について着実に検討していく」として

いる。

家事審判規則第５
条第２項

弁護士でない者が代理人又は補佐
人となるには，家庭裁判所の許可
を受けなければならない。

－

該当
なし
（最高
裁判
所規
則上
の手
当てを
必要と
するも
の）

なし

本件要望に係る規制は最高裁判所
規則（家事審判規則）の定めるとこ
ろであるから，本件要望は家事審
判法その他の当省所管法令の改正
を要するものではない。なお，当該
規則については，最高裁判所にお
いて，代理人や補佐人としてふさわ
しくな
い者が手続に関与するのを防止す
る趣旨で定めたものと認識してい
る。

z09100 法務省 家審規第５条第１項の改正 5146 5146001 行政書士　山田啓子 1 A 家審規第５条第１項の改正

　義務研修もしくは、修習制度を創
設することを前提に、外国人に関す
る家事事件につき、家事審判法第9
条第1項甲類に掲げる事件および戸
籍法第１１９条に掲げる事件に関
し、行政書士が家庭裁判所の許可
を得ることなく代理人、補佐人となる
ことができるよう、家事審判規則第
５条を改正すべきである。

　外国人の入国・在留手続きに関し、出入国管理難
民認定法施行規則（以下入管法施行規則と云う）
は、本人出頭主義を採用しつつ、地方入国管理局
に対して届け出た行政書士に関し、本人に代わっ
て、申請書の提出・立証資料の提出を認め、外国人
本人の出頭を免除している（在留資格認定証明書
交付申請に関して入管法施行規則第６条の２第４
項、在留資格変更申請に関して同第２０条第４項、
在留期間更新申請に関して同第２１条３項、永住許
可申請に関して同第２２条第３項、在留資格取得に
関して同２４条第６項等）。ところで、入管法に定める
在留資格中、「家族滞在」「特定活動」「日本人の配
偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」について
は、身分変動によってその地位の得喪が決定づけ
られる。具体的には、出生、認知、養子縁組、養子
離縁、婚姻、離婚、親権等である。
　これらの手続に関して、外国人はほとんど了知し
ておらず、また渉外戸籍事務に該たるので、複雑な
問題を発生させる。これらの手続について、外国の
家族法を了知し、且つ本邦の親族法、戸籍法の知
識を有する行政書士が当事者を援助し、当該官庁と
の調整に当たっている。これらの業務を行う前提と
して家事審判法第９条第１項甲類に掲げる事件等
の審判を経ることを要するものが多数存在する。こ
れらの事件は「争訴性」を有しないのであるから弁
護士に限る必要はなく、且つこれらの業務に精通し
ているのは上記行政書士ある。この在留資格の前
提となる審判事件に関し、弁護士に依頼するのは、
迂遠であり、且つ、外国人にとって、弁護士費用を
別途負担することとなる。これらの行政書士に、代
理人、補佐人になることを認めれば、最短且つ安価
に処理できるからである。

家事審判規則第５条 添付資料あり。

民事訴訟法第60条

弁護士法第72条

　当事者又は訴訟代理人は、裁判
所の許可を得て、補佐人とともに出
頭することができる。

　弁護士又は弁護士法人でない者
は、法律に別段の定めがある場合
を除き、報酬を得る目的で訴訟事
件、非訟事件及び審査請求、異議
申立て、再審査請求等行政庁に対
する不服申立事件その他一般の法
律事件に関して鑑定、代理、仲裁若
しくは和解その他の法律事務を取り
扱い、又はこれらの周旋をすること
を業とすることができない。

Ｃ Ⅰ

　御提案の制度の導入について
は、弁護士法第72条の例外を認め
ることとなるところ、同条の趣旨は、
法律事務を行うにふさわしい厳格な
資格要件や規律に服することのな
い者が他人の法律事件に関する法
律事務を取り扱うことを業とすれ
ば、当事者その他の関係人の利益
を損ね、ひいては法律秩序を害す
ることとなるので、かかる行為を禁
止することにあるが、医師の業務
は、本質的に法律に関わるもので
はなく、その資格取得に際しても法
律上の知識・素養を要求されていな
いことに照らすと、税務訴訟におけ
る税理士、特許等に関する訴訟に
おける弁理士と同様に論じることは
できないと考えている。

－ z09101
法務省・厚生労

働省
医師補佐人制度の創設 5147 5147001 民間企業 1 A 医師補佐人制度の創設

一定の訴訟関連知識を有すること
を条件に、医師が医療訴訟につい
ては裁判所の許可なく補佐人として
出頭できるように医師法を改正され
たい。
また、医師補佐人の肩書きを医療
広告に使用する事についても同時
に検討されたい。

－

医学知識を有する弁護士の育成
が、医療訴訟の増加に追いついて
いない。税務訴訟における税理士
補佐人と同様に、原告の権利保障
を図るため、医師が裁判所の許可
無く医療訴訟の補佐人となることを
認められたい。
弁護士の負担軽減だけでなく、医療
機関の患者権利重視姿勢を示す一
手段にもなる。また、医療過誤その
ものの減少も期待することができる
と考える。
訴訟実務については弁護士会の認
定を受けた研修の修了を要件とす
ることで担保可能である。

民事訴訟法第６０条
添付資料：「医療訴訟における医師

補佐人制度」
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